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特
定
財
源
制
糜
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

道
路
特
定
財
源
制
度
と
意
義

道
路
特
定
財
源
制
度
は
、
我
が
国
の
立
ち
遅
れ
た

道
路
を
緊
急
か
つ
計
画
的
に
整
備
す
る
た
め
、
一
般

的
な
租
税
原
則
で
あ
る
応
能
主
義
と
は
基
本
的
に
異

な
る
応
益
主
義
に
基
づ
い
て
課
税
し
、
そ
の
税
収
を

道
路
整
備
の
財
源
と
し
て
充
当
す
る
制
度
で
あ
り
、

昭
和
二
八
年
に
揮
発
油
税
が
道
路
整
備
の
特
定
財
源

と
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

昭
和
二
九
年
に
第
1
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
策

定
さ
れ
て
以
来
、
我
が
国
の
道
路
整
備
は
昭
次
に
わ

た
る
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
着
実
に
進
め
ら
れ
て

い
る
が
、
道
路
特
定
財
源
制
度
に
つ
い
て
も
、
道
路

投
資
の
伸
び
に
対
応
し
、
税
率
の
引
上
げ
と
新
税
の

創
設
に
よ
っ
て
そ
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。

道
路
特
定
財
源
制
度
は
受
益
者
負
担
、
損
傷
者
負

担
を
基
本
理
念
と
し
て
お
り
、
そ
の
税
収
と
使
途
と

の
間
に
は
、
一
定
の
受
益
･
損
傷
と
負
担
と
い
う
関

係
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
受
益
者
負
担
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
よ

っ
て
直
接
の
利
益
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
せ
ら
れ

る
負
担
を
意
味
し
、
損
傷
者
負
担
と
は
、
そ
の
公
共

施
設
を
損
傷
す
る
行
為
を
す
る
者
に
課
さ
れ
る
負
担

を
)
い
>フ
o

受
益
者
負
担
と
損
傷
者
負
担
は
、
そ
の
負
担
の
原

因
と
な
る
要
因
が
、
社
会
的
に
み
て
プ
ラ
ス
の
も
の

で
あ
る
か
、
マ
イ
ナ
ス
の
も
の
で
あ
る
か
の
違
い
だ

け
で
あ
る
の
で
、
両
者
を
一
括
し
て
受
益
者
負
担
と

い
う
概
念
で
扱
う
こ
と
も
で
き
る
。

具
体
的
に
み
る
と
、
道
路
特
定
財
源
諸
税
の
う
ち
、

燃
料
税
で
あ
る
揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
、
石
油
ガ

ス
税
、
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
従
量
税
方
式
が
採

用
さ
れ
、
走
行
距
離

(=
受
益
)
に
応
じ
て
費
用
を

負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
動
車
重

量
税
は
損
傷
者
負
担
の
考
え
方
に
よ
り
自
動
車
の
重

量

(=
損
傷
度
)
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
自
動
車
利
用
者
か
ら
受
益
･
損
傷
に

応
じ
た
負
担
を
求
め
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
道
路
特
定

財
源
制
度
は
、
次
の
よ
う
な
長
所
を
も
っ
て
い
る
。

①
公
平
性

利
用
者
が
便
益
に
応
じ
た
費
用
を
負
担
す
る

本
制
度
は
、
費
用
を
負
担
せ
ず
に
自
動
車
を
利

用
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
た
め
公
平
で
あ
る
。

②
安
定
性
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道
路
は
長
期
的
視
点
か
ら
計
画
的
に
整
備
を

推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
景
気
政
策
や
財
政
事

情
の
影
響
を
受
け
な
い
本
制
度
に
よ
り
、
安
定

的
に
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

③
合
理
性

利
用
者
の
負
担
が
す
べ
て
道
路
整
備
に
充
当

さ
れ
る
と
い
う
明
快
な
制
度
で
あ
る
た
め
、
納

税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
や
す
い
。

ク
行
全
果

一
走
安
効

ワ

る

、
の

ト
ょ
縦
等

ッ
に
短
上

業

ネ
等

の
向

事

路
成

問

の

備

道
形
時
性

整　

担

搦

益

　

　

負

定

と負担の関係

道路特定財源諸税
充 当

図

(参
考
ー
)

○
道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(昭
和
二
八
年
七
月
二
三
日
公
布
)

(目
的
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
道
路
法

(昭
和
二
七
年

法
律
第
一
八
〇
号
)
に
規
定
す
る
道
路
の
は
装

そ
の
他
の
改
築
及
び
修
繕
を
促
進
し
て
道
路
の

整
備
を
図
り
、
も
っ
て
自
動
車
交
通
の
安
全
の

保
持
と
そ
の
能
率
の
増
進
と
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

(道
路
整
備
五
箇
年
計
画
)

第
二
条

建
設
大
臣
は
、
昭
和
二
九
年
度
以
降
五

箇
年
間
に
お
け
る
一
級
国
道
及
び
二
級
国
道
並

び
に
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
道
そ
の
他
の
道

路
の
ほ
装
そ
の
他
の
改
築
及
び
修
繕

(北
海
道

に
あ
っ
て
は
維
持
を
含
む
。)に
関
す
る
計
画
(以

下
｢道
路
整
備
五
箇
年
計
画
｣
と
い
う
。)
の
案

を
作
成
し
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
いい
。

2

建
設
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
閣
議
の

決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
道
路
整

備
五
箇
年
計
画
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
二
項
の
規
定
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

(道
路
整
備
費
の
財
源
)

第
三
条

政
府
は
、
昭
和
二
九
年
度
以
降
五
箇
年

間
は
、
毎
年
度
揮
発
油
税
法

(昭
和
二
四
年
法

律
第
四
四
号
)
に
よ
る
当
該
年
度
の
税
収
入
額

に
相
当
す
る
金
額
を
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

の
実
施
に
要
す
る
道
路
法
及
び
道
路
の
修
繕
に

関
す
る
法
律
(昭
和
二
三
年
法
律
第
二
八
二
号
)

に
基
く
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
財
源
に
充

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(負
担
金
等
の
特
例
)

第
四
条

(略
)

こ
う
し
て
、
昭
和
二
九
年
度
か
ら
揮
発
油
税
は
道

路
整
備
の
た
め
の
特
定
財
源
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

同
時
に
第
1
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
発
足
し
た
。

第
1
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
発
足
に
伴
い
、

裏
負
担
と
し
て
の
地
方
の
道
路
整
備
所
要
額
も
増
加

す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
昭
和
二
九
年
度
に
は
揮

発
油
譲
与
税
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
揮
発
油
税
収
の

三
分
の
一
の
額
が
都
道
府
県
及
び
五
大
市
の
道
路
財

原
と
し
て
譲
与
さ
れ
た
。
こ
の
揮
発
油
譲
与
税
は
昭

和
三
〇
年
に
な
っ
て
地
方
道
路
譲
与
税
に
肩
替
り
さ

れ
た
。
地
方
道
路
譲
与
税
は
、
揮
発
油
税
と
併
せ
て

徴
収
さ
れ
る
地
方
道
路
税
を
一
定
の
譲
与
基
準
に
基

づ
き
都
道
府
県
、
指
定
市
及
び
市
町
村
に
道
路
財
源

と
し
て
譲
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
地
方
の
道
路
目
的
財
源
と
し
て
、
昭
和

2 道イテセ 99.3



三
一
年
に
は
軽
油
引
取
税
が
、
昭
和
四
三
年
に
は
自

動
車
取
得
税
が
設
け
ら
れ
て
地
方
財
源
の
充
実
が
図

ら
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
一
年
に
創
設
さ
れ
た
石
油

ガ
ス
税
は
、
税
収
の
二
分
の
一
相
当
額
が
道
路
整
備

特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
残
り
の
二
分
の
一
が

石
油
ガ
ス
譲
与
税
と
し
て
都
道
府
県
及
び
指
定
市
の

道
路
財
源
と
し
て
譲
与
さ
れ
て
い
る
。
更
に
昭
和
四

六
年
に
は
自
動
車
重
量
税
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
四
分

の
一
の
額
が
自
動
車
重
量
譲
与
税
と
し
て
市
町
村
の

道
路
整
備
財
源
に
充
て
ら
れ
、
残
り
の
四
分
の
三
は

国
の
財
源
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
の
財
源
の
う
ち
、

八
割
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
税
創
設
及
び
運
用
の
経

緯
か
ら
道
路
整
備
費
に
当
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
方
針
は
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

(参
考
2
)

第
六
五
国
会
答
弁
内
容

(昭
和
四
六
年
)

(新
税
創
設
の
理
由
)

○
福
田
国
務
大
臣

い
ま
道
路
の
整
備
状
態
が
先
進

国
に
比
べ
ま
す
と
非
常
に
立
ち
お
く
れ
て
お
る
。

こ
れ
の
整
備
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

道
路
五
箇
年
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
五

箇
年
計
画
で
は
、
在
来
の
財
源
を
も
っ
て
し
て
は

五
箇
年
間
に
三
、
0
0
0
億
円
の
不
足
が
生
じ
ま

す
。
そ
の
財
源
を
い
か
に
し
て
調
達
す
る
か
、
こ

う
い
う
問
題
に
政
府
は
迫
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
所

得
税
を
増
徴
す
る
か
、
法
人
税
を
増
徴
す
る
か
。

い
ろ
い
ろ
財
源
調
達
の
方
法
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

諸
外
国
の
事
例
等
も
考
え
ま
す
と
、
ま
だ
自
動
車

の
使
用
者
に
対
し
て
負
担
を
求
め
る
と
い
う
こ
と

に
い
た
し
ま
し
て
も
さ
ほ
ど
高
い
状
態
で
も
な
い
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
の
で
、
道
路
を
損
壊

し
、
ま
た
道
路
が
よ
く
な
り
ま
す
れ
ば
そ
の
利
益

を
こ
う
む
る
自
動
車
の
使
用
者
に
そ
の
負
担
を
求

め
る
、
こ
れ
は
ま
ず
国
民
か
ら
御
納
得
の
い
く
よ

う
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
、
さ
よ
う
に
考
え
ま

し
て
自
動
車
重
量
税
を
創
案
い
た
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
私
の
説
明
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(五
月
一
四
日

衆
議
院
連
合
審
査
会
)

(使
途
、
配
分
)

○
中
川
政
府
委
員

(大
蔵
政
務
次
官
)

今
回
の
税

制
で
あ
り
ま
す
税
額
は
五
、
○
○
0
億
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
の
四
分
の
一
の
一
、
二
五
〇
億

は
地
方
へ
お
渡
し
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

国
に
残
り
ま
す
の
は
約
三
、
七
五
〇
億
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
道
路
に
振
り
向
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
約
三
、
○
○
0
億
と
見

込
ま
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
道
路
以
外

の
社
会
資
本
の
充
実
に
振
り
向
け
ら
れ
る
額
は
七

五
〇
億
と
い
う
こ
と
に
相
な
り
ま
す
。

(三
、
0
0
0
/
三
、
七
五
0
=
○
･
八
)

(五
月
三
一日

衆
議
院
大
蔵
委
員
会
)

○
税
制
調
査
会

｢昭
和
四
九
年
度
の
税
制
改
正
に
関

す
る
答
申
｣
(昭
和
四
八
年
一
二
月
)

自
動
車
関
係
諸
税
は
、
従
来
か
ら
主
と
し
て
道

路
財
源
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
と
く

に
第
7
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
発
足
に
よ
り
、

利
用
者
負
担
の
観
点
等
か
ら
そ
の
負
担
の
増
加
を

図
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
強
く

な

っ
て
い
る
。
(中
略
)

以
上
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
自
動
車
関
係
諸
税
の

う
ち
揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
及
び
自
動
車
重
量

税
の
税
率
の
引
上
げ
を
図
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
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税 目 道 路 整 備 充 当 分 税 率 平成 1 1年度税収
(億円)

国

揮発油税
昭和24年創設
昭和29年より特定
財源

全額
(昭和60年度より1/15を道路整備
特別会計に直入。 昭和63年度よ
り 1雑に拡大している。 )

せ(暫定説弱さみな
きれ鱒君円/¥殺ぐ
(本則税率)

24 .3 円/認

2 7 , 1 6 6

(2 6 , 8 6 7 )

石油ガス税
昭和41年創設

収入額の 1/2
( 1/2は石油ガス譲与税として地
方に譲与される。 )

(本則税率)
17 .5 円/kg

1 5 0

( 1 3 7 )

自動車重量税
昭和46年創設

収入額の国分 ( 3/4) の 8 割
(収入額の 3/4は国の一般財源で
あるが、税創設及び運用の経緯
から8割相当額は道路財源とさ
れている。 )

[例]自家用乗用
(暫定税率)
6,300円/0.5t年
(本則税率)
2,500円/0.5t年

6 , 7 2 8

計
3 4 , 0 4 4

(3 3 , 7 3 1 )

地

方

地方道路譲与税
昭和30年創設

地方道路税の収入額の全額
(揮発油税と併課される)

43/100 :都道府県及び指定市
57/100 :市町村

(暫定税率)
5.2 円/認

(本則税率)
4 .4 円/靴

2 , 8 7 4

石油ガス譲与税
昭和41年創設

石油ガス税の収入額の 1/2

:都道府県及び指定市
石油ガス税を参
照

1 5 2

自動車重量譲与税
昭和46年創設

自動車重量税の収入額の 1/4

:市町村
自動車重量税を
参照

2 , 8 3 0

軽油引取税
昭和31年創設

全額 :都道府県及び指定市 (暫定税率)
32 . 1 円/蝦

(本則税率)
15 .0 円/-!‘之

1 2 , 9 7 2

自動車取得税
昭和43年創設

全額
3/10 :都道府県及び指定市
7/ 10 :市町村

(暫定税率)
自家用は
取得価額の5%

(本則税率)
取得価額の3%

4 , 6 7 3

計 2 3 , 5 0 1

合･ 計
5 7 , 5 4 5

(5 7 , 2 3 2 )

(注) 1 , 税収は平成11年度当初予算及び平成1l年度地方財政計画による。 なお、 ( )書きは、 決算調整額 (税収の平成 9年

度決算額と平成 9年度予算額との差 :揮発油税及び石油ガス税については 2年後の道路整備費で調整することとされ

ている。) を含んだ額である。
2 . 自動車重量税の税収は国分の 8割相当額である。
3 . 暫定税率の適用期間は平成15年 3月末 (自動車重量税については平成15年 4月末)。
4 . 四捨五入の関係で、 合計が一致しないところがある。

図 2 道路特定財源一覧
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年

度
道路整備五箇年計画

年

度

国の道路特定財源 地方の道路特定財源

拍瀞熱川残■ス“粥 J ず残凌ぎ競劇烈.奪終戦甥訓も麩川風数等誹
昭和29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L3

加
増
‐口If薇
gB

獲
“■

轉鸚
第 8次

19兆5.000億円

簿総盪意円、.

第 9次

蹴 1
第10次

鑄孵 膊度I
53兆円

第11次
4,

平成 5年度~ 9年度
76リK円

"' ▲
新計画
平成10年度~ 14年度
7甥き円

昭和29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
“
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(円/リットル) (円/kg) (円/リットル) (円/kg) (円/リットル) ("% )
(4月)13.O
(8 尾瀬L0 [- 2.0 - 15･4 % ] (8月)2.0 (6月)6.0
(4月)14.8 甘3.8 34.5 % ] (4月)35 [十1.5 75.0 % ] (4月)8.0 野2.0 33.“% ]

l l (4月 M =十2,劉 ,。% ](4月)192 [十4.4 297 % ]
(4月)22.1 [十2.9 15.1% ] (4月)4･0 臼0.5 14.3 % ] (4月)12.5 [十2.1 20.2 % ]

,
あ

れ, '‐“ ⑨“' 舖 “ロ..伽 “' @ 〆第0 ,偽 れ･“'
(2月)5‐O (2月)5‐O
(1月)1o‐『

十5‐o 1oo % ] (1月)1o‐o [十5‐o モ
… % ]

(7月) 取得

(1月) 慮
れ
,
爺‐

o% ] (1月)l7‐5 [+7‐5 75‐o% ] 価格
セ リ

ー(4月) 5 % - [+ 2 % ] (5月)

K礬勢きみ〕 (5月
,効き7機会粁鰯 蛔農務膨〕溺衰弱,

-6月)4湖 は効 (5月潟 (6月)粗 〔鬘珍 K 6月)れ 軸 鬚幻 (4月) (5月)

(4月) (5月) (4月) (4月) (4月) (5月)

(4月) (5月) (4月) (4月) (4月) (5月)

(4月) (5月) (4月) (4月) (4月) (5月)

-(1
で

刻

ヤ t(4月)

(注)(1月□ = コ は租税特別i措置法ま!は地方税法附則による暫定税率であり、暫定税率の通卿朝隈ま平成14年度末 (自動車範ギ武 儀与)税(こついては平成15年4月末)である。
(2) 自動車重量税は、税収の1/4が自動車重量譲与税として市町村に譲与されろ。税率は、昭和49年度の改正では自家用自動車が100%引上げ、営業用自動車は裾置きとされた。

昭和51年度の改正では、自家用乗用自動車が26.0%、営業用自動車が12.0%、それぞれ引き上げられた。
(3) 自動車取得税については、課税免税点は50万円 (平成14年度末までの暫定措置)、営業用目効率、軽自動車の税率については3%に据置かれていろ。
(4) 0は暫定税率の延長が行われた年である。

図 3 道路整備五箇年計画と道路財源拡充の経緯



こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
昭
和
二
八
年

題
点
が
あ
っ
た
。
①
地
方
の
道
路
特
定
財
源
で
あ
る

二

道
路
特
定
財
源
制
度
の
沿
革

戦
後
、
我
が
国
の
復
興
が
進
み
自
動
車
が
普
及
す

る
に
つ
れ
、
道
路
交
通
量
も
次
第
に
増
加
し
て
き
た

が
、
当
時
の
道
路
整
備
状
況
は
劣
悪
で
あ
っ
た
。
第

二
次
世
界
大
戦
直
後
の
我
が
国
の
道
路
整
備
状
況
は
、

極
め
て
劣
悪
な
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
二
年
、
府

県
道
以
上
の
道
路
の
総
延
長
は
約
一
二
万
四
、
0
0

0
畑
、
こ
の
う
ち
自
動
車
が
通
れ
る
道
が
約
五
0
%

の
約
六
万
五
、
○
○
○
如
、
改
良
済
み
の
道
路
が
約

三
五
%
の
約
四
万
三
、
四
〇
〇
蝋
、
舗
装
道
路
は
約

五
%
の
約
六
、
四
〇
〇
蝿
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
道
路
予
算
も
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
道
路
整
備
推
進
の
た
め
の
新
た
な
制
度
の
確
立

と
、
そ
の
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
認
識
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
二
七
年
に
は
道

路
法
が
改
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、
｢道
路
整
備
特
別
措

置
法
｣
の
成
立
に
よ
り
有
料
道
路
制
度
が
確
立
さ
れ
、

借
入
金
に
よ
り
道
路
整
備
を
実
施
で
き
る
道
が
開
け

た
が
、
な
お
も
拡
大
す
る
道
路
整
備
交
通
需
要
に
応

じ
き
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
昭
和
二
四
年

に
揮
発
油
税
が
復
活
さ
れ
る
と
、
自
動
車
利
用
者
に

対
し
課
せ
ら
れ
る
負
担
は
自
動
車
利
用
者
に
還
元
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
に
な
ら
い
揮
発
油
税

は
道
路
整
備
費
に
充
当
す
べ
き
で
あ
る
と
の
世
論
が

高
ま

っ
て
き
た
。

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
措
置
法
｣
が
成

立
し
、
立
ち
遅
れ
た
我
が
国
の
道
路
を
緊
急
か
つ
計

画
的
に
整
備
す
る
た
め
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
策

定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
道
路
整
備
を
推
進
し
、
そ

の
財
源
と
し
て
、
揮
発
油
税
収
入
額
に
相
当
す
る
金

額
を
道
路
整
備
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
(同
法
は

昭
和
三
三
年
度
よ
り
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
に
引
き

継
が
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
)

三

道
路
特
定
財
源
に
関
す
る
最
近
の
話
題

(平
成
一
一年
度
税
制
改
正
)

平
成
一
一
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
昨
今

の
厳
し
い
経
済
状
況
の
も
と
景
気
対
策
の
た
め
、
自

動
車
の
買
い
換
え
に
際
し
て
自
動
車
取
得
税
を
免
除

す
る
要
望
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
の
道
路
特
定
財

源
で
あ
る
自
動
車
取
得
税
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
議
論

が
行
わ
れ
た
。

1

自
動
車
買
替
え
促
進
税
制

自
動
車
買
替
え
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
右
記
の

要
望
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
要
望
は
次
の
よ
う
な
間

自
動
車
取
得
税
の
三
、
○
○
0
億
円
強

(年
間
の
自

動
車
取
得
税
の
約
半
分
)
の
減
収
が
見
込
ま
れ
、
地

方
に
お
け
る
道
路
整
備
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な

る
。
②
地
方
財
政
の
厳
し
い
現
在
の
状
況
に
お
い
て

地
方
単
独
事
業
の
み
な
ら
ず
直
轄
事
業
や
補
助
事
業

の
地
方
負
担
分
の
確
保
も
困
難
と
し
、
公
共
事
業
拡

大
に
よ
る
景
気
回
復
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
が
あ

る
。
③
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
、
道
路

整
備
に
充
て
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
自
動
車
取
得
税

を
含
む
道
路
特
定
財
源
諸
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期

限
を
延
長
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
道
路
整
備
目
的
税

で
の
減
税
は
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
。

右
記
の
理
由
か
ら
、
建
設
省
と
し
て
は
自
動
車
買

替
え
促
進
税
制
は
導
入
せ
ず
、
自
動
車
取
得
税
を
堅

持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
同

時
に
、
道
路
整
備
促
進
期
成
同
盟
会
全
国
協
議
会
を

は
じ
め
諸
団
体
か
ら
、
平
成

=

年
度
税
制
改
正
要

望
と
し
て
自
動
車
取
得
税
を
含
む
道
路
特
定
財
源
諸

税
堅
持
の
要
望
が
提
出
さ
れ
、
建
設
部
会
で
も
重
点

項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三

月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
自
民
党
税
制
調

査
会
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
地
方
に
お
け

る
道
路
整
備
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
か
ら
、
自
動
車

買
替
え
促
進
税
制
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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(要
望
内
容
)

･
平
成
一
一
年
一
月
か
ら
一
年
間
、
車
齢
七
年
以

上
の
車
か
ら
新
車
へ
の
買
替
え
に
対
す
る
自
動

車
取
得
税
の
免
除
。



2

低
燃
費
車
･
低
公
害
車
の
普
及
促
進
税
制

低
燃
費
車
･
低
公
害
車
の
普
及
促
進
税
制
に
つ
い

て
は
、
通
産
省
、
運
輸
省
、
環
境
庁
の
三
省
庁
が
税

制
改
正
の
要
望
を
行
い
、
商
工
、
交
通
、
環
境
の
各

部
会
が
平
成
=

年
度
税
制
改
正
の
重
点
事
項
と
し

て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
抑
制
の
た
め
、低
燃
費
車
･

低
公
害
車
の
普
及
促
進
を
図
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る

が
、
こ
の
要
望
に
も
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ

た
。
①
自
動
車
取
得
税
の
三
五
〇
億
円
の
減
収
が
見

込
ま
れ
、
地
方
の
道
路
整
備
に
与
え
る
影
響
が
大
き

い
。
②
自
動
車
取
得
税
は
道
路
整
備
の
た
め
に
設
け

ら
れ
た
目
的
税
で
あ
り
、
低
燃
費
車
、
低
公
害
車
の

普
及
促
進
の
た
め
に
軽
減
、
免
除
を
行
う
こ
と
は
筋

違
い
で
あ
る
。
③
低
燃
費
車
等
の
普
及
促
進
策
が
必

要
と
す
れ
ば
、
補
助
金
等
他
の
手
段
に
よ
る
べ
き
で

あ
る
。

自
民
党
税
制
調
査
会
の
議
論
の
結
果
、
次
表
の
と

お
り
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
要
望
を
大
幅
に
縮
小
の
上
、

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
地
方
の
道
路
財
源

へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

四

最
後
に

高
規
格
幹
線
道
路
か
ら
身
近
な
生
活
道
路
の
整
備

に
至
る
ま
で
我
が
国
に
お
け
る
道
路
整
備
に
対
す
る

国
民
の
ニ
ー
ズ
は
極
め
て
高
く
、
ま
た
、
渋
滞
対
策
、

交
通
安
全
対
策
を
は
じ
め
、
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ

ム
(I
T
S
)、
よ
り
良
い
環
境
創
造
の
た
め
の
歩
行

空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
電
線
類
地
中
化
な
ど
、

(結果)

3 省庁要望 結 果

1
,

低公害車

嶬白]ルー
庫
)

ノ
動

く

タ

目

除

メ

ド
‐
を

車

･

ツ
ス

動
ス
リ

ウ

目

ガ

ブ

リ

気

然

イ

プ

電

天

ハ
(

(現行) 2
.
4 % 軽減

↓免税に ↓2
.
7 % 軽減へ

(現行より0
.
3 % 軽減)

ハイブリッド自動車

(プリウス) 減軽眺2
に

)
税

行

免
硯
一

減凝
掛
僻礬老

親
2
.

低燃費車 -しな減軽行硯

縦即↓省
庁

産

境

通

環

臟円許

ら

坊

か

除

き

準
控

つ

標

を

に

税

円

台

課
万
l

一
卸

(
に税免↓省輸運

そ
の
ニ
ー
ズ
は
多
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
た
め
今
後
も
受
益
者
負
担
の
考
え
方
に
基
づ

く
道
路
特
定
財
源
を
活
用
し
て
、
新
道
路
整
備
五
箇

年
計
画
の
着
実
な
実
施
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

道行セ 99,3



対

談

週
輪
を
デ
ザ
イ
ン
す
れ
ば

道
路
広
報
セ
ン
タ
ー

H

は
じ
め
に

昨
年
の
八
月
号
に

｢道
路
ポ
ス
タ
ー
制
作
の
経
緯
と
手

順
｣
と
題
し
、
発
注
者
側
で
あ
る
道
路
広
報
セ
ン
タ
ー
の

考
え
と
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
書
い
た
。
こ
の
文
章
の
中

で

｢ポ
ス
タ
ー
作
り
は
素
人
が
い
く
ら
悩
ん
で
も
解
決
す

る
も
の
で
は
な
い
。
制
作
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
協
力
が
必
要
で

ふ
え
ん

あ
る
｣と
述
べ
た
。
今
回
こ
れ
を
敷
祈
す
る
意
味
で
、
ー
!
,

で
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
方
々
は
道
路
と
い
う
も
の
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
･･!
･･を
聞
き
た
く
な
っ
た
。
と

言
っ
て
も
道
路
の
捉
え
方
と
い
う
観
念
の
世
界
を
一
堂
に

集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
聞
く
こ
と
は
無
理
だ
と
考
え
、
対
談

と
い
う
形
を
と
ら
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
八
月
号
と

言
え
ば
既
に
半
年
前
の
こ
と
に
な
る
。
思
い
出
し
て
も
ら

う
為
に
も
前
の
文
章
と
重
複
し
な
い
範
囲
で
道
路
の
歴
史

と
道
路
を
ま
も
る
月
間
、
道
の
日
の
趣
旨
を
反
芻
さ
せ
て

も
ら
い
今
回
の
取
材
記
事
と
の
関
連
を
持
た
せ
る
こ
と
に

し
た
。

さ
て
、
私
達
は
職
業
柄
か
道
路
と
い
う
言
葉
を
い
と
も

簡
単
に
ロ
に
す
る
。
で
は
そ
の
道
路
を
絵
に
し
ろ
と
言
わ

れ
る
と
、
ど
ん
な
道
路
を
描
い
た
ら
よ
い
か
迷
っ
て
し
ま

う
。
も
し
迷
わ
ず
に
描
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
自
身
こ

れ
で
道
路
の
す
べ
て
を
描
き
切
っ
た
と
は
思
わ
な
い
筈
で

あ
る
。
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
道
路
が
巨
体
で
あ
り
バ
ラ
エ
テ

ィ
ー
に
富
ん
だ
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
小
学
校
の
と
き
通
っ
た
田
園
の
小
み

ち
、
墓
参
の
と
き
訪
れ
る
山
の
辺
の
み
ち
。
私
達
の
郷
愁

を
誘
う
道
路
は
こ
み
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。
｢群
盲
、
象
を
撫
で
る
｣
の
た
と
え
の
と
お
り
巨
大

な
存
在
に
対
し
て
は
、
自
分
の
身
の
丈
に
合
っ
た
部
分
を

す
べ
て
と
し
て
捉
え
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
違
う
部
分
ノ
＼
の
印
象
を

集
め
て
み
る
と
、
巨
大
な
も
の
の
全
体
像
が
お
ぼ
ろ
げ
な

が
ら
浮
か
ん
で
来
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
実
に
あ

る
部
分
/
＼
の
印
象
を
軽
視
し
て
し
ま
う
と
独
善
的
な
心

象
風
景
と
な
っ
て
、
万
人
が
共
感
す
る
道
路
と
ほ
ど
遠
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
で
は
、
ポ
ス
タ

ー
の
絵
に
な
る
道
路
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う

か
。
短
絡
的
に
言
え
ば
現
実
の
道
路
と
あ
る
べ
き
姿
と
し

て
の
道
路
、
こ
の
両
者
の
境
界
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
あ

る
観
念
の
道
路
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る

対
談
で
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
方
々

は
そ
れ
ぞ
れ
が
印
象
し
た
み
ち
を
通
じ
道
路
の
姿
を
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
回
対
談
に
応
じ
て
下
さ
っ
た
方
々
は
、
道
路
ポ
ス
タ
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ー
の
作
成
に
つ
い
て
長
い
間
お
つ
き
合
い
の
あ
る
方
々
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
々
で
す
ら
、
道
路
を
絵
に
す
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
と
毎
年
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
1
道
路
を

デ
ザ
イ
ン
す
れ
ば
-
と
い
う
こ
の
対
談
も
所
詮
、
巨
大
な

存
在
を
部
分
的
な
感
覚
で
眺
め
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
絵
に
な
る
道
路
は
郷
愁
の
み
ち
と
同

様
に
、
部
分
と
し
て
の
道
路
の
中
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

□

道
路
の
歴
史
と
ポ
ス
タ
ー

道
路
管
理
者
に
よ
っ
て
A
1
版
の
道
路
ポ
ス
タ
ー
が
掲

出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
六
年
の
八
月
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
道
路
の
ポ
ス
タ
ー
は
全
く
無

か
っ
た
か
、
と
言
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
た
し
か
昭
和
五

四
年
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
う
が
間
日
本
道
路
建
設
業
協
会
が

数
点
作
っ
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
散

発
的
な
も
の
の
よ
う
だ
っ
た
。
今
日
か
ら
見
る
と
、
も
っ

と
早
く
か
ら
組
織
的
に
ポ
ス
タ
ー
作
り
を
や
っ
て
も
よ
か

っ
た
の
に
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
は

ポ
ス
タ
ー
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
空
気
が

道
路
関
係
者
の
間
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
!
八
月
号

(皿
号
)
に
述
べ
た
が
、

要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
必
要
は
発
明
の
母
と
言
う
と
お

り
、
道
路
ポ
ス
タ
ー
は
そ
れ
ま
で
必
要
無
か
っ
た
。
ポ
ス

タ
ー
よ
り
も
、
も
っ
と
強
力
な
広
報
手
段
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
道
路
の
現
況
を
見
れ
ば
如
何
に
日
本
の

道
路
が
旧
時
代
的
で
、
早
く
先
進
諸
国
並
に
整
備
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
る
と
い
う
厳
し
い
現
実

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
道
路
と
い
う
の
は
車
を
使
っ
て

み
て
、
初
め
て
整
備
の
必
要
を
考
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

歩
く
人
だ
け
だ
と
、
中
は
狭
く
て
も
、
路
面
に
凸
凹
が
あ

っ
て
も
、
急
な
坂
で
も
、
急
な
曲
が
り
角
で
も
、
人
間
は

そ
の
場
そ
の
場
に
合
わ
せ
て
動
く
か
ら
道
路
が
悪
く
て
も

そ
う
気
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
道
辺
に
泉
が
あ
っ
た
り
、

宿
屋
が
あ
っ
た
り
、
夏
で
は
涼
し
い
木
陰
が
多
か
っ
た
り
、

冬
で
は
吹
雪
を
避
け
て
通
れ
る
道
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
車
は
人
間
の
よ
う
に
融
通
が
き
か
な

い
か
ら
、
道
路
条
件
の
良
し
悪
し
が
て
き
め
ん
に
影
響
し

て
く
る
。
車
と
人
と
の
集
団
行
動
、
そ
れ
は
軍
事
行
動
に

よ
く
表
れ
る
。
紀
元
前
に
舗
装
さ
れ
た
道
路
が
作
ら
れ
た

ロ
ー
マ
の
道
は
、
鋼
鉄
で
身
を
固
め
た
重
武
装
集
団
の
移

動
と
補
給
に
耐
え
ら
れ
る
道
づ
く
り
が
ど
う
し
て
も
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
場
合
は
足
軽
と
い
わ
れ
る

軽
装
の
兵
士
が
山
野
を
駆
け
廻
る
一
対
一
の
戦
闘
で
、
し

か
も
国
内
の
肥
沃
な
土
地
が
戦
場
に
な
っ
た
か
ら
食
糧
は

そ
の
場
そ
の
場
の
現
地
調
達
で
運
搬
の
必
要
も
無
か
っ
た
。

む
し
ろ
道
路
は
敵
の
集
団
行
動
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
か
ら

も
、
橋
や
ト
ン
ネ
ル
は
作
ら
な
い
方
が
良
か
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
道
路
整
備
の
必
要
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も

日
本
列
島
は
雨
が
多
く
石
作
り
の
道
を
作
っ
た
と
し
て
も

洪
水
の
た
め
流
さ
れ
て
、
す
ぐ
に
役
に
立
た
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
雨
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
非
も
多
く
、
酒
、
味

噌
、
醤
油
、
米
等
の
重
量
物
は
船
で
運
ん
だ
か
ら
ロ
ー
マ

の
よ
う
な
石
の
舗
装
も
特
に
考
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
道
路
年
表
に
よ
れ
ば
道
路
の
こ
と
を
考
え
た
武

将
と
し
て
織
田
信
長
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
信
長
は
そ
れ

ま
で
の
城
を
中
心
と
し
た
攻
防
で
な
く
、
軍
隊
を
迅
速
に

動
か
す
機
動
戦
と
い
う
新
し
い
戦
術
を
と
っ
た
か
ら
他
の

武
将
よ
り
も
道
路
に
関
心
を
持
ち
、
道
路
補
修
を
沿
道
住

民
に
義
務
づ
け
た
り
、
一
里
塚
な
ど
里
程
標
の
整
備
を
熱

心
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
は
封
建
制
を
徹
底
し

た
か
ら
、
全
国
四
百
余
州
の
国
々
は
関
所
を
設
け
交
通
は

む
し
ろ
不
便
に
し
て
お
く
と
い
う
政
策
を
通
し
た
。
道
路

は
た
だ
歩
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
程
度
に
し
て
重
車
両
に
耐

え
ら
れ
る
道
路
作
り
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
い

い
ち
日
本
に
は
そ
ん
な
重
車
両
な
ん
て
な
く
、
強
い
て
言

え
ば
八
の
肩
で
か
つ
ぐ
み
こ
し
ぐ
ら
い
な
も
の
だ
っ
た
。

明
治
に
な
っ
て
も
昭
和
に
な
っ
て
も
日
本
の
軍
隊
は
歩
兵

即
ち
歩
く
兵
隊
を
主
力
に
し
た
か
ら
、
道
路
は
徳
川
時
代

の
ま
ま
で
よ
く
、
工
場
を
作
る
に
し
て
も
海
辺
や
川
辺
に

作
っ
た
か
ら
製
品
は
舟
運
で
よ
く
、
道
路
に
対
す
る
依
存

度
は
極
端
に
少
な
か
っ
た
。
明
治
以
降
、
昭
和
の
敗
戦
に

至
る
ま
で
の
日
本
の
国
是
は
道
路
を
整
備
す
る
よ
り
も
大

量
輸
送
が
で
き
、
し
か
も
石
炭
で
走
れ
る
鉄
道
と
海
運
の

整
備
に
力
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
は
昭
和
二
〇
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
自
動
車
時
代
に

入
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
自
動
車
を
い
く
ら
作
っ
て
も

走
れ
る
道
路
が
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
ゞ
と
、
国
民
わ



す
べ
て
が
感
じ
道
路
整
備
の
必
要
は
広
報
と
い
う
P
R
の

形
を
と
る
ま
で
も
な
く
、
国
民
の
声
と
し
て
沸
き
上
が
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
昭
和
四
〇
年
代
に
な
る
と
国
道
･
主

要
地
方
道
の
整
備
も
大
分
進
み
、
こ
れ
に
加
え
高
速
道
路

の
伸
長
な
ど
道
路
は
見
違
え
る
ほ
ど
よ
く
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
と
同
時
に
道
路
の
情
報
、
道
路
管
理
、
道
路
パ
ト
ロ

ー
ル
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
施
策
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

の
よ
う
に
現
場
を
見
れ
ば
判
る
だ
ろ
う
的
な
自
然
広
報
と

違
っ
た
道
路
広
報
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
結
果
と
し
て

昭
和
六
三
年
の
道
の
日
制
定
に
つ
な
が
り
、
ま
た
平
成
九

年
の
道
路
標
語
の
全
国
公
募
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
道
路
ポ
ス
タ
ー
作

り
か
ら
始
ま
っ
た
昭
和
五
五
年
の
道
路
広
報
セ
ン
タ
ー
の

設
立
は
、
こ
の
よ
う
な
多
角
的
な
広
報
活
動
の
さ
き
が
け

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

爵

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
と

｢道
の
日
｣

出
来
た
道
路
を
広
く
美
し
く
使
お
う
と
言
う

｢道
路
を

ま
も
る
月
間
｣
が
昭
和
三
三
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
整

備
さ
れ
た
道
路
を
し
っ
か
り
ま
も
ろ
う
と
い
う
道
路
愛
護

精
神
の
高
揚
が
目
的
の
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
精
神

運
動
が
主
だ
か
ら
、
本
来
な
ら
ポ
ス
タ
ー
や
行
事
な
ど
を

や
っ
て
各
層
に
P
R
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
昭
和
三
〇
年
と
い
う
年
代
は
と
に
も
か
く
に
も
道
路
を

改
良
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
精
神
運
動
は
愛
護
団
体
の
表
彰
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た

内
容
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
代
に
な
る
と

道
路
整
備
も
地
域
重
視
の
道
路
、
住
民
に
身
近
な
道
路
へ

と
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
沿
道
の

人
々
も
道
路
愛
護
と
い
う
運
動
に
価
値
を
見
い
だ
す
よ
う

に
な
っ
て
来
る
。
そ
の
一
方
で
昭
和
六
三
年
に
は
道
の
日

行
事
が
始
ま
る
。
道
路
整
備
を
も
っ
と
積
極
的
に
や
ろ
う

と
い
う
展
開
運
動
で
あ
る
。
道
路
を
ま
も
る
月
間
。
道
の

日
こ
の
二
つ
の
運
動
は
道
路
を
良
く
し
よ
う
と
い
う
目
標

で
は
一
致
す
る
が
、
道
路
整
備
の
促
進
運
動
と
道
路
を
ま

も
る
精
神
運
動
と
は
両
者
の
目
指
す
方
向
に
違
い
が
あ
る
。

こ
の
違
い
を
同
じ
八
月
の
行
事
と
し
て
一
枚
の
ポ
ス
タ
ー

に
ど
う
表
現
し
て
い
く
か
、
こ
れ
は
な
か
な
か
む
づ
か
し

い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

回

対
談

睾
道
路
を
デ
ザ
イ
ン
す
れ
ば
ー

平
成
一
○
年
度
の
ポ
ス
タ
ー
は
D
社
の

｢道
ノ
未
来
ハ
、

ヒ
ト
ノ
未
来
｣
を
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
し
た
幻
想
的
な
図

案
が
当
選
し
た

(道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
靴
号
ロ
絵
参
照
)。

こ
の
ほ
か
に
も
七
社
か
ら
道
路
に
寄
せ
る
い
ろ
い
ろ
な
想

い
を
描
い
た
作
品
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
作
品
は
平
成

一
〇
年
二
月
三
一日
に
行
わ
れ
た
道
路
ポ
ス
タ
ー
検
討
会

の
席
で
、
各
社
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
作
画
意

図
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
対
談
1
道
路
を
デ
ザ
イ
ン

す
れ
ば
-
,の
本
稿
で
は
六
社
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
こ
の
説
明

を
再
現
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
六
社

が
応
募
し
た
一
六
作
品
に
つ
い
て
の
説
明
は
時
間
が
か
か
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対

る
の
で
、
各
社
一
作
品
を
選
ん
で
も
ら
い
差
し
支
え
な
い

範
囲
で
語
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
対
談
の
時
間
は
約

一
五
分
だ
っ
た
が
、
テ
ー
プ
を
起
こ
し
て
見
る
と
可
成
り

の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
な

っ
た
。

一
社

一
頁
を
予
定
し
て
い
た

の
で
語
り
の
芯
の
部
分
を
文
語
体
に
直
し
て
一
頁
に
収
め

る
こ
と
に
し
た
。
結
果
と
し
て
対
談
と
い
う
よ
り
も

"聞

き
書
き
"
と
言
っ
た
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ポ
イ

ン
ト
だ
け
は
外
し
て
い
な
い
つ
も
り
で
い
る
。
な
お
、
会

社
名
等
は
匿
名
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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ー
-
こ
の
作
品
で
言
い
を
か
つ
起
点

簡
潔
に
道
が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
い
。
そ
こ
で

親
し
み
を
込
め
て
英
語
で
三
羽
の
け
く
①
巨
の
力
0乱
。と
言

い
、
し
か
も
単
純
な
図
柄
で
誰
で
も
が
わ
か
る
よ
う
笑
顔

の
二
つ
の
球
体
を
上
下
に
配
し
た
。
そ
し
て
リ
ボ
ン
状
に

し
た
道
路
で
こ
の
二
つ
の
球
体
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ

り
道
路
の
存
在
を
強
調
し
た
。

ー
-
人
目
に
つ
く
図
柄
、
そ
れ
は
ど
こ
に
表
れ
て
い
る
か

こ
の
よ
う
な
ポ
ス
タ
ー
は
駅
と
か
庁
舎
の
壁
に
貼
ら
れ

る
か
ら
、
普
通
の
人
は
見
過
ご
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

一

瞬
、
こ
れ
は
何
の
ポ
ス
タ
ー
か
振
り
向
い
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
願
い
を
二
つ
の
球
状
の
笑
顔
に
託
し
た
。

ー
1
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
の
関
連

今
説
明
し
た
と
お
り
図
柄
が
単
純
な
こ
と
と
、ヌ
ミ
の
け
“

嘗
の
閃
OP
A
"と
い
う
単
純
な
英
語
を
組
み
合
わ
せ
た
。誰
で

も
わ
か
り
親
し
み
を
持
た
せ
る
よ
う
に
け
≦
と
幻
0斜Qを
関

連
づ
け
、
道
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
が
連
想
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

ー
-
こ
の
作
品
で
苦
心
し
彪
こ
と

過
去
の
ポ
ス
タ
ー
に
な
い
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
作
品
を
考

え
、
し
か
も
堅
く
な
く
、
親
し
み
の
あ
る
と
い
う
こ
と
を

念
頭
に
置
い
て
図
案
を
作
っ
た
。
道
の
日
と
い
う
と
堅
い

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
払
う
と
い
う
意
味

で
簡
潔
な
図
案
と
新
鮮
な
コ
ピ
ー
で
ま
と
め
た
つ
も
り
で

あ
る
。

ー
-
こ
の
作
品
は
次
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
分
類
に
属
し
ま

す
か
の
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
在
道
路
船
生
活
向
上
の
定

め
の
道
路
例
未
来
を
目
指
す
道
路

こ
の
図
案
は
切
に
該
当
す
る
。
球
状
の
二
つ
の
笑
顔
は

相
対
す
る
も
の
と
し
て
考
え
た
か
ら
二
つ
の
笑
顔
を
宇
宙

と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
現
在
の
地
球
か
ら
未
来
の
地
球
へ

と
い
う
現
在
と
未
来
を
象
徴
で
き
る
と
考
え
た
。
ま
た
二

つ
の
球
体
は
町
か
ら
町
或
い
は
田
舎
と
都
会
の
よ
う
に
相

対
す
る
二
つ
の
社
会
単
位
と
考
え
、
こ
の
二
つ
を
結
ぶ
の

は
道
路
で
あ
る
と
し
て
リ
ボ
ン
状
の
道
路
で
結
ん
だ
。

補

足

つ
い
で
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
道
路
整
備
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
聞
い
て
み
た
。
す
る
と

｢道
路

整
備
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｣
と

の
答
が
す
ぐ
に
返
っ
て
き
た
。

一
瞬
、
意
表
を
つ
か
れ
る

思
い
が
し
た
が
、
聞
い
て
い
る
う
ち
成
る
程
と
思

っ
た
の

で
こ
の
話
を
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ー
1
戦
後
五
〇
年
。
ひ
た
す
ら
道
路
網
の
整
備
に
努
め

て
来
ら
れ
た
行
政
当
局
の
努
力
が
、
今
日
の
日
本
を
築
い

て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
そ
れ
は
大
局
的
に
見
て

の
話
で
あ
っ
て
道
路
整
備
と
い
う
言
葉
を
身
近
に
感
じ
た

の
は
、
少
年
期
に
毎
日
通
っ
て
い
た
道
路
の
幅
が
拡
が
り

舗
装
さ
れ
た
と
き
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
一

員
に
な
っ
て
二
車
線
道
路
が
四
車
線
に
な
っ
た
と
き
と
か
、

バ
イ
パ
ス
道
路
が
で
き
た
と
き
に
も
道
路
整
備
と
い
う
こ

‐

ひ
と

と
を
感
じ
た
。
し
か
し
整
備
と
い
う
語
に
は

｢斉
し
く
と

と
の
え
る
｣
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
斉
し
く
と
は
い
く
つ

か
あ
る
も
の
の
、
切
っ
先
を
同
じ
よ
う
に
揃
え
る
と
い
う

言
葉
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
道
路
整
備
も
整
備
と
い
う
文
字

を
使
う
以
上
、
そ
の
い
く
つ
か
あ
る
整
備
の
一
つ
に
老
人
、

病
人
、
子
供
、
身
障
者
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に
配
慮
し
た

道
づ
く
り
。
こ
れ
は
ま
だ
ノ
＼
整
備
を
進
め
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
｢道
路
整
備
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
は

な
い
か
｣
と
言
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
視
点
で
道
路
整
備

を
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
-
ー
と
い
う
の
で
あ
る
。

道行セ 99.3 ノノ

A
社

と
の
対
談



　
　

　
　
　
　

度
品

o
と

o

女

れ

ム

チ

　　　
　
　
　
　

　

　

　

　

に

れ

リ

ヤ

画面の左端に男女 4人

の笑顔。 それぞれの笑

顔から出たリズムのあ

1

一幕

コ
ち

o
な

-
そ

た

キ

o

誌
彗
チ

た

道

ん

調

ト

柄

左

0
出

が

る

'
‐応

ッ
し

の

み

イ

の
顔

ら

葉

な

ャ
た

ち

、

ワ

面

笑

か

言

と

キ

わ

た

く

色

ホ

図

画

の
顔

る

一

B
社

と
の
対
談

そ
れ
は
矢
印
の
部
分
で
、
家
族
四
人
そ
れ
ぞ
れ
が
出
す

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
こ
の
矢
印
で
誘
導
す
る
訳
だ
か
ら
虹

の
よ
う
に
鮮
や
か
な
色
に
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
全
体
を
白
の

基
調
に
し
た
か
ら
こ
の
矢
印
は
相
当
に
目
立
つ
と
思
っ
て

い
る
。

-
!
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
の
関
連

　　　　　　
【8月畑~鎖副迫窺をまもる月間

先
ず
左
に
家
族
の
四
人
の
顔
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
矢
印
で
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
図
案
と
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
関
連
が
保
て
た
と
思
う
。
ま
た
一
般
の

ポ
ス
タ
ー
の
構
図
は
左
右
均
衡
に
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ

よ
う
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
図
案
で
は
あ
え
て
均
衡
を
破

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
目
を
誘
う
よ
う
に
し
た
。

-
-
こ
の
作
品
で
苦
心
し
左
こ
と

先
ず
家
族
四
人
が
出
す
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
だ
が
、
上
の

二
人
は
ま
だ
社
会
に
出
て
い
な
い
子
供
だ
か
ら
自
分
中
心

の
見
方
を
す
る
と
し
て
｢わ
た
し
た
ち
の
道
｣
｢ぼ
く
た
ち

の
道
｣
と
し
た
。
三
番
目
は
母
親
で
そ
こ
か
ら
出
る
言
葉

は
子
供
た
ち
の
将
来
を
考
え
る

｢未
来
に
つ
づ
く
｣
と
し

た
。
そ
し
て
一
番
下
の
父
親
か
ら
出
る
言
葉
は
、
妻
、
二

人
の
子
供
そ
し
て
社
会
と
い
う
も
の
を
み
つ
め
て

｢み
ん

な
の
道
｣
と
し
た
。
父
親
の
顔
と
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

を
つ
な
ぐ
矢
印
の
上
に
家
族
四
人
が
と
び
は
ね
て
い
る
の

も
こ
の
理
由
に
よ
る
o

ー
-
こ
の
作
品
は
次
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
分
類
に
属
し
ま

す
か
回
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
彪
道
路
船
生
活
向
上
の
定

め
の
道
路
例
未
来
を
目
指
す
道
路

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
か
ら
み
れ
ば
例
で
あ
る
。
矢
印
で
未

来
を
指
向
し
た
意
味
か
ら
言
え
ば
切
に
な
る
。

補

足

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
道
路
及
び
道
路
整
備
と
い
う
も
の

の
印
象
を
聞
い
て
み
た
。
示
唆
に
富
む
返
事
が
あ
っ
た
の

で
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ー
-
道
路
を
使
う
側
即
ち
市
民
レ
ベ
ル
で
見
る
と
、
道

路
は
目
的
地
に
行
く
為
の
手
段
及
び
媒
体
に
過
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
そ
の
時
々
の
目
的
に
よ
っ
て
道
路
へ
の
関
心
が
、

高
速
道
路
に
な
っ
た
り
山
の
辺
の
道
に
な
っ
た
り
す
る
。

そ
の
時
々
の
シ
ー
ン
に
よ
っ
て
道
路
は
違

っ
た
と
ら
え
方

を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
道
路
を
一
言
で
表
現
し
て

ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
道
路
を

整
備
す
る
側
か
ら
見
る
と
整
備
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
で

あ
る
。
使
う
方
は
道
路
を
目
的
達
成
の
媒
体
の
一
つ
と
し

て
考
え
る
か
ら
、
道
路
整
備
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
側

の
意
識
を
超
え
た
も
う
一
つ
向
こ
う
に
目
的
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。
道
路
ポ
ス
タ
ー
を
企
画
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う

に
目
標
を
ど
こ
に
置
い
た
ら
よ
い
の
か
い
つ
も
迷

っ
て
し

　
　
　　
　
　
　

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
か
ら
出
て
く

る

｢デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
雑
感
｣
の
中
に
解
答
の
一
つ
が

鶏

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

セ行道　　　



く

路
を

れ

こ

れ

ぼ

の

形

ぞ

る

ま

0

度
品

ど

の

れ

ぁ

刻

る

眸
作
柊
蹴
古

な
っ
そ
が
は
ず

ト

5

も

性

性

通

一
で
に

個
個
共

-誠二鯨…濃
鰻

調

ト

柄

り

材

道

で

の
で

イ

ク
素

、
所

そ

顔

ャ
な

ち

ワ

ン

の

り

場

o
笑

キ

あ

た

色
ホ

図

コ
面

作

の

と

た

ー
-
こ
の
作
品
で
言
い
を
か
つ
定
点

先
ず
道
路
を
身
近
な
も
の
と
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、
道

路
を
一
つ
の
性
質
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
表
現
し
た
か
っ

た
。
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
道
路
を
擬
人
化
し
て
言
え
ば
、
道
路
に
も
個
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
例
え
ば
名
所
旧
跡
に

行
く
観
光
道
路
。
ま
た
日
常
使
う
道
路
な
ど
、
一
般
通
行

の
為
に
あ
る
道
路
と
は
言
っ
て
も
、
地
域
/
＼
に
よ
っ
て

そ
の
道
路
の
使
わ
れ
方
に
特
有
の
性
質
が
あ
る
。
一
方
、

道
路
は
土
地
に
定
着
し
た
構
造
物
だ
か
ら
、
主
と
し
て
そ

ど
、
人
目
を
ひ
か
な
く
な
る
。
白
地
に
石
を
五
つ
を
並
べ

蘂
厩
た
の
孝
犠
幅
、罐
く
だ
鼈
購
い
讓
漸
。

免

の
土
地
に
あ
る
石
と
か
土
を
素
材
に
し
て
築
造
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
道
路
そ
の
も
の
も
他
の
道
路
と
違
っ
た
そ
の

土
地
毎
の
組
成
が
あ
る
。
道
路
に
個
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
道
路
が
主
と
し
て
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
道
路
が
築
造
さ
れ
て
い
る
地
域

毎
の
素
材
の
違
い
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
と
考
え
た
。
今
回

の
ポ
ス
タ
ー
は
道
路
素
材
の
一
つ
、
石
の
い
ろ
い
ろ
を
図

案
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
た
人
が
何

か
面
白
い
形
を
し
た
石
が
あ
る
が
｢
ハ
テ
、
ナ
ン
ダ
ロ
ウ
｣

と
足
を
止
め
る
意
外
性
。
そ
れ
に
あ
な
た
の
足
の
下
に
あ

る
道
路
は
、
こ
の
石
た
ち
の
よ
う
に
身
近
に
あ
る
素
材
を

も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
意
味
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー

｢あ
な
た
の
そ
ば
に
、
ぼ
く
た
ち
は
い
ま
す
｣
を
図
案

の
右
横
上
に
置
い
た
。
が
、
ま
だ
道
路
と
い
う
文
字
を
出

さ
な
い
。
そ
の
う
ち
に
目
が
自
然
と
左
下
の

｢八
月
一
〇

日
は
道
の
日
｣
に
誘
導
さ
れ
、
こ
こ
で
道
路
ポ
ス
タ
ー
だ

と
判
る
よ
う
に
し
た
。

ー
-
人
目
に
つ
く
図
柄
、
そ
れ
は
ど
こ
に
表
れ
て
い
る
か

意
外
性
で
人
目
を
弓
く
よ
う
に
し
た
。
三
角
形
、
四
角

形
、
矩
形
な
ど
の
シ
ン
プ
ル
さ
の
代
表
の
よ
う
な
形
を
し

た
石
を
五
つ
を
並
べ
た
。
道
路
の
ポ
ス
タ
ー
だ
と
す
ぐ
道

路
の
絵
と
か
ら
写
真
が
出
て
く
る
が
そ
れ
を
避
け

｢
ハ
テ
、

ナ
ン
ダ
ロ
ウ
｣
と
い
う
意
外
性
に
重
点
を
置
い
た
。

-
-
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
の
関
連

ポ
ス
タ
ー
の
絵
は
沢
山
の
要
素
を
入
れ
れ
ば
入
れ
る
は

　
　

た
こ
の
図
案
は
遠
く
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
石
が
浮

/

か
ん
で
見
え
る
よ
う
コ
ン
ビ
ュ
i
夕
で
立
体
処
理
し
て
あ

3

る
。
い
わ
ゆ
る
遠
目
性
で
あ
る
。
そ
し
て
近
づ
い
て
石
を

セ

見
る
と
･

そ
れ
ぞ
れ
の
石
に
笑
顔
が
刻
ま
れ
て
い
る
親
近

漸

性
。
更
に
画
面
を
よ
く
見
る
と
、
五
つ
の
石
に
そ
れ
ぞ
れ

の
産
地
の
名
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
で
石
に
も
個
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
。

-
-
こ
の
作
品
で
苦
心
し
定
こ
と

道
路
築
造
の
素
材
は
い
る
い
る
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て

い
る
が
、
代
表
と
し
て
五
つ
の
石
に
し
た
。
石
に
は
花
崗

石
と
か
、
玄
武
岩
、
安
山
岩
な
ど
が
あ
る
が
、
道
路
の
親

柱
と
か
石
の
高
欄
、
ま
た
舗
石
に
ど
の
よ
う
に
石
が
使
わ

れ
て
い
る
か
判
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
石
の
産
地
名
も

一

地
域
に
偏
る
の
を
避
け
全
国
的
視
野
に
立
っ
て
産
地
を
選

ん
だ
。
図
案
作
成
の
作
業
と
し
て
は
石
を
集
め
た
写
真
集

の
中
か
ら
選
ん
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
で
立
体
的
な
石
の

映
像
に
し
た
。
ま
た
図
面
左
の
長
い
筒
形
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
テ
ス
ト
ピ
ー
ス
を
想
像
し
て
も
ら
い
た
い
。

ー
-
こ
の
作
品
は
次
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
分
類
に
属
し
ま

す
か
回
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
彪
道
路
付
生
活
向
上
の
短

め
の
道
路
例
未
来
を
目
指
す
道
路

例
に
該
当
す
る
と
思
う
。
例
も
気
持
の
中
に
は
あ
っ
た

が
こ
の
図
案
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
と
思
う
。
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け

な

、
が

向

ん

て

形

度
品

に

そ

立

人

上

0
見

た

咋
作

出
、

0

左

印

に
似

ら

失

路

に

硼
穣
漱隷琳
調
ル
柄

か

な

道

オ

テ

下

き

を

キ

0

ヤ

ノ
ト

ス

面

大

印

ノ
く

キ

道

ヒ

色

パ

図

画

て
矢

ピ

歩

ー
ー
こ
の
作
品
で
言
い
を
か
つ
定
点

道
路
を
ま
も
る
月
間
･
道
の
日
ポ
ス
タ
ー
の
制
作
に
あ

た
っ
て
、
次
の
二
点
が
ポ
イ
ン
ト
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、

道
に
対
し
て
人
そ
れ
ぞ
れ
い
る
/
＼
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
て
必
ず
し
も

一
つ
の
特
定
さ
れ
た
道
で
な
い
こ
と
。

ま
た
道
路
行
政
に
つ
い
て
も
様
々
な
方
向
性
が
あ
っ
て
、

一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
一
枚
の
既
存
の

道
路
の
写
真
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
象
徴
的
に
表
現
し

た
道
路
と
抽
象
的
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
、
広
い

層
に
対
し
て
、
道
路
に
つ
い
て
考
え
る
キ
ッ
カ
ケ
を
与
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。道
路
は
こ
れ
か
ら
様
々

な
先
端
技
術
を
使
っ
て
未
来
に
向
け
て
発
展
し
て
い
く
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
人
と
か
、
地
球
と
か
、
社
会
の
発
展

に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
道
の
未
来
が
人
の
未
来
に

直
結
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
か
っ
た
。

-
-
人
目
に
つ
く
図
柄
、
そ
れ
は
ど
こ
に
表
れ
て
い
る
か

パ
ス
テ
ル
で
描
い
た
メ
ル
ヘ
ン
タ
ッ
チ
の
イ
ラ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
を
使

っ
て
い
る
が
、
オ
レ
ン
ジ
色
を
主
に
し
た

暖
色
系
を
基
調
に
し
た
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
注
目
を
集

め
る
色

(信
号
機
の
黄
色
に

｢注
意
｣
の
意
味
が
あ
る
よ

う
に
)
で
構
成
し
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
次
に
、
絵
柄

の
持
つ
暖
か
い
雰
囲
気
を
壊
さ
な
い
た
め
に
も
オ
レ
ン
ジ

と
か
黄
色
と
い
っ
た
暖
色
系
に
こ
だ
わ
っ
た
。
真
夏
の
盛

り
に
掲
示
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
で
あ
れ
ば
、
青
や
緑
色
な
ど

の
寒
色
を
使
っ
て
、
涼
し
い
感
じ
を
出
す
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
ク
リ
ス
マ
ス
関
連
の

広
告
で
赤
･
緑
･
白
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
誰
も
が
ク
リ

ス
マ
ス
ら
し
さ
を
認
識
す
る
よ
う
に
、
八
月
の
太
陽
を
連

想
さ
せ
る
オ
レ
ン
ジ
色
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
｢
八
月

一
〇

日
=
道
の
日
･
八
月
=
道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
を
印
象
強

く
表
現
で
き
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
た
だ
し
、
道
路
を

歩
い
て
い
る
人
物
の
服
装
に
つ
い
て
は
一
般
の
常
識
に
従

っ
て
涼
し
げ
な
青
色
に
し
た
。

ー
ー
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
の
関
連

｢道
ノ
未
来
人

人
ノ
未
来
｣
は
、
人
に
や
さ
し
い
道

づ
く
り
に
も
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
で
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
と
絵
柄
も
パ
ス
テ
ル
調
で
や
わ
ら
か
い
ト
ー
ン
に
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
道
づ
く
り
が
人
に
や
さ
し
い
の
だ
よ
と
い
う

こ
と
、
未
来
に
向
か
っ
て
歩
く
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
道
の
未
来
を
表
す
よ
う
に
し
た
。
ま
た
八
月
一

〇
日
と
い
う
文
字
そ
の
も
の
が
一
つ
の
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
(注

意
)
に
な
る
よ
う
大
文
字
と
し
た
。

ー
-
こ
の
作
品
で
苦
心
し
を
こ
と

先
ず
イ
ラ
ス
ト
の
人
物
の
形
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
子

供
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
し
大
人
に
見
え
て
も
困
る
か
ら
、

夢
の
あ
る
タ
ッ
チ
に
し
た
。
そ
の
人
物
の
歩
く
道
は
、
現

実
の
道
路
の
色
の
印
象
を
無
視
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
の

で
土
の
色
に
し
た
。
ま
た
印
刷
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
オ

レ
ン
ジ
色
を
再
現
す
る
の
は
技
術
的
に
む
づ
か
し
い
。
ど

う
し
て
も
濁
っ
て
来
る
の
で
、
何
度
も
色
校
正
を
し
た
。

結
局
、
今
回
の
ポ
ス
タ
ー
で
一
番
苦
心
し
た
の
は
色
と
形

で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
文
字
を
小
さ
く
し

た
の
は
先
ず
絵
に
注
目
し
て
も
ら
い
、
そ
の
あ
と
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
と
の
関
連
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
先

ず
絵
で
も
っ
て
人
目
を
引
き
つ
け
た
か
っ
た
。

ー
-
こ
の
作
品
は
次
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
分
類
に
属
し
ま

す
か
回
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
定
道
路
齢
生
活
向
上
の
定

め
の
道
路
例
未
来
を
目
指
す
道
路

一
ロ
で
言
う
と
切
に
該
当
す
る
が
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に

は
例
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
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託

て
説

o

し

の

く

　
　

　
　
　

抽
さ
ト

　
　
　
　

　
　
　

　　　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

平÷応
拶
妙
識

l
鼻

フ
適
さ
イ

,と

つ
ち~ヒ

キ

こ

お

色

グ

図

車

あ

明

ー
-
こ
の
作
品
で
言
い
を
か
つ
定
点

現
在
と
将
来
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
と
、
今
I
T
S
が

大
き
な
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
I
T
S
を
通
じ
、

道
路
と
人
と
の
接
点
が
非
常
に
強
く
な
る
と
こ
ろ
か
ら
こ

れ
を
テ
ー
マ
に
し
た
。
道
路
は
従
来
、
地
点
と
地
点
を
結

ぶ
施
設
で
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
人
と
か
物
が
移
動
す
る

為
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
も
か
く
道
路
に
よ
っ

て
人
と
物
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
り
生
活
や
文
化
な
ど
が

豊
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
従
っ
て
道
路
は
移
動
の
手
段
で

あ
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
し
に
、
知
能
を
活
か
し
た

道
路
施
設
へ
と
い
う
考
え
が
時
代
と
共
に
要
請
さ
れ
て
く

る
。
平
面
的
に
使
わ
れ
て
い
た
道
路
を
、
空
間
と
い
う
三

次
元
的
に
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
I
T
S
事
業
を
捉

え
た
。

ー
ー
人
目
に
つ
く
図
柄
、
そ
れ
は
ど
こ
に
表
れ
て
い
る
か

ポ
ス
タ
ー
は
人
目
に
つ
か
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
い
。

そ
し
て
作
ら
れ
た
ポ
ス
タ
ー
が
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
意
味
合
い
に
よ
っ
て
ポ
ス
タ
ー
の
色
調
は
決
め
る

べ
き
だ
と
思

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
ポ
ス
タ
ー
は
主
に
公

共
の
場
に
掲
示
さ
れ
る
と
い
う
事
も
考
え
明
る
い
色
調
を

選
択
し
た
。

ー
ー
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
の
関
連

I
T
S

(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)
と
い
う
広
範
囲

の
概
念
の
中
で
、
現
在
は
V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通

信
シ
ス
テ
ム
)、
E
T
C
(
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受

シ
ス
テ
ム
)
、
A
H
S

(自
動
運
転
道
路
シ
ス
テ
ム
)
の
三

つ
が
道
路
関
係
で
は
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
を

個
々
に
今
回
の
ポ
ス
タ
ー
の
中
で
説
明
す
る
意
味
は
な
く
、

三
つ
の
事
業
の
窮
極
の
目
的
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

た
。
そ
れ
は
道
路
と
人
と
が
よ
り
身
近
に
な
っ
て
来
る
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
そ
こ
で

｢
こ
れ
か
ら
の
道
は
、

お
話
が
得
意
な
ん
だ

っ
て
｣
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に

し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
ビ
ジ

ュ
ア
ル
を
構
築
し
て
い
っ
た
。

ー
ー
こ
の
作
品
で
苦
心
し
定
こ
と

テ
ー
マ
と
し
て
I
T
S
に
し
た
が
、
I
T
S
と
い
う
の

は
概
念
が
非
常
に
大
き
く
国
内
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
を

視
野
に
入
れ
た
多
方
面
に
わ
た
る
大
事
業
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
ソ
フ
ト
面
が
よ
り
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ

れ
を
一
枚
の
ポ
ス
タ
ー
で
ど
う
表
現
す
る
か
、
し
か
も
そ

の
表
現
を
道
の
日
の
ポ
ス
タ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
?

と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
最
も
苦
労
し
た
。
そ
れ
に
V
I
C
S
、
E
T
C
、
A
H

S
だ
け
で
も
説
明
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
し
、
更
に
絵

と
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
ど
う
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と

に
も
ま
た
苦
心
し
た
。

ー
-
こ
の
作
品
は
次
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
分
類
に
属
し
ま

す
か
の
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
左
道
路
齢
生
活
向
上
の
定

め
の
道
路
勒
未
来
を
目
指
す
道
路

結
果
的
に
は
靭
だ
が
、
こ
の
種
の
ポ
ス
タ
ー
は
人
が
中

心
に
来
な
い
と
な
か
ノ
＼
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
I
T
S

事
業
を
と
り
あ
げ
た
が
、
目
指
す
も
の
は
基
本
的
に
は
の

で
あ
り
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
例
の
例

は
同
義
語
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
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ー
タ
i
"
し

こ
の
道
と
人
と
の
一
体
感
が
最
も
表
現
し
た

用
語
の
よ
う
だ
が
、
今
や
応
援
に
代
わ
る
言
葉
と
し
て
一

車

員

o

の

滴
る

　
　

　

　
　
　

眸
作
ニ
ン
の
"

と

夕

援

　　
　　　　

　

　

　　
　　

ヤ

レ
ん

ポ

ル

来

対

観

キ

フ

み

サ

色

ブ

図
未
に

の

ー
-
こ
の
作
品
で
言
い
を
か
つ
起
点

道
路
整
備
･･!
!
そ
れ
は
国
民
の
生
活
全
体
に
か
か
わ
る

こ
と
。
ゆ
え
に
コ
ン
セ
プ
ト
は
皆
が
道
路
を
応
援
し
よ
う

と
い
う
気
運
の
向
上
と
し
た
。
ま
た
、
毎
年
夏
に
行
わ
れ

る
道
の
日
と
道
路
を
ま
も
る
月
間
。
そ
の
季
節
感
を
演
出

す
る
た
め
に
、
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
甲
子
園
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
選
ん
だ
。
球
場
の
中
に
道
が
あ
り
、
そ
し
て
応
援

す
る
満
場
の
観
客
。
夏
の
青
空
を
背
景
に
し
た
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー

｢
フ
レ
ー
、
フ
レ
ー
ノ

み
ん
な
が
道
の

サ
ポ

か
っ
た
点
で
あ
る
。
応
援
さ
れ
る
道
路
は
三
段
階
に
分
け

て
、
道
の
今
と
こ
れ
か
ら
を
表
現
。
上
段
に
I
T
S
を
思

わ
せ
る
未
来
指
向
の
道
路
、
中
段
に
は
高
規
格
幹
線
道
路
、

三
段
目
に
は
特
に
紙
面
を
多
く
と
っ
た
生
活
道
路
を
入
れ

た
。

!
ー
人
目
に
つ
く
図
柄
、
そ
れ
は
ど
こ
に
表
れ
て
い
る
か

"
こ
れ
一
体
何
だ
ろ
う
。"
と
い
う
人
目
の
引
き
方
、
即

ち
ビ
ジ

ュ
ア
ル
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
出
し
た
か
っ
た
。
満
員

の
観
客
が
見
つ
め
る
ス
タ
ジ
ア
ム
の
中
に
意
外
性
と
し
て

道
路
を
置
い
た
の
も
こ
の
趣
旨
で
あ
る
。
色
全
体
を
青
の

夏
色
で
処
理
し
そ
こ
に
白
抜
き
で
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。
夏

の
道
路
の
行
事

(道
の
日
･
道
路
を
ま
も
る
月
間
)
を
応

援
し
よ
う
と
言
う
の
が
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
の
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る
。

ー
ー
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
の
関
連

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
図
案
の
芯
に
な
る
が
、
そ
れ
を
ス

タ
ン
ド
の
観
客
全
員
が
叫
ぶ
と
い
う
形
に
な

っ
て
い
る
。

図
案
の
中
で
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
両
側
に
あ
る
二
本
の
白

線
は
吹
き
出
し
と
言
っ
た
感
じ
で
全
員
が
ま
と
ま
っ
て
叫

ぶ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
で
み
ん
な
の
道
と
言
っ
て
道
路
と
言
わ
な
か
っ
た
の

は
、
語
感
と
し
て
は
道
の
方
が
何
か
や
さ
し
さ
、
人
間
性
、

を
感
じ
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
道
路
と
い
う
と
す
ぐ
整
備

を
連
想
し
堅
い
感
じ
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
で
サ
ポ
i
タ
ー
と
言
っ
た
の
は
も
と
/
＼
サ
ッ
カ
ー

般
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ー
-
こ
の
作
品
で
苦
心
し
彪
こ
と

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
な
ど
、
行
政
の
側
で
い

ろ
い
ろ
な
道
路
政
策
が
テ
ー
マ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
政
策
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
ポ
ス
タ
ー
に
な
ら
な
い
。

政
策
の
テ
ー
マ
と
ビ
ジ

ュ
ア
ル
コ
ン
セ
プ
ト
を
結
び
つ
け

る
こ
と
に
一
番
苦
心
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
作
成
に
際
し
て
は

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
図
案
と
は
同
時
進
行
と
い
う
形
で
進

ん
だ
が
、
意
識
と
し
て
は
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
僅
か
だ
が

先
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
満
員
の
観
客
が
見

て
い
る
前
で
プ
レ
ー
す
る
野
球
の
選
手
、
そ
れ
が
日
常
性

だ
が
、
そ
こ
に
道
路
の
夢
を
置
い
た
。
そ
の
道
路
も
三
段

階
に
し
、
未
来
型
、
高
規
格
道
路
、
生
活
道
路
の
三
つ
を

並
べ
た
が
、
ち
ょ
っ
と
説
明
調
に
な
っ
た
き
ら
い
は
あ
る
。

こ
れ
も
入
れ
た
い
、
あ
れ
も
入
れ
た
い
と
言
う
こ
と
で
幕

の
内
弁
当
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

ー
-
こ
の
作
品
は
次
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
分
類
に
属
し
ま

す
か
例
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
短
道
路
齢
生
活
向
上
の
定

め
の
道
路
勒
未
来
を
目
指
す
道
路

一
ロ
に
言
え
ば
例
の
靭
全
部
が
入
っ
て
い
る
。
が
強
い

て
分
け
る
と
す
れ
ば
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
人
と
道
の

a

一
体
感
、
臨
場
感
を
出
し
て
い
る
と
思
う
。

′
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圏

デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
雑
感

掲
示
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
が
人
々
の
目
に
止
ま
ら
な
く
て

は
何
に
も
な
ら
な
い
。
人
の
目
に
止
ま

っ
た
か
ど
う
力

こ
れ
は
確
認
の
し
ょ
う
が
な
い
。
美
術
学
校
の
講
師
を
し

て
お
ら
れ
る
西
村
仲
路
氏
に

｢人
目
に
つ
く
図
柄
と
は
｣

｢道
路
ポ
ス
タ
ー
の
こ
れ
か
ら
｣
ま
た
学
校
に
来
て
い
る

｢デ
ザ
イ
ナ
ー
の
卵
の
方
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
｣
、
そ
し
て
ま

と
め
と
し
て

｢道
路
ポ
ス
タ
ー
に
よ
せ
る
｣
を
語
っ
て
い

た
だ
い
た
。
な
お
、
西
村
氏
は
本
誌
バ
イ
ン
ダ
ー

(
一
年

分
綴
込
用
具
)
の
デ
ザ
イ
ン
や
道
路
月
間
の
児
童
用
マ
ン

ガ
な
ど
を
か
つ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。

ー
1
人
目
に
つ
く
図
柄
に
つ
い
て

大
雑
把
に
分
け
て
今
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
二
種
類
の
性
格

が
あ
る
。

一
つ
は
情
報
に
徹
し
た
ポ
ス
タ
ー
で
、
例
え
ば

旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
イ

メ
i
ジ
の
植
つ
け
を
特
に
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
然

こ
ち
ら
の
方
が
視
覚
的
に
美
し
い
。八
月
に
行
わ
れ
る
｢道

路
を
ま
も
る
月
間

･
道
の
日
｣
の
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
で
ま
と
め
た
も
の

＼
方
が
良
い
と

思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
道
路
と
い
う
の
は
幹
線
道
路
か
ら

始
ま
っ
て
田
園
の
小
道
ま
で
多
方
面
に
わ
た
っ
て
利
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
を

一
つ
の
画
面
に
収
め
る
の
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ポ
ス
タ
ー
を
例
に
あ

げ
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
競
技

答

氏

　
　　
　
　

　
　西村 伸路氏

　　
　

　

　

　

　
　

　　

種
目
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
ら
全
て
を
盛
り
込
も
う
と

す
る
と
相
撲
の
番
付
表
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
メ
イ
ン
を
張
る
ポ
ス
タ
ー
に
は
｢ト
ー
タ
ル
イ
メ
ー
ジ
｣

に
徹
底
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
画

家
の
絹
谷
幸
二
氏
が
、
画
面
一
杯
に
描
い
た
顔
で
表
現
し

た
。
さ
ら
に

｢環
境
に
や
さ
し
い
大
会
を
目
指
す
｣
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
為
に
競
技
以
外
で
も
例
え

ば
選
手
村
の
食
器
な
ど
鉦
坐
口で
そ
の
ま
ま
土
に
還
元
で
き

る
自
然
素
材
を
使
っ
た
り
し
た
。
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
･

道
の
日
｣
の
ポ
ス
タ
ー
も
各
年
を
通
じ
た
イ
メ
ー
ジ
で
流

れ
を
つ
く
り
、
今
年
は
こ
の
テ
ー
マ
で
い
く
と
い
う
方
向

が
示
さ
れ
れ
ば
ポ
ス
タ
ー
制
作
者
も
意
図
を
表
現
し
や
す

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
役
割
は
タ
ク

シ
ー
の
運
転
手
に
似
て
い
る
所
が
あ
る
。
乗
客
が
行
き
先

を
は
っ
き
り
示
し
て
く
れ
な
い
と
行
き
よ
う
が
な
い
の
だ
。

こ
れ
ま
で
の
道
路
ポ
ス
タ
ー
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
乗
客

即
ち
発
注
者
、
運
転
手
の
ど
ち
ら
も
ゴ
ー
ル
が
定
ま
ら
な

い
ま
ま
ス
タ
ー
ト
し
、“
と
り
あ
え
ず
こ
の
辺
で
よ
い
だ
ろ

う
"
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
作
品
を
ま
と
め
て
い
た
よ
う
な

感
じ
が
す
る
。
こ
こ
二
、
三
年
の
ポ
ス
タ
ー
は
か
な
り
美

術
的
に
良
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
道
路
ポ
ス
タ
ー
の

発
注
者
が
明
確
な
目
標
を
指
し
示
せ
ば
さ
ら
に
向
上
す
る

だ
ろ
う
。
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ー
-
道
路
ポ
ス
タ
ー
の
こ
れ
か
ら

道
路
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
も
そ
う
だ
が
、
こ
れ

か
ら
は
｢環
境
｣
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
｢わ
れ

わ
れ
は
皆
、
宇
宙
空
間
と
い
う
広
大
な
海
を
航
海
し
て
い

る

〈地
球
〉
と
い
う
名
の
直
径
一
万
二
、
七
〇
〇
如
の
小

さ
な
宇
宙
船
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
｣
ー
-
一
九
七
〇
年
代

に
ア
メ
リ
カ
の
科
学
者
が
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
す
で
に

逆
戻
り
は
で
き
な
い
以
上
、
地
球
環
境
と
い
か
に
上
手
く

共
存
し
て
い
く
か
が
最
大
の
テ
i
マ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
道
路
政
策
に
つ
い
て
は
役
所
の
方
で
も
十
分

考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
う
が
、
そ
の
政
策
を
四
つ
と
か
五

つ
の
柱
に
ま
と
め
、
今
年
は
こ
の
柱
、
来
年
は
こ
の
柱
と

的
を
絞
れ
ば
今
よ
り
も
っ
と
良
い
作
品
が
集
ま
る
の
で
は

な
い
か
。
表
現
方
法
に
つ
い
て
言
え
ば

｢イ
メ
ー
ジ
の
伝

達
｣
を
ね
ら
う
ポ
ス
タ
ー
の
場
合
、
“
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
事
“

こ
れ
に
つ
き
る
と
思
う
。
様
々
な
ポ
ス
タ
ー
の
間
に
貼
ら

れ
、
通
行
す
る
人
々
の
目
に
留
ま
る
時
間
は
二
、
三
秒
も

な
い
な
か
で
、
い
か
に
強
く
印
象
を
与
え
る
か
考
え
る
と

の
訴
え
る
内
容
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
、
②
表
現
も
単
純



明
快
に
す
る
。
さ
ら
に
人
々
の
美
意
識
の
飛
躍
的
な
向
上

か
ら
、
③
画
面
と
し
て
美
し
い
も
の
、
で
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
先
に
テ
ー
マ
を
絞
る
事
の
重
要
性
を
訴
え
た
の
も

こ
の
た
め
で
あ
る
。

ー
-
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
卵
と
接
し
て
い
て
感
じ
た
こ
と

面
白
い
こ
と
に
二
〇
代
か
ら
下
の
世
代
は
、
私
達
よ
り

道
路
と
い
う
も
の
を
身
近
に
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
ん
の
た
め
ら
い
も
無
く
ペ
タ
リ
と
地
べ
た
に
座
り
込
ん

で
し
ま
う
せ
い
か
も
知
れ
な
い
。
中
学
生
位
に
な
る
と
名

門
と
言
わ
れ
る
女
学
校
の
生
徒
で
さ
え
、
登
下
校
の
バ
ス

停
で
ズ
ラ
リ
と
並
ん
で
座
っ
て
い
る
。
確
か
に
行
儀
は
悪

い
が
座
り
込
む
事
で
目
線
が
低
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
道
路

を
よ
く
見
て
い
る
と
い
う
事
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
若
い
学
生
と
話
し
て
い
て
も
彼
ら
が
道
路
と
い
う

も
の
を
日
常
的
な
皮
膚
感
覚
で
観
て
い
る
事
に
気
づ
く
。

例
え
ば
同
じ
座
り
込
む
に
し
て
も
、
道
路
の
表
面
は
も
ち

ろ
ん
色
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
座
り
心
地
が
違
う
と
い
う
。

そ
ん
な
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
道
路
に
対
し
｢汚
い
｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
な
事
だ
。
四
〇
代
以
上
の
人
な

ら
誰
で
も
子
供
の
こ
ろ
、
道
に
落
と
し
た
食
べ
物
を
拾
っ

て
は
い
け
な
い
と
か
、
寝
こ
ろ
が
っ
て
は
い
け
な
い
と
か

言
わ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
私
達
の
世
代
に

道
路
へ
の
余
計
な
先
入
観
を
持
た
せ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
の
二
〇
代
以
下
の
人
達
は
そ
う
い
っ
た
刷
り
込
み

が
な
く
親
近
感
さ
え
抱
い
て
い
る
分
、
彼
ら
が
中
心
と
な

っ
て
道
路
ポ
ス
タ
ー
を
造
り
だ
す
時
、
今
ま
で
と
違
う
自

由
な
発
想
が
で
て
く
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

ー
-
道
路
ポ
ス
タ
ー
に
よ
せ
て

道
路
の
ポ
ス
タ
ー
な
の
だ
か
ら
道
路
の
風
景
を
絵
に
し

た
り
、
写
真
を
使
え
ば
よ
い
と
い
う
意
見
も
も
っ
と
も
で

あ
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
い
て
何
か
"

ま

だ
る
っ
こ
さ
“
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
?

一
つ
は
美
術
的
に
垢
抜
け
な
い
事
も
あ
る
が
、
や
は
り
イ

メ
ー
ジ
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
の
要
素
を
満
た
し
て
い
な
い
点

が
大
き
い
だ
ろ
う
。
今
ま
で
の
よ
う
に
一
般
通
行
の
用
に

供
す
る
と
い
う
面
だ
け
で
道
路
を
と
ら
え
た
り
、
あ
る
い

は
高
速
道
路
、
国
道
、
県
道
、
市
町
村
道
な
ど
道
路
の
一

つ
一
つ
を
盛
り
込
も
う
と
す
る
と
本
当
の
意
味
で
の
ト
ー

タ
ル
イ
メ
ー
ジ
は
作
り
に
く
い
。

今
後
の
道
路
ポ
ス
タ
ー
の
あ
り
方
に
つ
い
て
希
望
を
言

え
ば
発
注
者
が
ま
ず
基
本
の
揺
る
ぎ
な
い
コ
ン
セ
プ
ト
を

持
ち
、
そ
れ
に
従
っ
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
自
由
な
表
現
を
考

え
る
と
い
う
の
が
理
想
だ
ろ
う
。
多
く
の
要
素
を
盛
り
込

め
ば
盛
り
込
む
ほ
ど
長
電
話
の
よ
う
に
一
つ
ノ
＼
の
内
容

が
弱
く
な
り
、
結
果
と
し
て
印
象
の
薄
い
ポ
ス
タ
ー
に
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。

㈹

お
わ
り
に

対
談
の
最
後
に
制
作
意
図
を
総
括
す
る
意
味
で

｢貴
社

の
作
品
は
例
人
と
暮
ら
し
に
密
着
し
た
道
路
、
の
生
活
向

制作意図の分類

勲＼聽
A

社

B

社

C

社

D

社

E

社

F

社

ア 趨し藷し暮人 O O △ O O

の 路道のめた妙活生 △ O O

ウ 繊轄を
｣綵 O O O O O

(なお、 A、 B、 C、 の匿名順は対談日時の順にした。
0 印は該当△印は…も考えた。)

上
の
た
め
の
道
路
、
例
未
来
を
め
ざ
す
道
路
の
三
つ
の
う

ち
ど
れ
に
属
し
ま
す
か
｣
と
い
う
質
問
を
し
た
。
答
は
次

の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

回
答
の
う
ち
、
例
の
例
の
総
て
に
該
当
す
る
と
答
え
た

E
社
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
こ
の
三
つ
の
質
問
は
同
義
語
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
多
少
理
屈
っ
ぽ
い
が
傾
聴
に
値
す
る
と

思
わ
れ
る
の
で
こ
の
話
を
要
約
し
た
い
。

ー
-

(E
社
の
作
品
は
)
基
本
的
に
は
例
の
未
来
を
め
ざ

す
道
路
の
図
案
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
背
後
に
あ

る
も
の
は
例
の
人
の
暮
ら
し
に
密
着
し
た
道
路
で
あ
る
。

構
想
の
段
階
で
、
I
T
S
を
題
材
に
し
た
が
、
こ
の
種
の

も
の
は
人
が
話
の
中
心
に
お
さ
ま
ら
な
い
と
見
る
人
に
な

か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

メ8 道行セ 99.3



で

｢
こ
れ
か
ら
の
道
路
は
、
お
話
が
得
意
な
ん
だ
っ
て
｣

の
対
話
調
に
し
、
こ
こ
に
例
の
要
素
を
入
れ
た
つ
も
り
で

あ
る
。
の
の
生
活
向
上
の
た
め
の
道
路
が
出
て
こ
な
い
と

い
う
こ
と
だ
が
、
今
を
基
点
と
し
て
考
え
る
と
未
来
を
め

ざ
す
道
路
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
I
T
S
を
例

に
と
る
と
V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム
)
の
よ

う
に
開
発
担
当
者
は
一
般
の
人
々
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
先
の
道
路
に
マ
ッ
チ
し
た
機
器
を
開
発
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
今
の
暮
ら
し
の
中
で
、
そ

の
延
長
線
上
に
あ
る
将
来
と
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
未
来
を
め
ざ

す
道
路
の
発
想
の
基
礎
に
は
先
ず
現
時
点
に
お
け
る
人
と

暮
ら
し
に
密
着
し
た
道
路
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
来

を
考
え
る
の
は
現
在
の
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
靭

の
未
来
を
め
ざ
す
道
路
と
例
と
は
一
つ
の
も
の
を
裏
表
か

ら
見
た
こ
と
に
な
り
イ
コ
ー
ル
と
な
る
。
更
に
一
般
の
人
々

の
声
を
聞
き
な
が
ら
開
発
し
て
い
く
そ
の
人
の
声
と
い
う

の
は
、
生
活
の
向
上
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

不
便
に
な
る
た
め
に
機
器
を
開
発
し
て
く
れ
と
い
う
人
は

ま
ず
い
な
い
。
人
々
は
遠
い
先
々
の
こ
と
ま
で
は
あ
ま
り

考
え
な
い
か
ら
、
自
分
若
し
く
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け

る
生
活
の
向
上
と
い
う
願
い
が
い
つ
も
最
優
先
に
な
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
例
の
動
の
終
着
点
は
全
部
同
じ
同
義
語

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
考
え
て
み
る
と
今
か
ら
五
年
ほ
ど

前
の
道
路
ポ
ス
タ
ー
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ハ
ー
ド
よ

り
イ
ン
フ
ラ
旨
◆司
=虱
床
の
圓
案
が
要
望
さ
れ
て
J
た
。
最

近
で
は
官
公
庁
自
身
が
だ
ん
だ
ん
一
般
の
人
々
の
考
え
方

に
近
づ
い
て
き
た
、
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
例
の
例
は
全
部

イ
コ
ー
ル
と
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
言

っ
て
例
の
例
の
三
つ
の
テ
ー
マ
で
な
く
て
、
八
の
暮
ら
し

に
は
ど
の
よ
う
な
道
路
が
よ
い
か
と
い
う

一
つ
の
テ
ー
マ

を
設
定
し
、
そ
の
中
の
題
材
と
し
て
例
の
例
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
と
言
っ
た
方
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
判
り
や

す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
の
例
の
よ
う
に
道
路
事

業
を
事
業
別
に
こ
ま
か
く
分
け
て
い
く
必
要
は
な
い
と
思

こノ
--
1
1

以
上
が
発
言
の
要
旨
だ
が
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
E
社

の
I
T
S
を
取
り
上
げ
た
作
品
を
見
て
例
の
人
の
暮
ら
し

に
密
着
し
た
道
路
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
い
た
と
は
、
右

の
説
明
を
聞
い
て
始
め
て
わ
か
っ
た
。

本
稿
も
頁
数
か
ら
言
っ
て
そ
る
/
＼
終
り
に
近
づ
い
て

き
た
。
道
路
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
各
社
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
忌

た
ん彈

の
な
い
意
見
や
図
案
の
説
明
、
更
に
若
い
人
達
の
動
向

な
ど
を
聞
い
て
い
て
、
時
代
は
急
速
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る

と
い
う
こ
と
を
肌
身
で
感
じ
た
。
た
だ
変
わ
ら
ぬ
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
道
路
整
備
に
と
っ
て
一
番
大

事
な
こ
と
は
、
世
論
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
よ
う
P
R
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
一
枚
の
道
路
ポ
ス
タ
ー

が
ど
れ
ほ
ど
こ
れ
に
役
立
つ
か
は
判
ら
ぬ
が
、
私
達
が
日

常
何
気
な
く
目
に
す
る
も
の
の
数
々
は
そ
の
陰
で
多
く
の

人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
毎
年
八
月
の
道
路
ポ
ス
タ
ー
も
列
外
で
は
な
い
。

こ
の
対
談
記
事
を
通
じ
何
気
な
い
道
路
ポ
ス
タ
ー
の
図
案

　
　

に
、
制
作
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
苦
心
の
跡
を
偲
ん
で
い
た
だ
け

!

れ
ば
有
難
い
。



平
成
九
年
度

道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

一

は
じ
め
に

近
年
、
道
路
事
業
の
大
規
模
化
等
に
伴
い
、
地
域
住
民

の
権
利
意
識
の
変
化
、
生
活
環
境
の
保
全
に
対
す
る
要
請

が
高
ま
る
に
つ
れ
、
道
路
環
境
や
道
路
管
理
瑕
疵
に
関
す

る
争
訟
等
も
解
決
に
時
間
を
要
す
る
も
の
な
ど
複
雑
多
岐

に
わ
た

っ
て
い
る
。

道
路
の
安
全
と
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
諸
事
案
に
対
処
し
て
現
在
の
道
路
の
実
態
を
詳

細
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
当
係
で
は
毎
年
度
、

年
度
当
初
に
全
国
の
各
道
路
管
理
者

(地
方
建
設
局
、
公

団
、
公
社
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
市
、
市
町
村
等
)
に

調
査
依
頼
し
、
道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵
事
案
等
に
関
す
る

実
態
調
査
を
と
り
ま
と
め
て
お
り
、
平
成
九
年
度
分
の
集

計
作
業
が
昨
年
一
二
月
に
集
計
を
終
了
し
た
の
で
、
本
稿

で
そ
の
調
査
結
果
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

本
件
調
査
対
象
に
該
当
し
て
い
る
の
は
、
道
路
法
上
の

道
路
に
限
定
し
て
お
り

(
一
部
そ
の
他
の
道
路
も
対
象
と

す
る
調
査
項
目
あ
り
)、調
査
項
目
は
九
年
度
に
賠
償
し
た

件
数
･
金
額
･
係
争
中
の
訴
訟
の
状
況
、
八
年
度
に
受
け

た
判
決
、
道
路
賠
償
責
任
保
険
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

二

道
路
管
理
瑕
疵
事
故
統
計

道
路
管
理
瑕
疵
に
よ
る
損
害
賠
償
支
払
い
件
数
及
び
金

額
に
つ
い
て
、
直
轄
、
公
団
、
公
社
、
地
方
公
共
団
体
(都

道
府
県
、
指
定
市
、
市
、
町
村
)
の
分
類
に
基
づ
い
て
整

理
し
た
の
が
総
括
表

(表
ー
ー
ー
)
で
あ
る
。
平
成
九
年

度
は
訴
訟
に
よ
る
件
数
が
二
六
件
で
賠
償
金
額
が
一
四
七
、

三
一
八
千
円
、
示
談
に
よ
る
も
の
が
、
二
、
八
五
〇
件
で

六
二
一
、
一
○
八
千
円
、
合
計
二
、
八
七
六
件
で
七
六
八
、

三
二
七
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
、

件
数
で
は
約
二
五
%
上
回
り
、
賠
償
金
額
で
は
約
二
八
%

下
回
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
①
訴
訟
件
数
、

示
談
件
数
共
に
前
年
度
と
比
し
て
逓
増
傾
向
で
あ
る
こ
と
。

②
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
示
談
件
数
が
前
年
度
比
約

二
六
%
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
賠
償
金
額
が
約

三
五
%
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
い
う
訴
訟
と
は
判
決
の
外
、
裁
判
上
の
和
解
、

調
停
に
よ
る
解
決
を
含
み
、
示
談
と
は
そ
の
他
の
場
合
を

い
>フ
。

次
に
表
1
及
び
表
1
ー
2
か
ら
事
故
態
様
別
に
よ
る
賠

“

償
件
数
及
び
金
額
の
現
況
を
考
察
す
る
。

託

賠
償
件
数
で
は
、
穴
ぼ
こ
、
蓋
不
全
、
落
石
の
順
で
上

道

位
を
構
成
し
、
こ
の
三
項
目
で
全
体
の
七
割
以
上
を
占
め

“

て
お
り
、
過
去
五
年
間
の
実
態
調
査
結
果
よ
り
こ
の
傾
向



が
不
変
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
賠
償
金
額

に
お
い
て
は
、
平
成
九
年
度
の
調
査
結
果
で
は
安
全
施
設

不
備
、
蓋
不
全
、
穴
ぼ
こ
の
順

(前
年
度
は
安
全
施
設
不

備
、
落
石
、
蓋
不
全
の
順
)
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
項

目
で
全
体
の
約
五
七
%
程
度

(前
年
度
は
約
五
九
%
)
を

占
め
て
い
る
。
こ
こ
二
年
間
安
全
施
設
不
備
が
賠
償
金
額

の
中
で
大
き
な
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
が
賠
償
件
数
は
上

位
に
位
置
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
件
当
た
り
の
賠
償

額
が
高
額
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
、
実
際
に
賠
償

金
額
が
二
〇
〇
万
円
以
上
の
事
例
に
お
い
て
一
〇
件
が
該

当
し
て
い
る
(表
2
参
照
)。
た
だ
し
、
賠
償
件
数
及
び
賠

償
金
額
は
示
談
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
が
大
部

分
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
示
談
の
賠
償
件
数
･
賠
償

金
額
の
増
減
が
単
年
度
の
実
態
調
査
に
影
響
を
与
え
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
事
故
態
様
を
道
路
管
理
者
別
に
整
理
し

た
も
の
が
表
ー
-
2
-
①
j
表
1
-
2
-
④
-
w
で
あ
る

表 1 事故態様別分類について

類

号

分

番
事故の種類 内 容

1驫 穴ぼこ

没蹴範
故

に

事

行
邦
述

趣
ば

北
妖

ぼ

上

穴

路

の

道

路

･･

道

例

り乙 段 差 道路の段差に起因する事故

QU 蓋不全 園

の

起

グ

に

ン

等

ジ

グ

一

ン

し

ジ

グ

一

･没

し

差
陥

ク

段
の

、

の
分

蓋

と
部

の

面
蓋

等

路
る

ロ

と
よ

風

蓋
に

通

鉄
損

、

、欠

ロ

在
の

水

存
分

排

不
部、示

ル

壊
指

一

損
、

ホ

蓋
み

ン

の
込

マ
故

溝
き

、事

側
巻

溝
る

･･

側
す

例

獲れ廿 スリップ

スの上

プ

蓋

ッ

鉄

リノ

、

ス

プ

る
〉

ツ

す

り

因

ス

起

る

に

す

等

因

全

起

不

一

、

に

の

水

設

両

驚
路

山形

フ

、

ツ

砂

リ
握
叙

流

よ
、

に
プ

結

結
ッ

棗
リ

面

･'

路

例

にU 道路崩壊 l 道路の陥没
、

路肩崩壊等のため通行車両が路外に転落する事故

AY
道路崩壊 2 道路の崩壊した土砂が沿道の家屋

、
田畑等に損害を与えた場合

落 石

の携瀰内鰔鰯粃鮖のへ

故

上

事

路
据
鑓

園

か

起

外
土

に

域
崩

土

区
･

崩

路
石

、
道
落

石

･･

落

例

路上障害物 鬱
置

通

放匙隨
轆

除

工綴鞠効茂
瀕務
齢醸

瀞鰯
徳端

蹴宣
走趾

物徽
輌歩

置
害

置
木

放
障

放
倒

上
の

･･

路
際

例

工事不全 に

壞
が

め

損
保

た

の
確

た

設
全

っ

施
安

か

安
の

悪

保
中

が

、事

法

備
工

方

不
は

の

の
合
)

保

等
場
る

確

識
る
れ

金

標
す
入

安

る
因
に

る

す
起
類

す

示
に
分

対

表
こ
の

に

を
ぼ
こ

等

等
穴
て

両

所
、し

車

筒
差
と

行

事
段
の

通

工
の
も

の
故

、中
た

中
事

中
事
っ

事
た

事
工
か

工
し

工
(

悪

路
生

･･

道
発

例

設
備

錮安

不

識

)

標

う

路

い

道

為

ぬ

事
も

止

る
る

駒

ず
す

、

因
定

標

起
規

導

に
に

誘

備
条

線

不
鋭

視

の
第

、

設
令

設

施
造

施

全
構

明

安
路

照

の
道

、

等
、

ル

識
は

一

標
と

し

臥
双

ド
鏡

ル
施

一
射

一
全

ガ
反

レ
安

、路

ド
通

冊
道

一
交

･･

ガ
(

例

脱 橋 橋梁の流出 損壊に起因する事故

落下物直撃 者

類

行

分

歩

の

、

こ

両

は

車

件

行

る

通

よ

て

に

し

設

等

施

下

全

落

安

.

･

壊

し

倒

類

が

分

等

に

識

7

標

は

路

件

道

る

･
故
よ

氷
事
に

雪
た
土

･
し
崩
)

枝
撃
、る

･
直
石
れ

木
に
落
入

樹
等
(

に

その他 上記以外の道路の設置管理の瑕疵に起因する事故

9

10

u

12

13

が
、
全
体
的
に
見
る
と
表
1
-
2
の
傾
向
が
こ
こ
に
も
表

れ
て
い
て
、
賠
償
金
額
の
高
額
な
示
談
ま
た
は
判
決
等
が

調
査
結
果
を
左
右
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
伺
え
る
。

道
路
の
管
理
瑕
疵
に
よ
る
損
害
賠
償
支
払
い
件
数
及
び

金
額
に
つ
い
て
、
平
成
五
年
度
ー
九
年
度
の
五
年
間
を
事

故
態
様
別
で
道
路
管
理
者
毎
に
集
計
し
た
も
の
が
図
1
-

1
~
図
1
-
8
で
、
全
国
ベ
ー
ス
に
ま
と
め
て
グ
ラ
フ
化

し
た
の
が
図
ー
-
9
i
図
1
ー
龍
ー
①
で
あ
る
。

三

賠
償
額
二
〇
〇
万
円
以
上
の
事
案

二
〇
〇
万
円
以
上
の
高
額
な
賠
償
金
の
支
払
い
を
し
た

事
案
の
一
覧
が
表
2
で
あ
る
。
平
成
八
年
度
か
ら
二
〇
〇

万
円
以
上
を
対
象
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
が
、
事
案
件
数

を
見
て
み
る
と
、
昨
年
に
引
き
続
い
て
安
全
施
設
不
備
に

関
す
る
事
例
が
最
も
多
く
、
次
い
で
蓋
不
全
、
落
石
と
続

い
て

い
る
。

四

道
路
賠
償
責
任
保
険

図
2
-
ー
に
お
い
て
、
平
成
九
年
度
末
に
お
け
る
道
路

道
路
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
状
況
の
推
移
を
表
し
、
道
路

管
理
者
毎
の
道
路
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
状
況
を
整
理
し

た
の
が
表
3
-
1
で
あ
る
。

次
に
、
各
団
体
別
に
道
路
賠
償
責
任
保
険
に
よ
る
道
路

損
害
賠
償
保
険
加
入
の
有
無
に
よ
る
賠
償
状
況
を
比
較
対

照
し
て
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
3
-
2
で
あ
る
。

道イテセ 99.3 2 !



(単位 :千円)表 1ー 1 総括表

道 路 処 理 モ
犀三藪

年 6
寺三霰

年
耳三霰

年 {撤年 9
曹｢『

年
言三爾

十

直 轄
判決等
示 談
計

55
55

217,31-
217,311

50
7,048

242-268
249,3I6

"
郎
料

66,541
44,864
111,405

"
れ

35,240
35240 73

47,879
48,065 305

73,776
587,562
661338

公 団
判決等
示 談
計

2 253-908
13,744
267,652

ー
66
67

3l8
29,271
29.写RQ 21

45,386
4 173
49,559

0
創
州

= ,579
= ,579

2
52
54

16,ot5
16,015 221

299,612
74-783
374,395

公 社 示 談
計

0
14
約

0
lo,364
10.364

約
め

0
2,168
2 168

o
=
n

2,f62
2 162

o
m

0
3-390
3.390

7
0

1,451
1,451

52
52

19,535
19,535

地 方

公共団体

判決等
示 談
計

f,980
1.987

48,458
718,882
767,340

1,754
1,763

56,570
410J47
466 717

7
2 122
2,129

87-435
616,120

l9
2,l66
2 185

162,069
858,808

10?n R77
2,722
2742

l47
555 763

795

62
lo,744
10,806

501,564
3,159-72"
3,661284

内

訳

都道府県
判決等
示 談
計

219
382-515
382.734

1
579
580

37,800
159,515
197,315

618
6l9

4,000
l97,619
201619

717
725

63,l47
500-119

941 278

840
530
370

14
3-450
3,464

141,006
1-482,298
1,623,304

政令指定市
判決等
示 談
計 192

4
44
48058 193

2,269
32,531
34,800

･l47
l47

55,879
55.879

1
191
192

1
78
79

500
077
577 26l

55
61

818
977
985

13,590
266,380
279,970

市
判決等
示 談
計

7禰9
722

43
f87
231

536 3
585
588

10･00I
144,639
154,640

5
788
793

80,435
205,084
285,519

8
761
769

76
133
210

382
988
370

=
947
958

102
169 892

181
3,800
38 30

841,558
1,154 201

町 村
判決等
示 談
計

1
473
474

t04
700
357
057

2
400
402

6,500
73,462
79 9R?

1
569
570

3,00O
157,538
160,538

497
499

146
167

624
664

578
582

87 504
588

2,5l7
2527

569,485
603,809

全 国 計
判決等
示 談
計

2-085
2,094 1,262

30 1,880
1,892

63,936
683,854
747,790

10
2-205
2,215

199,362
667,319
RRRAR1

19
2,288
2307

162
909

1･071

069
018
087

28 50
2,876

147
62l
768

218
l08
327

76
11-308
11384

874,95l
3,841,600
4,716,551

(単位 :千円)表 1ー 2 事故態様別 :全国計

類 態様
処理
区分

5年 5牛 7年 8年 9年 計
件数 支払額 平均 件数 又払損 平岡 件数 体強 古稀難 平均 杵靭 半刃 件数 支払額 平均

穴ぼこ
判決等 0

813
813

0
109,393
1r̂ ^̂ ^

135
135

2
481
483

3難関
61,844
65,644

1-9囚
I29
‘36

2
829
831

2
7-4
716

5-650 2,825
91
99

3
も151
-,154

697
93
95

9
3,9883,997

′之363
436,551
508,9l4

8,040
l第
l27

2 段差
判決等
示談
計

0
70
70

166
166

2
111
113

4,541
32,766
37,307

2,271
295
330

I
89
90

･
613

23,205
23,818

613
261
265

3
96
99

8,113
21,802
29,915

2-′04
227
302

1
126
127

0
265
262

7
492-
499

13,267-l22,743
-36,010

l,895
249
273

3 盧不全
判決等 2

455
457

2,219
130,875l33,094

-･110
288
291

0
484
484

･
o

203,891クn伎Aql
421
42l

0
547
547

-
o

125,322
1ク62クク

225
229

2
689
591

1,060
214
217

2
60l
603

25
269
268

6
2,876
2,682

4,388
74法974
752,362

′31
280
28l

4 スリップ 示談
計

0
13
13

･
o

2,237
2,237

0
20
20

356
356“

0
8,475
8,475

385
386

0
27
27

0
10,773
10,773

3
30
33

11184
1-078

-
3

l12
115

64-126
22
573
558

6 (通行車両
の被害)

示談
計

0
35
35

･
o

118,405
118,405

3,3833,383

2
23
26

1,436
C
28
28

0
43,121
43,121

t,640
0
14
l4

0
63,228
63,228

4,5l6
3
30
33

3飼
434
422

6
-30
135

2,083
2,303

6
等の被害)

単j決害
示談
計 う

= ,636
2溝al
3,517

0
4
4

-
o

10,657
fo,657

.
‐

2,6642,664

0
4
4

-
o

5,124
5,124

1,28-
128l

0
2
2

13,25813,258

0
4
4

1
20
21

7 落石
判決等
示談
計

0
307
307

‘
o

377,739
377,739

-
-

1,230
1,230

0
296
296

'
o

l58,8291にQQり○

.
‐
537
537

0
270
270

･
o

91,852
91,852

‘
‐
340
340

0
333
333

210,963

.
‐
634
634

1
355
356

4,940
283
296

8
路上 判決弱

示談
計

0
1第
1第

.
‐
54G
54C

47-616
450
348
349

1
99
t閲

4;…
23717
27,717

4,鰡24C
277

2
97
99

60
‘
′

2Q,α綿りn貧Rn

304
207
209

2
117
119

4,…193
257

7
559
566

l,929309
329

9 エ事不全 示談
0
13
13

- ･
o

3,3353,335
257
267

0
19
l9

-
o

l3,5081会汽nR
7=
7-1

I
24
25

10,α=
3,…4t9
522

1
13
14

17-660 l7,560
348
1,577

l
18
19

2,268
238
345

3
87
90

7-609

10
不 備

示談
計

3
125
128

514
10,801
460
702

2
84
86

6,935
432
583

0
81
81

･
o

120,538
120,538

1-4
5

tot
106

l-784
8

11g
127

16,"′
341
1333

16,977
853
1,369

= 説措
刊た
示談
計

0
6
5

0
12,2541つつRd

2,451
2,451 g 2,3452,345 其

0
82C
82C

410
410

1
1
2

10:…
7,123
8,562

0
C
C

-
g

1
=
l2

lo･000
2-4763,103

l2
落下物

直撃

判決等
示談
計 g

--r--
0
C
C

･
= 0

円1
= -

.
‐
450
450

0
107
107

L
32,660QりRRA

305
305

C
169
168

814
814

1
179
180

129
45,598
45,727

129
265
264

129
469
468

-3 その他 示談
3

134
-37

Zbb.ZUb
64,95532l,163

85,403
485

2,344

2
-07
109

BZB
2鱒
212

5
l03
1㈱

130,92789,523220,450

26-185 3
133
136

1,827
272
306

1
120
121

-
o

40,59040,590

0
338
335

28,162
423
1,059

判決等 9
2,085
2,̂94

302,366
960,301
夕Rつ,RR7

33,696 12
も88C
--892

5,328364
395

10
2,2052,2I5

I99,352
667,319RRRRRI

19,936
303
39l

19
2,288
2,307

8,530
397
464

26
2,850
2,876

"47,218 5,662
218
267

76
= ,3飼
1l-384

3,84
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表 1 - 2 ー① 事故態様別 :直轄 (単位 :千円)

ガ
類 魅抹

処理
区分

6年 6年 フ年 已牛 9年 計件数 文払韻 平均 件賊 苔桃鞘 件数 等旅館 半周 仔威 支払額 平均 件数 苔猛斑 平均 件数 支払額 平均
1 穴ぼこ

曲腿｣竺f一′hマ
示談
計

0
7
7

0
2,138
2,138

305
305

0
3
3

21444
0
5
5

し
629
629

l26
l26

0
l2
12

l60
160

0
l2
12

･
o

3,262
3,262

272
272

0
39
39

10-391

2 段差
判決等
示談
計 8 8 翌 0

2,083
2,083

694
694

0
4
4

0
2,635
2,635

659
659

0
2
2

-
し
13C
13C

65
65

0
3
3

0
901
90l

3面
3凹

0
5749
に.74Q

479
479

3 薑不全 示談
0
4
4

f2-670 3,1683,168

0
9
9

= 61117 l2,79112,791 !
･
o

1,735
1,735 88g

0
l2
12

9,590 799
799 8 0

3,8823,882
485
485

0
35
35

･
o

142,994
142,994

4-086

4 スリップ
曲--朴仕lリマ丁
示談
計

U
1
f

0
440
440

440
440 娑

0
416
4f6 姦撥

0
2
2

0
697
697

349
349 8

-
o

855
855

1
0
1

･
g 9

0 a
-
o

2408
2,408

･
o

301
268

5
の被害)

示談 ?
1

0
I5,808
15,808

16,80815,808

C
1
1

0
65
65

65
65

9
1

0
l
1

0
2,504
2,604

2,5042,504 g 8 0
4
4

･
o

34.瑛粥34,α粥
8,5238,523

8 G日道家屋
等の被害)

平一拭“
示談
計

0
1
1 l,466

も468
0
0
0

0
0
0

0
0
0

･
o
0
0

.

-
, 8

･
o
0
0

-

=
0
1
1

6403 5,403
64OQ

0
2
2

-
o

6,871
6,87l

3,435
3,435

7 落石
計 “g

0
167,49-l67,49-

8,3758,375

0
17
17

0
99,66999,669

5,863
0
-5
15

0
7,650
7,650

510
510

0
17
"

0
7,0567,056

415
4l5

･ 0
--‐-

1,089l,089

0
87
37

･
o

301,476
301,476

'
‐

3,4653,465
8

園書物 計

0
3
3

0
2,175
2J75

726
725

0
4
4

16,797 4!99
0
2
2

2-080 t040
C
3
3

0
3,026
3,026

1,鰡
0
4
4

-
o

508
508

.
‐
127
127

0
16
16

24587 1,537

9 工事不全
“′--･･十′圦弩
示談
計 8 0

0
0

0
0
0

0
0
0 g

･
o
0
0 ≦ 0

0
0

0
0
0

.

=
. 0

0
C 8 8

･
8
0

'
=

10
安全施設

不 備
示談

0
9
9

0
I3,008
13,くめ8

f,445
f,445

1
2
3

5-710
1,666
7,376

5,71C
833

2,459

0
2
2

0
5,783
5,783

2,8922,892 翌
0

1,712
l,712

2
7
9

58
3,588
3,645

29
513
405

3
23
26

5,768
25,767QIRO“

1-120

= 殺措
竿j決等
示談
計

0
0
0 8 0

0
0 g

･

= 8
･
8
0

'
" "

0

C
0
0

0
0
0

･
g g

----
g

'
=

:2
直撃 計 5 5

0
7
7

0
3,5643,564

509
509

0
l3
13

0
5,793
5,793

446
446

0
17
-7

478
478

1
8
9

129
4,0384,166

129
505
463

1
45
46

129
21.524
21,653

129
478
47l

13 その他
計 g 235

235 套
1,338
224
595

1
7
8

2-146
66,541
307

猟586

0
1
1

･
o

320
320

320
32℃

0
6,6886,688

836
836

2
27
29

67-879 33,940

刊次寺
示談
計

0
55
55

0
217,311
2l7,311

3,9513,951

2
50
52

7,048242,268249,316

3,624
4,8454,795

1
53
54

66,541
44,864
ln ,405

68,541
846

2,063

0
71
7f

0
35,240qこりdn

496
496

4
69
73

･
i87

47,8794RnRR

47
694
658

7
298
305

3,776 10,539
",972
2-168

表 - - 2 ー② 事故態様別 :公団 (単位 :千円)

分
類 態様

処理
区分

b牛 B年 7年 日牛 9年 計
件数 又払圏 半周 件数 平均 件数 支払額 中均 件数 又払鰻 平均 件数 支払額 平均 件数 芯",鯆 平均

1 穴ぼこ 示談
計

0
7
7

0
949
949

136
136

0
4
4

330
330 3 0

487
487

l62
162

む
5
5

0
538
538 “!

0
3,6493,649

182
182

0
39
39

0
6,94l6,941

I78
178

2 段差
判決等
示談
計

0
0
0 g 0

13
13

C
7,461
7,461

574
574

0
0
0 g g 0

0
0

0
3
3

･
o

707
707

236
236

C
16
16

8-1

3 壼不全
計

0
0
0 g 0

4
4

0
930
930 姦芻 8 し

981
981

327
327

0
1
I

0
I94
194 ぎ 0

502
502

Q
=
=

0
2,607
2,60フ

237
237

4 スリップ
判決等
示談
計

0
0
0 g g 0

0
0

0
l
l

0
259
259

259
259 月

0
C
0

1
0
1

0
0
C

9
0

l
1
2

0
259
269

0
259
130

6 (通行車両
の被害)

示談
計 g

0
0
0

0
0
0 g 8 0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0 g 0

0
0

6
等の被害)

示談 莉 0
0
0

0
0
C

0
0
0 g 0

0
0

0
0
0 g 0

1
1

0
299
298

298
298

0
298
298

298
298

7 落石 示談
0
1
1

4,553 4,553
4,553

0
2,214
2,214

C
C
0 8 8 0

0
0

0
0
0 8 娑 0

6-767
6,767

3,384

6
路上

輯害物

平J炭尋
示駿
計

0
2
2

443
443

0
25
25

･
o

9,3489,346
374
374 娑

0
327
327 ! 0

3-1143,114
1,038
t038

0
33
33

33
33

0
33
33

-
-

4l5
415

9 エ事不全
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

C
C
C g 0

0
0

0
0
C

‘
o
0
0

-

=
0
0
0

0
0
0

0
0
C

･-‐‐-
0
0
0

10
メニ摺弧

不 備

判決等 0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
608
608

304
304

0
I
1

0
23l
231 る 0

0
0

0
5
5

0
481
481

95
96

C
8
8

l65
165

M 鰻撥 示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
C
C も 0

0
C

0
0
0

C
0
0

-2
落下物

直囃
示談
計 5 0

0
15
15

0
6,647
6,647

443
443

0
4
4 1-449

362
362

0
5
5

0
1,624
1,524

305
305

0
4
4

C
1-423
1423

0
28
28

394
394

l3 その他
判決等 2

26
28

Zb3,908
7,356261,264

126,954283
9,331

1
2
3

318
747

1,065

318
374
355

2
5
7

45,386 22-693 0
27
27

230
230

1
16
16

0
8,9238,923

0
595
558

6
75
81

'
299,6l2
23,674Aつ食クRR

49,935

示談
2
36
38

253,908
13-744
267-652

126,954
382

7,043

1
66
67

318
29,271
29,589

318
444
442

2
19
2f

40-386
4,l73
49,559

22,693
220

2,360

0
41
41

28豆
282

2
52
54

0
308
297

7
214
22l

299,612
74,783
374,395

42,802
349
1,694
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表 1ー 2ー③ 事故態様別 :公社

類 態様
処理
区分

･ 5年 6年 7年 け年 9年 計
岼取 oヌ,鰯 平均 件数 芯",蠅 平均 件数 支払曲 半期 伜奴 "私擬, 平均 件数 支払額 平均 件数 言払岡 平均

穴ぼこ 示談
0
0
0 8 g 0

0
0 8 a ?

i

･ ･ ･
o

1,3閃
1追加

1,3(ゆ
1,3(刃

0
0
0

0
0
0

0
I
I

0
帆3閃
lam

1,3(刃
-,3(沁

2 段差
判決等
示談
計

0
0
0 8 0

0
0 g

0
0
0 8 0

0
0 8 0

0
0 8 0

0
0 g

3 薑不全 派跛
計

0
0
0 g g 8 卦 0

0
0

0
l
1

382
382 8 0

0
0

0
1
1 雛 38百

382

4 スリップ 示談
0
1
1

0
142
l42

142
142

0
0
0
0

C
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0 g

U
C
C
C

C
0
0
0

0
0
0
0

C
142
142
0

l42
142

6 (通行車両
計 8 0

0
0 8 0

0
0 8 0

0
0 g C

C
0

0
0
0

0
0
0

0
C
C

0
0
0

6
道路崩壊2
(沿道家屋 示談

0
0
0 8 0

0
0 g

0
0
0

0
0
0

0
0
C

0
0
0

0
0
0 8 し

C
0

0
0
0

' 落石 示談
計

0
4
4

0
2,564
?聡Rd

641
641

0
3
3

0
780
780

260
260

0
4
4

329
329

C
2
2

0
684
684

342
342

0
1
1

168
168

0
=
14 5,5l2

394
394

8
囮書物

判決等 0
4
4

1,720
1,720

0
2
2

0
259
259

130
l30 易

0
236
236

ll8
118 3 0

471
471

i57
157

0
3
3

0
579
579

-93
193

0
14
14

8-424 602
602

9 工事不全 示談
計

0
0
0

0
0
0

･
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

･
o
0
0
0

10
女王槌奴

不 備 計

0
1
1

0
412
412 g 8 8 0

362
362

-21
121

?
1

0
=
11

=
=

0
1
1

0
437
437

“7
437

0
6
6

0
l,222
1,222

204
204

= 設授
判決等
示談
計

C
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

l2
落下物

直殼
示談
計 5 0

0
4
4

1,066 267
267娑

0
248
248

l24
f24 娑

0
642
542

27l
271

0
1
1

0
123
f23

123
123

0
9
9

220
220

-3 その他 示談
U
4
4

0
367
367

9歪
92

0
l
1 88 63

63 8 0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
l
1

0
t43
143

143
143

0
6
6

0
573
573

示談
計

10,364 74C
74C

0
10
-0

0
2-168
2,168

217
217

0
=
=

2,1622,162
197
讓97

0
to
lo 3,390

339
339

0
7
7 l-451

207
207

0
52
62

U
19,535
19,535

(単位 :千円)

表 - - 2 ー④ー i 事故態様別 :都道府県

類 趙様
処理
区分

5年 B年 フ年 8年 9年 計
件数 支払顕 半期 杵散 支払圏 半則 件数 支払顫 平均 件数 平均 件数 畜払随 半勁 半刈

穴ぼこ 示籔
0

147
l47

95
93

0
89
89

lo-482
0

148
148

74
74

5,…99
132

0
275
276

28,7l9 104
f04

6,…97
103

2 段差 示談 !
‘

o
547
547

6T
61

0
16
l6 l-334

0
I9
m

0
3713
3,713

i95
195

0
10
10

737
737

0
93
33

458
458

0
87
87

323
323

3 菫不全
計

1
88
89

219
181
182

0
77
77

0
-4,766
14,756

0
1l3
= 3

0
47,133
47,133

0
l15
116

221
221

C
125
l25

317
317

1
518
519

4 スリップ 示談
計 8

0
373
373
0

124
124

0
6
6
1

2,912 485
485

37,8節

0
6
6
0

0
5,812
5,812

0

969
969

0
7
7
0

927
927

C
=
1l
1

29,970
29,970

2725
2,725
9の

0
33
33
Z

1,380

5
の被害)

示談
0
12
12

85,864 7,讓55
7,155

1
5
6

2-477
0
5
5

0
2,556
2,556

0
7
7

8,6028,602

1
9
10

3-445
9の
383
435

Z
38
40

4,328
5,079

6
道路崩壊2
(沿道家屋

判決等
示談

0
l
1

-o･000

-
-

10･000
10･000

0
2
2

4,l69
0
0
0

･
o
0
0

0
0
0

-
C
C
C

･
三

0
1
l

9,979
0
4
4

7,079

7 落石 示談
計

0
226
226

192,548

-
-

852
852

0
229
229

-

2-4
214

0
187
187

0
70,098
70,098

375
375

0
243
243

i32,482 545
545

1
273
274

4,940
244
26l

u 68
4,940
“1
445

8
路上

韓害物

判決等
示談
計

0
35
35

C
39
39

288
289

1

88
4,…9,55613,556

4,…251
348

i
43
44

107
164
163

0
41
41

0
7-4597,459

絶豆
182

'
2

l96
l98

21054343
361

9 工事不全 示談
計

0
2
2

0
381
38l

19l
191

0
9
9

1,134
l,134

C
3
3

･
o

875
875

292
292

0
0
0

-
U
0
0

0
1
1

0
132
132

132
l32

773
773

l0
安全施設

不 備
示談

0
42
42

0
17,597
l7,597

419
419

0
24
24

343
343

0
22
22

23,7-4
4
3C
34

47,540
124,01g17乱559

11-885
4き34
5,046

1
32
33

30,00012,l52
42,l52

30,000
380
1,277

= 説橋
判決等
示談

C
C
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

=
l
C
f

IU-UUU 10,00Io
o ‐

10,0010 10,0010 g
'
o
0
0

l
C
1

lo.はめ

12
落下物

直撃

判決等
示談
計 0 0

0
49
49 21,768

444
444

0
53
53

0
14,527l4,627

274
274

0
76
76

･ 0
l-1,錠35
111,085 1,462

0
96
96

24l
241

C
274
274

622
622

13 その他 示談
0
33
33

0
13.673
l3873

0
34
34

8,814 259
269

0
24
24

0
8,7148,714

363
363

1
37
38

11,i45
500
301
308

0
4-
41

0
6,2546,254

153
153

1
189
l70

5の
288
269

計

1
598
599

219
640

･ 639

1
679
580

37.800
159,5l5
197,315

37,800
276
34C

1
618
619

4,…197,619
201,619

4,⑧320
326

8
717
725

5(力,119
7,893
698
777

3
938
941

35,840
242,530
278,370

11,94′
259
296

14
3,450
3,464

10,072

(単位 :千円)
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表 - - 2 ー④一 ii 事故態様別 :政令指定市 (単位 :千円)

額 態様
処理
区分

b牛 6年 7年 8年 9牛 計
件数 支払損 半国 件数 霊払納 平均 件数 寸法随 平均 件数 芯銘捌 平均 件数 又払韻 半勘 件数 支払額 平均

' 穴ぼこ
･‘‐‐-.･･‐‐.
示談
計

Q
9l
9l

0
13,034
ls,034

143
l43

0
64
64

6,403 -00
1卸

0
44
44

4,525
0
67
67

U
9-1589,158

137
l37

12-674
0

378
378

45-794 1;n
1221

2 段差
刊欠▼
示談
計

0
=
=

G
2,446
2-446

222
222

0
13
13

0
3!08
3-108

239
239

0
=
=

0
7,894
7,894

718
718

0
16
15

3-471 231
231

0
3,6033,503

0
68
68

20,422
, 3α。

一

300

3 重不全 示談
計

0
38
38

13,577 357
357

0
40
40

-
o

6,2496,249
156
156

0

88 偽733
158
158

0
41
41

･
o

12,46412,464
304
304

0
37
37

273
273

0
186
186

一トー
o

47--3647,136
253
253

4 スリップ 示談
計

0
2
2

0
349
349

176
f75

0
l
1

0
45
45

45
45

0
I70
170

-70
l70

C
2
2

--016
f,015

508
508

0
2
2

lみ
0
8
8

4-414 652
552

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

.･【･-′、r
示談
計
･ !

0
633
633
0

211
211

1
5
6

1-3′0
l,002
2,372

1-370
2鱒
395 婆

0
l5-73315,733

7,867
7,867

0
0
0

0
0
C

0
1
1

0
43
43

43
43

1
11
12

1,370
1-583
1,565

6 G合道家屋
等の被害)

示談
0
0
0

0
0
0

0
1,921
1,921

l,92
0
2
2

0
4,673
4,673

2,337
2,337

0
0
0 g 0

1
1

C
1fM
164

164
-64

0
4
4

も689

7 落石
判決等 0

7
7

0
2,498
2,498

367
357

0
3
3

0
553
553

l84
184

0
2
2

97
97

U
7
7

0
話-606
1,606

228
229

0
7
7

0
26
26

418
418

6
路上

隨書物

判決鍔
示談
耐

0
16
16

･
o

2,5922,592
l62
182

2
24
26 3-8▼O

400
121
147

0
18
-8

0
4,486
4,485

249
249

0
13
13

0
2,765
2,765

213
213

0
24
24

209
2館

2
95
97

4bo
187
192

9 工事不全
判決等
示談 葱 0

0
0

･

0
3
3

5,309 1-770
も770

0
0
0 g l

8
9

2,268
3,3575,625

2,268
420
625

1
12
13

21268

"o
不 備 計

4,9276,630

1ノ03
493
603

0
8
8

0
342
342

43
43

0
10
lo

0
1-506
1,506

15l
151

0
8
8

4-646
1
15
16

3刃bg
2,175
5,726

3,bbC
146
358

2
51
53

2,627
904
969

= 駁接
判決等
示戦
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Q
0
0

0
0
0

-
8
0

0
0
0

0
0
0

-

=
0
0
0

0
0
0 g奢

‘2
落下物

直撃

判決毎
示談

0 0

0
18
18

454
454

0
M
14

5405
0
27
27

0
7,477
7-477

277
277

0
21
21

3,749 l79
l79

24,810 310
310

13 その他
.･･･.･-‐‐
示談
計

1
12
13

2,3003,9996,299

2,300333
485

0
12
12

l41
*=

0
lo
lo

0
1-253l,253

"25
125

1ぬ(刃
名952
4,452

1-6囚268
371

477
477

2
58
60

1,900
277
331

示談
2

190
192

44-055
2,d〕2 3

190
193

2,269 756
l71
180

0
147
147

-
o

55,879
55,879

78,077
1,5m
4鱒
4輩4

2
259
261

2,909
216
236

8
977
985

13-590
266-380

1-699
273
284

表 1 一 2 ー④‐ iii 事故態様別 :市 (東京23区を含む)

願 態様 区分
5年 B年 7年 9年 計

解散 言払隅 平均 体剱 お払犯 平均 体敦 芯猪随 平均 件数 平均 件数 芯乱闘 平均 件数 平均

1 穴ぼこ
判決等
示談
計

39,1
0

fl5
115

33,076
3の
l55
166

2
399
40l

60,8
49,9

30-411 f
299
3凹

650
88
90

2
465
467

2,07i
38,896

1,O3
1･717

10-641

2 段差 示談
計

C
38
38

7-274
7,274

16-296
l,541 1

36
37

4-959
6l3
138
15l

3
49
52

2,7(M 1
47
48

8,220
6

210
2l6

1･711

3 薑不全
判決等
示談
計

1
185
186

2-鰡60,330
2-…326
335

40,942
0

223
223

し
209
209

33-689
2

234
23G

'
248
249

72,352
50
292
291

1･0
1.○I42242
245

4 スリップ
判決等
示談
計

0
3
3

0
160
160

0
6
5

2,628
0

526
526

0
7
7

0
378
378

0
54
54

0
10
10

し
162
l62

Q
9
9

･
U
34
34

6 (通行中菌
の被害)

示段
lf

0
5
5

4-
0
4
4

0
617
517

C
129
129

0
9
9

4,6424,642

U
516
516

U
3
3

Q
437
437

2
9
11

Q
664
543

2
30
32

0
550
516

6 (沿道家屋
等の被害)

示駿
計

1
3
4

l,636 11536 0
399
399

0
399
399

0
l
;

0
50
50

0
50
60

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
8
7

7 落石 示談
計

0
9
9

2,l74
2,l74

C
242
242

0
=
=

0
t77
177

0
"2
12

62
6-2

0
441
44l

0
16
16

2,4
2,4

0
154
154

2,636
2,636

0
146
146

220
220

8
路上

瞳響物
示談
計

0
37
37

12,89
0

348
348

0
27
27

4,3
0
22
22

4,249
1
26
27

2-628
6閲
fo-
l16

l
33
34

4-592
5-剣 2

145
147

2-75

9 工事不全 示按
計

0
8
8

1,15l
0

l44
l44

0
3
3

ll 2,656
0
8
8

0
491
491

0
3
3

0
239
239

0
32
32

286
286

Io
不 備

示
計
螢 17･

47,

30,0ob
357
939

1
38
39

8160
22,293
30,453

8話 0
33
33

7-226
1
47
48

5,嫌6,2331,233

65,000345
1-692

4
48
52

95-1
17-4112,6

23-792
364

2,l66

7
216
223

28,333
746

1-612

= 説揺 示談
計

0
2
2

0
3
3

7,α34
･0 0

430
“0

0
1
1

7,123 7,123
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
7
7

18,557 2-65

12
猾ト劭

直舩
示按
計 0

.

-
0

'
=
0

8-049

･
o

537
537

0
16
16

432C
0

270
270

0
29
29

6,l29
0
33
33

7-3
0

224
224

0
93
93

25- 278
278

l3 その他 示談
計

0
98
38

,932
0

972
972

0
4f
4l

6.876
0

168
l68

2
33
35

9,双刃
219
750

0
38
38

=“44
0
34
34

= ,341
0

334
334

73,826
9-6(灯
401
499

示麟
計

3
719
722

187,955
14,512
261
32-

3
585
588

144,639
3,334
247
283

5
788
793

205-第4
IB,Ol37
260
360

8
76f
769

1339 169,892 3,8鱒 84l,658
10,42T
221
301

(単位 :千円)
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(単位 :千円)表 1ー 2‐④一 iv 事故態様別 :町村

分
類 態様

処埋
区分

6年 6年 7年 B牛 9年
仔取 又弦跟 平均 件数 支払願 平均 件数 支払峨 平均 半期 又払も 半期

19
件数

2
平均
1,760

" 穴ぼこ 示鞍
0

220
22C

0
40,54140,541

1
loe
i第

Q.Rnn8.l21
=證21

3,50076
107“88

0
26,3909Raqn

l15
115

60
60

19
20,22420,243

19
76
76

2
もCXM
1-α38

1,760106
109

2 段差
判決等
示談

C
12
12

1,375
5

1
26
27

3-4
3,…134
240

0
19
19

4,州
0
20
20

4,789 239
239

0
22
22

4月81 222
222

-
1
99
1OC

18,533

3 薑不全
判決等
示談
計

0
140
l40

･
o

28,36528,355
203
203

0
170
170

l52
152 37,05l

195
195

0
185
185

･
o

28,477
28,477

154
l54

･
o

35,391
35,391

1
865
866 55-17-

4 スリップ 示談
0
3
3
0

0
453
453
0

0
6
6
0

C
5
5
0

1,159 232
232

0
5
5
U

0
791
791
0

168
158 81,913

65
239
220

1
27
28
0

65
5,衣35
5,500

0

65
201
196

6 (通行車両 示談
計

0
=
14

0
= J56
= -l56

797
797

0
8
8

0
19.α=
l9,031

2,379
2,379

0
=
=

0
4,474
4,474

407
407

U
3
3

0
76
76

25
25

0
11
11

3,563 324
324

0
47
47

8l5
815

6

rた娯吾′
道路崩増2
(沿道家屋
等の被害)

示談 ?
-

-
o

793
793

793
793

0
0
0 "

･
ご 0

1
1

0
40l
401

401
401

0
1
-

0
28,44926,449

0
0
0

･
g

0
3
3

7 落石 示談
計

0
40
40

148
148

0
32
32

0
4,629
4,629

145
145

0
50
50

7,309
7,3019

146
l46

0
48
48

6‘67i
0
38
38

5,545
5,545

i46
146

0
208
208

433
433

8
麗書物 計

0
l2
12

0
も496
l,496

0
16
16

0
2,6532,653

‐166
166

0
l5
l5

186
186

0
6
6

0
970
970

1
=
l2

3,…4,376
7,376

3,桝398
6-5

1
60
61

3-…205
260

9 工事不全 示談
0
3
3

1,803 601
601

0
6
6

1,985 331
33l

l
8
9

‘,2044,204

3,…151
467

l
6
6

17,560
59C

18,l5C 3-025

0
6
6

･
U

555
555

2
28
30

10,280

10
不 備

示談
-
13
14

700
3,675
4,376

7の
283
313

0
10
10

0
3,130
3,l30

313
313

0
10
10

0
1,716
1,7l6

0
l2
12

1-07l 89
89

4,280 389
389

1
56
57

11 脱橋 示顫
0
3
3

0
8,2848,284

2-761
0
0
0

0
C
C

0
1
l

0
390
390

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
4
4
0

l2
帰ト靭

直撃

判決等
示談
計 も

-

-
0 3 C

63-
63-

2lo
210

0
5
5

0
918
91G

184
-84

0
1,792
1792

149
149

0
16
16

0
5,734
5,734

358
358

0
36
36

252
252

-3 その他
判決等
示談
計

P
515
516

43
43

0
l5
16

0
21782つつRり

185
185

0
24
24

0
69-73869,738

2,906
2,906

1
19
20 7,535

3-480 0
8
8 f,043

l30
130
771

1
78
79
10

合 計
刊広▼
示談
計

1
473
474

7の
104,357
105,057

7閃
221
222

2
4m
402

6,boo
73,462
79,962

3,ZbU
184
199

l
569
570

3,鰈 3,…277
282

2
497
499

2l-040
i46-624
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表 2 事故態様別事例紹介 (賠償額200万円以上)

番号 事故分類趨勢裳区分道路種別事故発生日 事故の概要 その他特記事項 人的被害 物的被害 賠領額
(請求額) 瑕疵の判定理由 過失

有無
過失
割合 鷲害者の行動等

1 1 :穴ば
こ

香川県 示談 県道小蓑
前田束線

H 7.5.14 三木町水道による漏水に
伴う仮復旧工事の箇所が、
陥没し、県が再度レミによ
る応急措置.その後、大雨
により再度陥没が発生した

右大腿骨け
い部及び右
鎖骨の骨折
(全治2~

なし
16,449,875

占用許可に係る水道管の
占用者 (三木町)との負担
割合(0.55で解決済み)の
問題はあるが、道路上の穴
ボコについては、道路管理
者として管理瑕疵を認めざ
るを得ない。

有 30%

2 1;穴ば
こ

奈良県 示談 県道奈良
精華線

H 8.7.27 被害者は当該道路を自宅
方向へ通行中、歩道の穴ぼ
こで転倒し、両手及び両肩
を負傷し、その治療費及び
後遺症に伴う休業損害等の
請求がなされたものである

当該箇所の歩
道 (幅員3.5m)上にできた穴ば
こ○案さ約10
卸、幅約15皿程
度)で転倒。穴
は、乗り上げる
車の重みと下に
水路が通ってい
るため若干路盤
が弱いものと経
定される。現場
付近には、道路

女性54歳,両手、両肩
捻挫及び打
摸等の負傷

なし 3J42,748
10,463,495

当該歩道にできた穴ぼこ
に対L、応急措置等を講じ
ておらず、放置していたこ
とに道路管理上の瑕疵があ

有 70% 被害者側において
も、現場付近の状況
は心得ており、また
道路照明はなかった
が周辺の商業施設の
明かりもあるため、
足元等に十分注意を
払っていたら、本件
穴ぼこの程度て転倒
することもなく、あ
るいは回避できたも
のと判断される。

3 1;穴ば埼玉県
入間市

判決 市道D
222号線

H 7.9.1 原告が原付自動車で市道
を走行中、突然後方から乗
用自動車がすぐ右側を合図
もなしに追い越そうとげと
ため、原告は衝突を避けよ
うとして左側にハンドルを
切ったところ、車道の左端
にアスファルトがはげてい
て、穴ぼこがあったことに
よりハンドルを取られ転倒

本件車道の左
端のアスフアル
ト部分に長径約
1.7m、短径約
0夕凪、深さ最深部約12㈲の半円

全治4ヶ月
右足骨折

なし
(3,562,573

本件穴の大きさから、こ
の穴を放置すれば、自動車
は格別、本件道路を走行す
る自転事や原付自転車の車
輪が穴にはまり転倒すると
いう事故が起こりうること
は十分予測できろのだから
事故の発生を予防するため
速やかに穴をふさぐ等、修
復工事をするか、修復工事
をするまでの間は本件穴の
存在を警告する等事故の発
生を防止すべき措置を執る
べきであるにもかかわらず
何ら措置を講じていないの
は、設置または管理の瑕疵
がある。

有 20% 市道クラス｣ヌドの
道路で簡易舗装の道
路にあっては、予算
不足や人手不足で道
路の保全が行き届か
ず、直ちに瑕疵を修
繕されることを期待
できるような状態に
ないこげま周知。利
用者において常に道
路の状態に注意を向
け、安全運転を図る
べき注意義務がある
ところ、前方注視義
務違反、安全運転義
務違反の過失がある

4 1 :穴ば
こ

兵庫県
神戸市

示談 市道長田
方面187
号線

H 3,10,15 被害者が現場を歩行中、落ち葉が覆って陥没がわか
らない状鑿のG潔みに足を
踏み入れ負傷した.

左泥関節外
か骨折

なし 2,759,035 舗装道路に陥没部分があ
ることは、管理瑕疵は免れ

有 15% 前方をよく確認し
て歩行すべきである

5 2 :段差 東京都 示談 都道環状
3号線

H 8.1.16 午後11時40分頃、都道環
状3号線において、伸縮誰
手 (鱗継目)に溝 (幅76
cm、探さ2,5餉)が生じてい
たため、走行中被害車両の
タイヤがその溝にはまり、′･ンドルをとられ転倒し、
左鎖骨を骨折した。

左鎖骨骨折
及びf灸遺陣
害による変

12,902260
当該伸縮継手の一部は、経年劣化による溝が生じて

おり、原動機付自転車のタ
イヤが挟まり、通常の走行
を損ねる程の濤が生じてい
る状況にあった。このよう
な状態を道路パトロールに
より発見できず放置してい
たこげま、通常有すべき安
全性を欠けている。

有 50% 被害者は常時当該
箇所を通行しており
錠継目の溝の存在を
以前から認識してい
たこと及び前方不注
意の過失があるもの
と判断する。

6 2 :段差 福岡県 示談県道猪野
篠栗線

H 8.3.19 被害者が町営バスから降
車し者と踝、路肩部分の段差
で転倒し負傷した。

現場は歩道が
なく、路肩部分
(145鰓、うち側濾部5知)に段

差(30cmで16釦
下がりの斜め勾
記)があるため
路肩の平坦部は
50m程度であっ

女性65歳、左腕粉砕骨
折

なし
(2,743,275

交通の状況から、路肩の
平坦部を歩行者が通行する
には狭く不安定であり、段
差部分を含めての通行は、
その勾配のため同じである

有 20% 被害者は初めて
このバスに乗車し、
現場のバス停の利用
も初めてであったが
事故発生は昼間であ
り、被害者も降車の
際足場が悪いと気付
いている。被害者の
注意不足による過失
も認められる。

7 3 :蓋不 秋田県
本荘市

示談 市道砂子
下浜ノ町

H 8.716 被害者は市道砂子下浜ノ
町線を午後11時37分頃自転
車で走行中、道路側溝が合
流し横断している箇所の萱
板がない部分に自転車の前
輪を落として転倒し、重傷
を負い後逮障害を負ったた
め、損害賠償請求がなされ

事故発生箇所
の車道幅は6.O
mであり、外側
線より側溝まで
は約Lsmであ
り、中間の約15
mの位置に電力
柱が立っている
側溝が合流｣
横断している箇
所に蓋板がなか
つた。

頭蓋骨骨折
頚部脊髄損
傷による両
下肢機能の
苦い･障害
(2級)及

び両上肢機
能の軽度
(6級)を

負った.

25-289,019〔54,508,168
通常、歩行者な白ま外側

線と電力柱の間を通行して
いるが、電力柱の外側の狭
い部分けまいえ、側溝の合
流部に蓋板がないこげぼこ
の部分を通行していたと認

有 50% 被害者は飲酒運転
により酩酊状総てあ
り、深夜、而て濡れ
た路面を無燈火で、
自転車を走行させて
いた。通常であれば
危険な状態であるこ
とを認識出来た。

8 3 :蓋不 福島県 示談 県道飯坂
瀬/上繰

H 7,11,20 被害者(当時;短大生)
は、友人宅から帰宅途中、
県道飯坂瀬/上線の歩道と
して利用されていた側溝上
(薹掛部)を自転車にて走

行していたところ、同側溝
の無蓋部分に転落し、負傷
した。

当該側溝無蓋
部分は、縦74×
19OGnの大きさ
であった。

女性20歳、下頭骨骨折
オトガイ部
裂傷、歯牙
破折

鴫825-694(6,032,118
無藍てあるにもかかわら

ず何の安全施設もなく、放
置されるこげぼ、道路が通
常有すべき安全性を欠いた
状態であったと判断され、
国家賠償法第2条の管理瑕
疵を認めざるを得ない。

有 20% 自転車通行割人
道路状況に応じて安
全運転をする裝務が
ある.本件において
は、被害者に飲酒等
の過失は認められな
いが、前方を注意し
ながら走行していれ
ば、転落を回避でき
た可能性は否定でき
ない。よって、前方
不注意による過失相
殺を2割とする。

9 3 :蓋不 大阪府 示談 府道堺富
田林線

H 8,10,1 被害者は、府道路側部を
走行事、側溝蓋 (グレーチ
ング)に足をかけたところ
突然蓋とともに側溝に落ち
込み、左アキレス腱断裂の
負傷を負った。

女性61歳、
左足アキレ
ス膣断我

2,980-000
(2,980,000

側溝コンクリート部が騰
耗あるいは破断され、側溝
蓋が簡単に落ち込む状況に
なっていたことは、通常有
すべき安全性を欠いていた

無 0% 横断により側溝蓋
が外れることを予測
するこげま困難であ

10 3 :蓋不 大阪府
高槻市

示談 市道東五
百住町
203号線

H 8,9,1 自転車で市道を走行中、道路を横断して設置されて
いたグレーチングの隙間に
タイヤが落ち、転倒し負傷
した。

男性60歳、顔面骨折等
4-300,353(4,300,353

①隙間が歩いていれば見
えるものの、自転車では見
えない、②隙間の方向とグ
レーチングの細目の方向が
同じであったこと、③隙間
の位置が道路の中央にあっ
たことから、通常有すべき
安全性を欠いていた。

無 0% グレーチングの隙
間にタイヤが落ちる
ことを予測すること
は困難である。

J2 道行セ 99,3



11 3 :蓋不 近接地
方建設
局長

示談 一般国道
26号

H 9.9.26 被害者は一般国道26号上
り沿道の店舗から北進しよ
うと車道に進入し、運転す
る普通乗用車の左前輪が路
肩に設置された路面排水用
のグレーチングに乗った際
に、グレーチングが跳ね上
がり車両左底部に当たり、オイルパン及びエンジンの
一部を損傷けら

路肩に設置さ
れた開閉式の路
面排水用グレー
チング (600×
465)が、それを
支える丁番及び
鉄製L塑アング
ルの腐食及び鉄
製L型アングル
を支えるコンク
リートの欠損に
より安全性を欠
いていた。

なし 普通乗用車
(ベンツ
500SL)の
オイルパン
及びエンジ
ンの一部破
損

2-3l1,187(2,3l1.187
グレーチングを支える丁

番、L型アングルの腐食、
コンクリート部分の欠損が
起因してグレーチングの安
定性を欠き事故が発生し,と
ものと思われを歩行者、
車両等がその上を通過する
ときにグレーチングの跳ね
上がりによる事故等が起こ
る危険性があり、予見可能
性もあった。

無 0% 本件事故の態様か
らみて、被害者が事
故を回避するための
手段をとることば極
めて困難であると思
料されるため過失相
段は行わない。

12 3 :蓋不
全

福岡県
古賀町

示談 市道8号
後牟田大
池線

H 6.4,24 被害者が道路横の公衆電
話をかけ、帰る途中歩道内
の溜碑に足をかけたところ
鉄蓋がはずれ右足を落とし
たもの。その時に大腿部を
強打した,

鉄板の蓋は以
前より変形して
いた。

右足大腿部
の内転筋の
断裂

も65LOOO
(5,650,000

溜桝の蓋のかかり方が不
完全であり、溜桝の深さも
lm程度と深かったので瑕
疵があると判断りこ

無 0% 歩道内を通常に歩
行しており桝蓋がは
ずれることを予見す
ることは不可能と判
断した。

13 3 :蓋不 広島県
大朝町

示談 町道船峠
腺

H10.1.24 被害者は町道船峠線を時
速10虹程度のスピードで豊
平町方面へ除雪作業を行っ
ていた。その際、町道に埋
設してあるマンホールに機
械の緋土板が引っ掛かり、
俳土板及びリフトアームを
破損した.町道に設置して
あるマンホールに接触した
もの。

下水道マンホ
一ルは設計どお
り設置されてい
るが、マンホー
ルの周りの舗装
が陥没し、路面
より3餉程度高
くなっている状
瓱てあった。

なし トラクター
ショベル排
土板損傷、
リフトアー
ムの変形

2,110-000(2,638,650
マンホールの陥没に気づ

かず、舗装復旧をしないで
除雪を委託した事、マンホ
ールを管理している担当課
は状況の悪いマンホールに
は標識を設置していたが、
このマンホールはよいと判
断し標識は設置していなか
った。マンホール付近の町
道の管理とマンホールのチ
ェックを怠った。

有 20% この道は以前から
同業者が除雪を行っ
ていた。降雪の前に
あらかじめ除雪路殊
のチェックをする義
務があると考えられ

M 3 ;蓋不 大分県 示談県道山香
~院内線

H 9.9.l3 被害者は、上記県道を安
心院町方面から院内町方面
に走行中、横断歩道溝上を
通過しようとげと際、同法
の蓋が跳ね上がり後輪がこ
れに乗り上げ、進路右側の
雑木林に突っ込み普通乗用
車が大破、被害者は全身打
撲の傷害を負い車両修理代
治療費、体損の請求がなさ

全身打撲、
胸部骨折

普通乗用車
全ず員

2,111-840(2,111,840
設置段階から不備が指摘

され改良をしたが、完全な
改良が行われてなかった。

有 10% 出勤途中

l5 4 :スリ
ツプ

長野県 示談 県道駒ヶ
根長谷線

H 7,12,12 被害者は県道駒ヶ根長谷
線を駒ヶ根市内から中沢方
面に向け下り坂を時速40如
で走行中、道路側溝にビニ
ール等がつまって溢氷し、
路面が凍結していたためス
リップし、回避できず擁墜
に衝突した。

道路側溝にビ
ニール等がつま
って溢水し、路
面が凍結してい
たためスリップ
した。

男性64歳、右課骨開放
性骨折等

ホンダ軽ト
ラック車
体全部大破
(廃車)

5-819,347(5,819,347
道路側溝の詰まり{こより

路面が凍結した点から、道
路管理上の瑕疵があったと
判断した。

有 30% 側溝からの溢勤kに
よる凍結で予測が困
難てはあったが、被
害者は現場を熟知し
ており、急坂である
ため、注意義務を怠
った過失があると考

16 4 :スリ
ツブ 蔭鯛示談 市道西5

区西部流
通環状線

H 7,1,14 相手方が、原動機付自転
車で走行中、前方道路が凍
結していることに気づいた
が、ブレーキが間に合わず
凍結にハンドルを取られて
転倒した.

道路の街路樹
の植栽の嘩1に設
置された散水栓
から漏水し、車
道上が1~ 2m
長さlomにわた
って凍結してい
た。

左肩脱臼、左足首骨折
打!共

原動機付目
転車損傷

2-768,523(3,460,654
道路が漏水によりi東結し

て危険な状態となっていた
こげま、道路が通常有すべ
き安全性を欠き、国家鰡慣
法2条の管理の瑕疵に該当

有 20% 相手方が、前方を
よく注視して走行し
ておれば、道路の凍
結を発見、回避する
ことは容易であった

17 4 :スリ
ウプ

群馬県 示談 指定区間
外国道
353号線

H 9,1.16 被害者が現場を自動車で
走行中、カーブなので制御
しブとところ、路面が凍結し
ていたためスリップし対向
車線に進行.それを見て停
車していた乗用車に衝突し

側溝に落ち葉
が堆積し排水
が溢れ出し路面
が凍結。

被害者死亡車両大破
45,370,955

現場付近の側溝が折れ曲
がった構造になっていて、
ここに落ち葉が堆積してい
たために排水が道路へ溢れ
出て、折からの寒気のため
凍結したこ目:より発生し
たものである。従って通常
有すべき安全性を欠いてい
たこの状況が瑕疵に当たる

有 50% 路面の状況につい
て相応の注意を払う
べきところを、漫然
と運転していたこと
に過失が認められる

18 5 :道路
崩壊

大阪府
寝屋川
市

示談 市道国松
13号線

H 9,4,5 道路路肩のくぼみに小型
貨物車がはまり立ち往生し
ていたところに、被害者が
救出しようとして小型貨物
車の横に立っていた時、突
然路肩 (長さ5m×幅上8
m×深さ0,9m)が崩壊し
約3m下に落下し、負傷し
たo

男性5 5
歳、頭部-
右足部･腰
部･右膝打
撲、右膝内
側々 副靱帯
損傷、左第
5趾捻挫

4-015,00O
(4,015,000

道路管理者として、常時
道路パトロール等により道
路の冊銭状況を把握、発見
し、維持管理に努めるべき
であるが、道路の異常を発
見できずに事故が発生した
ものであり、道路設置の瑕
疵に当たる。

無 0% 被害者が道路の崩
壊を予測するのは困
難であった。

19 5 :道路
崩壊

宮崎県
清武町

示談 町道山田
線

H 8,9.27 2-957,951(2,957,951
有 0%

20 6 :道路
崩壊その

福井県 示談 指定区間
外国道
305号線

H 9,7.17 梅雨前線の長雨による地
盤の緩みと事故直前の集中
豪雨により道路の路肩と法
面が下方の民家敷地内に流
出した土砂により、住宅の
一部と自家用車2台及びオ
ートバイ1台が大破したも
のである。

幅25m高さ的
mにわたって崩
壌。

住宅の一部
自家用車2
台及びオー
トバイl台
大破

15,888,145)
道路管理者は、未然に道

路崩壊を防止すべく必要な
対策を講じるべきである.

無 0%

21 6 :道路
崩壊その

東北地
方建設
局長

示談 指定区間
国道7号
線

H 9.9,2 一般国道7号の法面が一
瞬にして崩落し、被害者所
有の車庫糸家屋を押しつぶ
し、さらに、被害者所有の
母屋にぶつかり、壁に面し
て厚さ約1m堆積し止まっ
た。なお、土砂の一部は玄
関を押し破り、玄関及び台
所に高さ約20mほど滞留し
た。

法面は縄10
m、長さ24
m、高さ3m (最
六)、体積約250

なし 母屋 (築33
年)2F建て
外壁及び屋
内汚損、車
庫叢住居
(築 2 2

年)蛭車庫
2F住居建
物全額、車
両の損傷金
損

(5州02,852)
事故箇所の周辺の地形は

路面排水が内側に集まりや
すい上、崩落箇所付近の車
道都が窪んでおり周辺の雨
が集中しやすい地形になっ
ていたが、排水のため側溝
が未設置であった.その!と
め、路面排水が法面に浸透
する状態であった.昭和39
年に地震による土砂崩落が
あり、その際に片盛土した
箇所に路面排水が入り込み
地盤がゆるみ土砂が崩れた
ものである。路面排水処理
のため側溝を設置する等何
らかの措置を講じでおれば
今回の土砂崩落は未然に防
止できたと判断されろ。

無 0% 本件災害現場付近
て被害者が土砂崩落
を事前に認識し、こ
れを回避することは
極めて困難なことで
あると考えられる.
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22 7 :落石長野県 示談県道松川
大鹿線

H 9.5,12 被害者がダンプカーを運
転し、松川l町方面から大鹿
村落合方面に向かい走行中
上記地椿において突然左法
面が崩落し、落石崩落土が
ロックネットを押し出して
トラック左側面に直撃した
衝突のショックでダンプカ
ーは舖2m横に押田され停
止。

モルタル吹付
及びロックネソ
トo

運転者が打
ま窯内出血
類権捻挫で
入院2 0
日、通院治
療15日

ダンプトラ
ツク(全盪印

4,092-044(4,092,044
予想される落石を防止て

きなかったことに瑕疵があ
無 0% 落石の直撃であり

回避可能性がないこ
とから、運転者に過
失はない。

23 7 :落石 滋賀県裁判
上の
和解

指定区間
外国道
421号線

H 5,2,24 電線の架線作業のため、道路の路肩付近で作業して
いたところ、山側の斜面上
部から落石がありその直撃
を受けた.

崩落 (L=25
m ･V=250%)

男性32歳、
願権損傷、胸背部打撲
右肩打撲、
亜脱臼全治

ユニック付
国飼葉車両
破損

4-940,000(14,509,捌
事故現場周辺の他の斜面

には落石防護ネットが設置
されているが、当事故現場
には設置されていないこと
から、通常右すべき安全性
が確保されていないことに
瑕疵がある。

無 0% 和解

24 7 :落石北海道
開発局

示談 一般国道
336号線
G旨定区

問)

H 8.u .28 大型貨物車 (トラクター
セミトレーラー)“時速60
蛔で走行中、道路左側崖か
ら岩石が落下してくるのと
路上に岩石が崩落している
のを発見。′･ンドルをきっ
たが間に合わず車輪が衝突
L、ブレーキ及び′･ンドル
操作が不能になりそのまま
左u順g擁壁に接触し停車し
た。トラクターは大破し、セミトレーラーが破損、運
伝手は左胸部打撲、同乗者
は左手擦過傷を負った。

道路片側崖
(高約20m)の

岩盤が輯1om横
20mに確り剥離
し、金網フェン
ス等を突き破っ
て車道に崩落し
た。事故現場一
帯約お畑は海に
面した断崖でし
ばu娑落石があ
るため、随所に
報道･擁壁･金
網フェンス･警
戒標識を設置し
ていた。事故当
日のパトロール
では異常はなし,

男性44歳、左胸部打撲
傷及び女性
44歳左手
操潮解

大型貨物車
(トラクタ

ーセミトレ
一ラー)の
トラクター
が大破し、セミトレー
ラーが破損

13付88,238(l6β卸298
事故現場一帯は、北側が

断崖、南側が太平洋に面し
風化作用により落石がu〆
uズあるため防護施設及び
警戒標識を設置していた。しかし、道路北側崖の岩盤
が縦1om纈20mに渡り剥離
し、金網フェンスを破って
車道に崩落.大量の岩石が左lし側車線をふさぎ右海岸
車線にまで散乱し、通行車
両が衝突したこげま、道路
として通常右すべき安全性
に欠けていた。

有 20% 事故当時は深夜で
曇り時々雨のため前
方の見通uま良くな
かったが、警戒標識
も設置しており、前
方を注視して運転し
ていれiまつ事故を未然
に防止できたにもか
かわらず、これを怠
り漫然と走行してい
たこと、状況に応じ
た適切な運転をして
いれば被害を最小に
できたものと推察さ
れることから相当の
過失がある。

25 7 :燕石 兵庫県
神戸市

示談 県道神戸
三木線

HIO.1.15 A車が北進中、右法面か
ら約lmの岩石が防護ネッ
トを突破して、A車右ボン
ネットに激突大破し、右車
線に転がったところ、対向
車線を南進して討とB車に
激突、右フェンダー弱難易

頭部打撲 車両金損1
台、右フェ
ンダ一部I費
傷1台

3,550,230 落石を防止できなかった
ことで管理瑕疵は免れない.

無 0% 被害者にとっては
不可避な事故である

26 7 :落石 静岡県 示談 県道飯田
富山佐久
間線

H 7.9.“ 被害者運転の車両が県道
を走行増↑、左法面の高さ約
30m付近から岩石が崩落
し、直絮を受けた.そのた
め、乗用車は大破し、被害
者は重傷を負った。

落石の大きさ
:15肝、落石防
止網設置済み

被害者の左
足大腿部及
ぴ左鎖骨皆
折、右手親
指切断

小型乗用目
動車1合金
損

4,211,952(4,211,952)
現場で発生した落石(岩)

が巨大かつ多量であったた
め、落石防止編では支えき
れず、通行車両及び運転者
に被害を与えたもので、道
路が通常有すべき安全性を
欠いていた。

無 0% 被害者は県道を走
行れ突然落石の直
撃を受けたもので、事故回避は不可能で
あったと考えられる
よって被害者の過失
は認められない。

27
障害物 飜搜裁判

上の
和解

区道31‐
690号

H 4,1,19 空蝉橋上の大型車両等の
違法駐車を防止する目的て
歩道上に約5m間隔で、12
本のセーフティーコーンが
設置されていた。路面に固
定していたコーンのうち1
本が取れ.コーンの四隅に打ち込んでいた固定用ボル
トが歩道上に約1.3伽突起
していた。被害者は事故当
日の午後7時30分頃、歩行
中にボルトに璃いて転倒し、負傷した。

右大腿骨頸
都内側骨折

51000-00069,335,224)
有 0%

28
障害物

千葉県
富里町

裁判
上の
和解

町道3-66
号線

H 6.2.7 被害者は自転車走行中
(飲酒あり)に路上放置車

両の右後部バンパーに接触.転倒、約8時周後に死亡し

舗装幅5mの
車道の路肩に車
両がはみ出して
駐車していた.

男性死亡 3,0001000(3,000,000)
(瑕疵の有無は問わず、和

解)
有 0% (過失の有無は問わ

ず、和解)

29 9 :工事
不全

神奈川
県横浜
市

判決市道荏田
北部l33
号線

H 3.= .22 平成3年11月22日午後
10時頃、青葉区あざみ野2
丁目33番4号先の舗装補修
工事中の道路をあざみ野2
丁目方面-:走行中の、原告
高野聖司 (当時19歳)の運
転の乗用車が、補修工事に
より突き出ていたマンホー
ルを避けようとしたところ、砕石によりスリップして80
m先の道路左側街路樹に激
突し、負傷するとともに車
両が大破した。

本件工事人
請負業者が施工
中 (舗装補修工
事)の事故だが、請負業者が提訴
時に倒産してい
たため発注元の
本市に損害賠償
請求がされた.
工事は昼間工事
(夜間開放)で

事故は夜間開放
時 (午後lo時
頃)に発生。人
孔と路面との操
り付け処理は砕
石、街路灯有り、
スリップの距離

男性19歳、頭部外傷、
頚権捻挫、顔面挫傷

普通乗用車
大破 21,598,518)

①工事標示板及び予告版
を掲示していたこと、及び
路面とマンホールとの段差
を砕石により擦り付けてい
たこげま認められるが、夜
間運転者に工事中であるこ
とを明瞭に判明しうるよう
な工事濃示板等を設置した
事実は認められず、また、擦り付け方法が仮舗装では
ないため段差が生じていた
ことが認められる。したが
って、このような状態でそ
の通行を一般に開放したこ
とは、道路の管理に瑕疵が
あった。②原告の損害額の
うち、後遺症逸失利益
18,023,648円は、これと原告の労働能力喪失との相当
因果関係を認めるに足りる
証拠はなく容認できず、原
告の損害額は3,514,420円とする.③仮執行宣割:つ
いては、相当ではないから
付さない。

有 50% 車両運転者の原告
においても、明瞭で
はないとしても道路
工事の案内板の設け
られた本件道路を通
過するについては、速度を調整して前方
注視を充分するべき
であったにもかかわ
らず、これらの義務
を充分に尽くさなか
った過失がある。

30 10 :安
全施設不
備

高知県
安芸市

判決 市道港町
1T目
139号線

H 7,12,25 飲酒泥酔状態で市道の途
切れている地点(物上7m下
コンクリート製排水路)に
転落し、約2時間後に凍死
した。本市道には通行止め、又は転落防止の防護柵等は
設置されず街路灯は設けて
いなかった。

男性41歳 なし 24-368-040(51,239,489)
転落防止の柵又は金網等

がなければ、人が約l.7町下
の排水路に転落し、負傷又
は死亡する危険があったと
考えられ、設置管理に瑕疵
があった。又、転落により
意識を失ったわけではない
が、約1.7mの高さからの転
落はそれなりの衝撃を与え
るものと考えられ.転落と死亡との因果関係は認めら
れる。 ,

有 60% 被害者が本件事故
現場で転落したこと
について.また転落後に適切な脱出手段
や救助を得る手段を
探らず、同所で眠り
込み、凍死に至った
ことについて過失が
ある。
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31 10 :安
全施設不
衛

千葉県
柏市

示談 市道31‐
111号線

H 8.5.23 当該市道の車止め (コン
クリート製)に触れたとこ
ろ、車止めが倒れ左足を直
撃して負傷したもの。

車道に沿って
路肩にコンクリ
ート製の車止め
が並んで設置さ
れていた。

左足の負傷 なし
(2,619,990

車止めの転倒が原因であ
り、道路が通常有すべき安
全性を欠いていたもの辞寸
断される。

無 0% 車止めは外見で転
倒が予測できるもの
でなく、過失は認め

32 10 :安
全施設不
憤

兵庫県 栽判
上の
和解

県道黒石
三田線

H 6,裏16 PM n ;30頃、歩道を自宅からJRネn野駅へ向かって自
転車で走行していた当事者
が、県道黒石三田線と市道
中西田中線の交差点先約20
mの区間の県道の歩道が未
設置であったにもかかわら
ず、歩道が連続していると
勘違いして進入した。

現地は、県道
に市道がT字で
取り甘く形の交
差点で、当該交
差点の県道終点
側約20mの区間
を除き歩道が設
置されており、当該区間が約
1.5mの落差を
有する民有地で
あったにもかか
わらず、転落防
止柵や道路照明
灯等注意喚起の
措置をとってい

男性49歳死
亡(頭萱底
骨折)

(122繋5部1
県道の歩道弱笙行むた場

合、歩道が連続していると
誤認して、市道区域を横切
って転落するおそれがあっ
たにもかかわらず、転落防
止橘の設置等の必要な措置
を講じていなかった点に瑕
疵がある。

有 30% 現場付近の県道に
は道路照明がなかっ
たが、付近には街灯
や自動販売機の灯り
があり、全くの暗闇
というわけでなく.事故発生時刻におい
ても前方を注視して
いれば歩道の延長線
上に民有地の車庫の
蟹が白く見え、歩道
が連続していないこ
げま容易に判明する
状態であった。また
事故現場の状況から
被害者は夜間である
にも関わらず相当の
スピードで走行して
いたことが想像され

33 10 :安
全施設不
f蕪

兵庫県
三田市

裁判
上の
和解

市道中西
円中線

H 6.4.16 同 相綴告てある
兵庫県とともに
それぞれ3000万
円を支払うこと
で和解成立。

同 同 30,000,000(l2,293,4531
市は、県道黒石三田線の

歩道を直進してきた歩行者
や自転車が市道の区域から
転落する恐れがあれば、県
と協議し、或いは県に申し
入れ、市道の区域に転落防
止欄を設置させる等の措置
をとる必要があったという
ことでの瑕疵がないとはい

有 30% 同

34 1α安全
施設不備

奈良県
奈良市

示談市道九条
線

H 8.11.27 被害者は推定時刻字後5
時頃、傘をさして転落現場
付近を自転車で走行してい
たところ、市道九条線脇水
路 (深さlam、水深3伽、
幅1.6m)へ自転車ごと転落
し、翌日午後3時10分頃通
行人が発見したが、既に死
亡していた.現場には傘と
自転車が落ちていた。

ガードパイプ欠
損

死亡
(3上663,715

当事者の過失と道路管理
者の管理瑕疵との因果関係
が明確でなく、市の道義的
責任き･うことで当該金額
で和解成立.

有

35 10:安全
施設不備

北海道
岩見沢
市

示談市道岩見
沢市道4
条東町線

H 9.6.7 被害者が市道を留萌市に
向けて、天候が悪いので中
央線、外側線を目印に走行
中、突然外側線が消えてお
り、緑石に衝突して破損し
たもので、修理代金の請求
がなされたものである。

外側線整備不良 なし 普通乗用目
勲章の前後
輪部分破損

(2,886,000
外側線を引かず放置して

いたことは、国賠法2条1
項にいう道路管理の瑕疵に
あたる。

有 28% 被害者にも天候に
応じた前方注視を怠
った過失がある。

36 10:安全
施設不備策麗

市

裁判
上の
和解

市道上寺
家下見線

H 9.3.5 午後8時15分頃、無灯火
で道路右側路側帯を自転車
で通行中、市道を横断する
実竹川(W =3.6m、水深約
0.3m=:誤って転落し、頭
を打って水死しナニ

道路横断部分
の河川の下流側
出口に防護柵が
なかった。

男性20歳死 なむ
64,903468

①事故現場に防護柵･水
路表示がなく、照明施設も
なかったので、自転車通行
者が転落する危険があった.
②自転車通行者は直線の道
路の途中 {路側帯)がいき
なり欠損しているとは予想
し得ないのて障害物がない
限りそのまま直進するもの
てあり、その意味で転落の
危険が高い場所であった.

有 38% 自転車も車両であ
り左側通行すべきで
あった (道路交通法
第18条"司。前照
灯を灯火走行してい
たo

37 10:安全
施設不備

長崎県 示談 指定区間
外国道

H 8.7.19 夜、国道を散歩--1、ガー
ドレールが設置されていな
いところから川に転落.

ガードレール
未設置、道下

女性48歳、第1腰椎圧
迫骨折

6,830,000(8,529,806)
ガードレール未設置。 有 20% 被害者の不注意。

38 10:安全
施設不備

宮崎県
高城町

示談 町道三条
幹線北通
線

H 9,9,16 台風19号の豪雨により県
道が冠水していたため、本
町道へ進路変更し、走行中
町道に併行する用水路への
転落防止施設の腐食折損し
た格子枠の一部に接触し、水路に転落したものと思わ
れる。転落時、ネットフェ
ンスの格子枠のフロントガ
ラスを突き破り運転者の頭
部に刺さった。

ネットフエン
ス (昭和51年度
施行)

男性34歳、頭部外傷頭
蓋骨陥没骨
折･頸部打
摸

車両、その
他(ビデオ、
カラーテレ
ビ、携帯電
話、PH S)

2,068,539(2,068,539)
本線のネットフェンスは、

老朽化のため地域住民、公
民館長からも改善の要望を
受け対策を検討中であった。

有 20% 運転者としては、台風襲来中でもあり
水路等の増水、飛来
物等に注意し適切に
状況判断し、危険･
事故発生を回避する
義務があると考えら

10:安全
施設不備

福岡県
北九州
市

裁判
上の
和解

指定区間
外国道
199号

H 2.3,3 勤務中であった原告 (被
控訴人)が、同僚のトラッ
クを追いかけようとして歩
道上を自転車で(時速26km)
走行中、逆U字型の車止に
衝突した.

中心性脊髄
損傷

なし
(
3,550,00052.851,108)

道路管理瑕疵は認められ
ないが、下記の理由により
和解した.①一落の事実認
定を覆す材料がないため、本市に有利な進展が望めな
い.②裁判所から、強く和
解を勧告されている。③敗
訴の可能性が強いとの法務
局の見解であった。

有 80%

12:落下
物直撃

群馬県
水上町

示談町道栗沢
西線

H 8.4.9 事故当日所用のため町道
栗沢西線を水上から藤原方
面に向かって走行中雪崩が
発生し、トンネル上部防護
フェンスに堆積し、一部が
フェンスを乗り越えて高さ
1mnllomに渡り路面に落
下した。事の真上に落下車
は跡形なく大破した。

雪崩規制 全
体量600註 道
路上120鵞 パ
トロール 3月
まで毎日、 4月
週1回

男性29歳、第 1 2胸
帷、第1腰
槌圧迫骨折

軽自動車輌
択

2,923溝97
2,923,497)

雪崩による蕗雪で回避す
る時間もなく一瞬にして車
が大破したものであり、被
害者に過失は認められず道
路管理者の責任において対
処する。

無 0% 事故当日、交通安
全には十分注意し走
行していたところで
あり落雪が一瞬にし
て車を大破Uともの
であり回避する時間
はなかったものであ
ることから、過失は
全くない。

他
関東地
方建設
局長

示談 指定区間
国道16号
操

H 9,8,25 一般国道16号横須賀市
新浦郷トンネル坑口の一方
通行2車線部分において、
大型車両が併走していたと
ころ、左側の車両が右に寄
ったため、右側の車両が危
険を感じて右側に避け、驚
倒課上付近を走行けことこ
ろ、大型車両の荷台が坑口
側面に当たり、車両を損傷

トンネル内側
面が建築限界の
基準を満たして
おらず、注意喚
起の表示もして
いなかった。

なし 車両 (い
すゞ G IG
A )損傷
アルミ製ウ
インク型荷
台全鬘員

3,899-700
(6,499,500)

トンネル入り口の建築限
界を調査したところ、基準
を満たしておらず、また、注意喚起の表示をしていな
かったことから、道路が通
常有すべき安全性を欠いて
おり、国賠法2条1項の瑕
疵に当たると判断する.

有 40% 被害者も、安全運
転義務違反、路肩通
行の制限で落ち度が
ある。
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42
他

日本道
路公団

示談 高速自動
中国道覊
遁自動車
道新潟線

H 9,9,11 被害者は、一般国道17号
から問題自動車道新潟線へ
入ろうと前橋ICのFラン
プを走行していたが、ラン
プ途中にある熱しパートポ
ソクスが冠水Lていたにも
かかわらず、そのまま走行
したところ、エンジンが止
まり、車両は走行不能とな
った。被害者は停止した車
両からすぐ離れたものの、
水位は上昇し続け、残され
た車両は完登"州愛した。
よって車両等の修理代金の
#吉水がなされたものである

大雨により繭
橋ICのFラン
プ (C一BOX
にて国道17号を
横断)が最大脂o
cm冠水。

なし 普通乗用車
全額 (浸水 (7,858,177

当該箇所の排水機能につ
いては、公団で定める基準
を十分に満たすものであり
当ロも正常に接重力していた
が、102筋/hという異常降雨
により, IC周辺が冠水す
る状況となり、実質的には
排水機能がなくなっていた
しかしながら過去に冠水L
たことがあり、大雨時冠水
の可能性を告知する等の予
告看板が未設置であり、注
意義務を怠っていたと思慮
されるため、国賠法第2条
1項の瑕疵に当たると判断

有 30% 運転者として、大
きな水溜まりがあり
エンジンが止まる可
能性があると認識し
ていたにもかかわら
ず、侵入したという
判断ミスがあったと
考えちれる。

43
他

岡山県
‐l浮fllゞ

示談 市道企業
団地1号
線

H 7,828 被害者が、自動二輪車(9o
cc)で出勤先の天国建設か
ら退勤途中、市道に二輪車
#川走行器で、道路白破線
に沿って延長していた消防
ホースのカップリング(継
手金具)により転倒負傷L
たものである。

道路白破線に
沿って延長して
いた消防ホース
のカップリング
(継手金具)に

より転倒Lた。

男性63歳、
右鎖骨粉砕
骨折

自動二輪車
前カゴ、ウ
インカー球
前後破損

g,250,950
過去の判例を参考として

安田火災海上保険の瞬間弁
護士に相談の結果、市側の
過失を最大限にみて5 :5

有 50% 運転者としては、
前方及び後続車の動
向に注意し、危険を
回避し、事故発生を
回避する義務がある
と考えられを



表 3 ーー 損害賠償責任保険加入状況 (平成10年 3月31日現在)

区分 団体数 調査回答数 加入し
ている

近く加入
する予定

加入して
い な い

今 後 と も
加入しない

加入率
(加入団体/団体数)

直轄 10 10 0 0 0 10 0.0 %

公団 4 4 11 0 3 0 25.0 %

公社 44 38 38 0 0 0 86 .4 %

都道府県 47 47 46 0 0 1 97,9 %

政令指定市 12 12 9 0 2 1 75 ,0 %

市

(特別区を含む)
681 681 679 0 1 1 99 .7 %

町 1,993 1 ,993 1,978 0 14 1 99 .2 %

村 569 569 550 l 17 1 96 ,7%

合計 3,360 3,354 3 ,301 l 37 13 98 .2 %

表 3 ー 2 損害賠償保険加入有無による賠償状況比較

加入団体別 団体数 保険料 全賠償
件 数 賠償額 保険賠償

件 数 保険による支払額 賠償件数
/団体数

賠償額
/団体数

実質負担額
=保険料+

(賠償額-支払額)
実質負担額
/団体数

加

入

団

体

公団計 1 8,8l3-820 25 4,827,527 25 4-827,527 25.O 4,827,527 8,813,820 8,813,820

公社計 43 7,955,447 7 1,450,653 7 1,450,653 0.2 33,736 7,955,447 185,0lo

都道府県計 46 295,368,162 922 265,580,146 921 265,258,136 20,O 5,773霧81 295,690,172 6,428 047

政令指定市計 9 30,214,410 237 55,426,837 208 44,378 705 26.3 6,158,537 41,262,542 硯5847 27

市計 679 363,79主170 958 264,432,422 894 239,625,174 1.4 389,444 388,598-418 572,310

町計 1,978 1,670,430,430 509 8l,286,274 498 76-243,537 03 41,095 1,675,473,167 847,054

村計 550 172,989,955 73 9,301-874 70 9,049,344 0･l 16,912 173,242,485 314,986

加入団体計 3-306 2,549,563,394 2,731 682-305-733 2,623 640,833,076 0.8 206,384 2,59L 036,051 783,737

未

加

入

団

体

公団計 3 0 29 11,187,818 9.7 3,729,273 n ,187-818 3,729,273

公社計 0 0 0 0 0 0

都道府県計 1 0 l9 12,789,412 19,O 12,789,412 127 89,412 12,789,412

政令指定市計 3 0 24 6-228-963 8.O 2,076,321 6,228,963 2,076,321

市計 2 0 0 0 0･0 0 0 0

町計 15 0 0 0 0･0 0 0 0

村計 ]9 0 0 0 0･0 0 0 0

未加入団体計 43 0 72 30,20蜷,193 1･7 702,470 30,206よ93 702,470

五

お
わ
り
に

以
上
平
成
九
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
の
概

要
を
紹
介
し
た
が
、
平
成
一
〇
年
度
分
の
集
計
を
近
々
に

各
道
路
管
理
者
に
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
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押
印
の
見
直
し
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

ア

押
印
を
求
め
て
い
る
必
要
性
や
実
質
的
意
義
が
乏
し

く
、
押
印
を
廃
止
し
て
も
支
障
の
な
い
も
の
は
廃
止
し
、

記
名
の
み
で
よ
い
こ
と
と
す
る
。

イ

ア
に
よ
り
記
名
の
み
で
よ
い
こ
と
と
さ
れ
る
文
書
以

外
の
文
書
に
つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
記
名
押
印
又
は

署
名
の
い
ず
れ
か
で
よ
い
選
択
制
と
し
、
押
印
の
義
務

づ
け
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

①

閲
覧
･
縦
覧
の
申
請
書
、
施
設
の
利
用
申
込
書
等

で
、
対
象
が
不
特
定
の
も
の
で
あ
り
、
押
印
を
求
め

て
ま
で
本
人
を
確
認
す
る
必
要
の
な
い
も
の

②

履
歴
書
、
住
所
変
更
届
、
廃
業
届
等
で
単
に
事
実
.

難

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
も

セ

の

斎

③

各
種
の
国
の
学
校
に
お
け
る
学
生
･
生
徒
の
場
合

#

の
よ
う
に
、
国
と
継
統
的
な
関
係
に
あ
る
者
か
ら
の

一
押
印
の
見
直
し
の
経
緯

平
成
八
年
三
一月
二
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢行
政

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
に
お
い
て
、
中
央
省
庁
再
編
や
地
方

分
権
と
と
も
に
、
国
民
に
対
す
る
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
実
現
と
し
て
、
行
政
事
務
手
続
の
簡
素
化
、
統
一
化
･

共
通
化
、
電
子
化
･
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
な
ど
を
進
め
、
申

請
等
に
伴
う
国
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
平
成
九
年

一
月
末
を
目
途
に
｢申
請
等
の
国
民
負
担
軽
減
対
策
｣
(仮

称
)
を
策
定
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
平
成
九
年
二
月
一
〇
日
に

｢申
請
負

担
軽
減
対
策
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
申
請
･
届
出
の
簡
素

化
の
一
環
と
し
て
、
｢申
請
･届
出
に
際
し
て
の
押
印
の
在

り
方
を
検
討
す
る
。｣
と
さ
れ
た
。

同
年
三
月
二
八
日
に
は

｢規
制
緩
和
推
進
計
画
の
再
改

定
に
つ
い
て
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
分
野
別
の
基
本
指
針

等
と
し
て
、
申
請
･
届
出
等
に
際
し
て
の
国
民
の
負
担
の

大
幅
な
軽
減
を
図
り
、
申
請
等
に
伴
う
手
続
の
簡
素
化
、

有
効
期
間
の
倍
加
な
ど
を
推
進
す
る
た
め
、
｢申
請
負
担
軽

減
対
策
｣
の
指
針
を
具
体
化
し
た
措
置
を
実
施
し
、
ま
た
、

当
面
、
押
印
の
見
直
し
な
ど
に
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と

と
さ
れ
た
。

二

押
印
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

こ
れ
ら
の
閣
議
決
定
を
受
け
、
同
年
七
月
三
日
に

｢押

印
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
が
事
務
次
官
等
会
議
に
お
い

て
申
し
合
わ
さ
れ
、
見
直
し
の
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。
見

直
し
は
記
名
に
押
印
を
求
め
て
い
る
場
合
と
、
署
名
に
押

印
を
求
め
て
い
る
場
合
に
分
け
て
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
、

○

記
名
に
押
印
を
求
め
て
い
る
場
合



届
出
･
報
告
等
で
、
当
該
本
人
か
ら
の
も
の
か
ど
う

か
に
つ
い
て
紛
れ
の
な
い
も
の

④

受
験
願
書
、
更
新
申
請
等
で
当
該
本
人
で
あ
る
こ

と
の
確
認
が
、
一
連
の
手
続
の
過
程
で
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
等
を
始
め
と
す
る
公
的
証
明
書
の
提
示

等
他
の
手
段
に
よ
り
可
能
な
も
の

②

署
名
に
押
印
を
求
め
て
い
る
場
合

原
則
と
し
て
押
印
を
廃
止
し
、
署
名
の
み
で
よ
い
こ
と

と
もす
′る

と
さ
れ
た
。

こ
の
方
針
に
基
づ
き
、
各
省
庁
に
お
い
て
押
印
の
在
り

方
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
平
成
一
〇
年
一
月
三
一日
そ
の

結
果
を
総
務
庁
が
と
り
ま
と
め
た
。
国
が
国
民
に
対
し
求

め
て
い
る
認
印
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
を
求
め
て
い
た

も
の
を
記
名
の
み
で
よ
い
こ
と
と
す
る
も
の
が

一
、
二
八

二
事
項
、
記
名
押
印
を
求
め
て
い
た
も
の
を
記
名
押
印
又

は
署
名
の
い
ず
れ
か
で
よ
い
選
択
制
と
す
る
も
の
が
四
、

○
四
八
事
項
、
署
名
押
印
を
求
め
て
い
た
も
の
を
署
名
の

み
で
よ
い
こ
と
と
す
る
も
の
が
三
一七
事
項
と
な
っ
た
(道

路
関
係
に
つ
い
て
は
表
1
)
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
一
年
以
内
に
具
体
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ

た
。三

省
令
改
正
に
よ
る
所
要
の
措
置

道
路
関
係
で
、
省
令
に
よ
っ
て
押
印
を
求
め
て
い
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
軌
道
法
施
行
規
則
に
つ
い
て
は
、
平
成

一
〇
年
三
月
二
六
日
に
、
自
動
車
道
事
業
報
告
規
則
、
道

路
法
施
行
規
則
及
び
車
両
の
通
行
の
許
可
の
申
請
等
を
定

め
る
省
令
に
つ
い
て
は
、
本
年

一
月

一
一
日
に
改
正
さ
れ
、

同
日
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
省
令
の
改
正
結
果
、
道
路
の
占
用
許
可
申
請

書
及
び
変
更
許
可
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
署
名
又

は
他
の
方
法
に
よ
り
申
請
者
の
確
認
が
で
き
る
場
合
に
は

押
印
を
省
略
で
き
る
こ
と
と
な
り
、特
殊
車
両
通
行
許
可
･

認
定
許
可
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
署
名
に
よ
る
場

合
に
は
押
印
を
省
略
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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表 1 各省庁の押印見直し結果報告書 建 設 省

押印を求める書類名 ガイドライン卸鯛 書類の提出を求める根拠法令等 :区分 押印を求める直接の根拠法令等 ;区分

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 6

(会社設立のとき)

び登記謄本 (既設会社の
とき)

出書

ブライン事業許可申榊

施設保安措置変更許可中

施設等軽微変更届出書

申請書

請書

(廃止)許可申請書

解散認可申請書

工事計画認可申請書

工事計画変更認可申請書

工事計画軽微変更届出書

施設の一部検査申請書

(工事を必襲としな
い事業用施設)

(法第1 6
1項本文に規定するもの以外
ものであって ｢石油バイプラ
ン事業の事葉用施設の工事の

に関する省令｣で定
もの)

2 (1)ア
その他

2 (1)ア
その他

2 (1)ア
その他

2 (1)ア②

2 (1)ア②

2 (1)ア②

2 G )ア②

2 (1)ア②

2 (1)ア②

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

軌道法第3条

3条

3条

3 0条

3 0条

3 0条

3 0条

3 6条

軌道法施行規則3 5条

石油パイプライン事業法第5条第1

ブライン事業法第8条第1

石油パイプライン事業法第8条第1

石油パイプライン事漿法第8条第1

プライン事業法第8条第2

プライン事業法第10条第
1項

プライン事業法第10条第

プライン事業法第12条第
1項

　

　

　

　

　

　

　

　

条

条

?】

-b

-b

-h)

Ĥ〉

K̂〕

X̂)

リ̂

　　

　　

　　

　　　

　　

　　

　　

　　

ブライン事業法第1 2条第
2項

プライン事業法第1
1項

プライン事業法第1
6項

プライン事業法第1
7項

石油パイプライン事業法第1
1項

石油パイプライン事業法第1
4項

プライン事業法第1
1項

プライン事業法第1
1項

法律

法律

法律

省令

省令

省令

l省令
　
!省令

省令

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

軌道法施行規則第1条第1項第5号

軌道法施行規則第1条第1項第6号

軌道法施行規則第1条第1項第7号

軌道事故等報告規則第1~ 4号様式

6号様式

6号様式

7号様式

告書及び実績報告
る告示別表第1

ぴ実績報告茉
を定める告示別表第2

プライン事業法施行規則様

プライン事業法施行規則様

プライン事業法施行規則撮

プライン事業法施行規則様
式第4

石油パイプライン事業法施行規則様
式第6

石油パイプライン事業法施行規則様
式第6

石油パイプライン事業法施行規則様
式第7

石油パイプライン事業法施行規則様
式第8

石油パイプライン事業法施行規則様
式第9

石油パイプライン事業の事業用施設
の工事の計画、検査等に関する省令
様式第1

油パイプライン事業の事業用施設
工事の計画、検査等に関する省令

プライン事業の事業用施設;省令
工事の計画、検査等

プライン事業の事業用施設
面、検査等に関する省令

油パイプライン事業の事業用施設!
の工事の計画、検査等に関する省令;
儀式第5 l

プライン事業の事業用施設
の工事の計画、検査等に関する省令
熾式第6

石油パイプライン事業の事業用施設
の工事の計画、検査等に関する省令

省令

省令

省令

省令

省令

省令

省令

告示

告示

告示

告示

告示

告示

省令

省令

　
:省令

省令

省令

省令

省令

省令

省令

省令

省令

備 考
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2 (1)イ 石油パイプライン事業法第1 9条第:法律

　
石油パイプライン事業の事業用施設l省令
の工事の計画、検査等に関する省令!

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

(法第1 5条1項本
るもの以外のもので

って ｢石油パイプライン事業

査等に関する省令｣で定めるも
の)

工事針園変更認可中鞭書 (法第
1 6条1項本文に規定するもの
以外のものであって ｢石油パイ
プライン事業の事業用施設の工

検査等に関する省令
で定めるもの)

工事計画軽微変更届出書 (法第
1 5条1項本文に規定するもの
以外のものであって ｢石油パイ
プライン事業の事業用施設の工
の計画、検査等に関する省令
で定めるもの)

ブライン事故年報

プライン事故詳報

定区域の占用許可中軸事 2 (1)イ

占用許可に基づく権利･
渡に関する認可

2 (1)ア
その他

2 (1)ア
その他

2 (1)ア
その他

電線共同泄の占用予定者の地位
の承継の届出

増設に係る電線共同講の占用予
定者の地位の承継の届出

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)ア②

2 (1)ア②

2 (1)ア
その他

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2 (1)イ

2項

石油パイプライン事業法第19条第
3項

プライン事業法第1 9条第
3項

プライン事業法第1 9条第
4項 (法第1 6条第6項準用)

プライン事業法第1 9条第
4項 (法第1 6条第6項準用)

------.----.---‐･･･,･,.-t･"‘--I.･-‐--‘-----------･-‘--‘-‘-‘-‘--‘--‘‘

　

　

　

3 4

3 6

3 6

プライン事業法第3
7項

ブライン事業法第3
1項

プライン事業法第3
1項

2 4条

3 2条第1項

3 2条第3項

4 7条の2第7項

4 7条の2第7頌

9 1条第2項
(第3 2条第1項準用)

道路法第9 1条第2項
(第3 2条第3項準用)

共同溝の整備等に関する特別措置法
第1 7条

電線共同構の整備等に関する特別指
法第6条第2項

電線共同溝の整備等に関する特別措
置法第8条第3項
(第6条第2項準用)

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

!法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

法律

石油パイプライン事業の事漿用施設
の工事の計画、検査等に関する省令
様式第3

油パイプライン事案の事業
工事の計画、検査等に関す

(平成8年3月2 9日付建設省
第5 0号路政操長通達)

車両の通行の許可の手続きを定める
省令 様式第1

電気通信設備等に係る共同溝の占用
許可に基づく権利及び義務の麒渡に
る認可の取扱について (平成9年
3月l4日建設省道政発第3 6号路
政課長通達)

電線共同溝整備道路の指定、電嫁共
同溝の占用許可等の事務手続きにつ
いて (平成8年2月2 0日付建設省
道政発第2 8号路政環長通達)

電線共:通達
同攪の占用許可等の事務手鏡きにつ
いて (平成8年2月2 0日付建設省

省令

ブライン事業の事業用施設
の工事の計画、検査等に関する省令

省令

ブライン事業の事業用施設
の工事の計画、検査等に関する省令

省令

プライン事業の事業用施設
計画、検査等に関する省令

省令

ブライン事業の事業用施設
計画、検査等に関する省令

省令

省令

検査等に関す
省令

通達

省令

省令

省令

省令 但し、他の方法により申請者の
確認が可能な場合は記名のみ
でもよい.

省令

通達

通達

省令 但し、他の方法により申請者の
のみで
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占用予定者又は増設に関する占
電線共同溝の

占用予定者であった以外の者に
よる電纜共同溝の占用許可

占用に係る変更の

く地位の承継の届出

く権利の全部又は一

電線共同溝敷設工事の届出

営業援況報告書

自動車道事業供用実演報告書

電線共同溝の整備等に関する特別指!
世法第1 0条

電線共同溝の整備等に関する特別措
置法第1 1条第1項

関する特別措
1 2条第1項

関する特別指
14条第2項

1 6条第1頌

備等に関する特別指
7条第2項第1号

9 4条第1項

9 4条第1項

電線共同溝整備道路の指定、電線共
同溝の占用許可等の事務手続きにつ
いて (平成8年2月2 0日付建設省
道政発第2 8号路政課長通達)

電線共同溌整備道路の指定、電線共
同溝の占用許可等の事務手続きにつ
いて (平成8年2月2 0日付建設省
道政発第2 8号路政諜長速漉)

電線共同溝整備道路の指定、電線共
同概の占用許可等の事務手続きにつ
いて (平成8年2月2 0日付建設省
道政発第2 8号路政踝長通達)

占用許可等の事務手続きにつ
(平成8年2月2 0日付建設省
第2 8号路政課長通達)

利
に
設

共
つ
省

　
　
　
　

　
　
　
　

づ
敗
日
通

、

村
達

(平成9年3月1 4日付建設
第3 7号路政課長通達)

占用許可等の事務手続き
(平成8年2月2 0日村
第2 8号路政操長通達)

　
自動車道事業報告規則第2条第2項;

1号機式 i
　

自動車道事業報告規則第2条第2項l
第2号機式

し、他の方法により申請者の
認が可能な場合は記名のみで

もよい。

し、他の方法により申請者の
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平
成
一
○
年
中
の
楽
通
事
験
の
発
生
状
況

警
察
庁
交
通
局
交
通
企
画
課
資
料

警
察
庁
は
こ
の
ほ
ど

｢平
成
一
〇
年
中
の
交
通
事
故
の
発
生
状
況
｣
を
ま
と
め
た
。
交
通
事
故
の
特
徴

は
①
死
亡
･
重
傷
事
故
は
八
対
車
両
の
事
故
を
中
心
に
減
少

②
軽
傷
事
故
は
、
八
対
車
両
を
除
き
増
加
。

特
に
追
突
事
故
、
出
合
頭
衝
突
事
故
の
増
加
が
著
し
い

③
出
合
頭
衝
突
事
故
は
、
市
街
地
の
信
号
な
し

交
差
点
で
増
加
傾
向

④
原
付
以
上
の
運
転
者
が
第
一
当
事
者
と
な
っ
た
事
故
は
、
安
全
不
確
認
と
脇
見

に
よ
る
事
故
が
増
加
。
最
高
速
度
違
反
、
飲
酒
に
よ
る
事
故
は
減
少

⑤
歩
行
者
が
第
一
当
事
者
と
な
っ

た
事
故
は
、
飛
び
出
し
、
乱
横
断
を
中
心
に
減
少
傾
向
-
-
と
な
っ
て
い
る
。
要
旨
は
次
の
通
り
。

一

平
成
一〇
年
中
の
交
通
事
故
発
生
状
況

○
発
生
件
数

八
〇
万
三
、
八
七
八
件

前
年
比

十
二
万
三
、
四
七
九
件

十
三
･
0
%

○
死
者
数

九
、
二
一
一
人

前
年
比

△
四
二
九
人

△
四
･
五
%

○
負
傷
者
数

九
九
万
六
七
五
人

前
年
比

十
三
万
一
、
七
五
〇
人

十
三
･
三
%

o
重
傷
者
数

七
万
四
、
二
四
七
人

前
年
比

△
二
、
0
三
四
人

△
二
･
七
%

0
軽
傷
者
数

九
一
万
六
、
四
二
八
人

前
年
比
十
三
万
三
、
七
八
四
人

十
三

･
八
%

交
通
事
故
の
発
生
件
数
、
負
傷
者
数
と
も
過
去
最
悪
を

更
新
し
た
が
死
者
数
、
重
傷
者
数
は
減
少
し
た
。

二

事
故
類
型
別
に
あ
だ
特
徴

○

事
故
類
型
別
交
通
事
故
件
数

平
成
一
〇
年
中
の
全
交
通
事
故
を
事
故
類
型
別
に
み
る

と
、
車
両
相
互
の
事
故
が
、
六
二
万
二
、
三

三
件
と
最

も
多
く
、全
体
の
八
四
･
九
%
(負
傷
事
故
は
八
五
･
三
%
、

死
亡
事
故
は
四
六
･
九
%
)
を
占
め
て
い
る

(表
1
)。

②

死
亡
･
重
傷
事
故
は
、
各
事
故
類
型
と
も
減
少
傾
向

死
亡
･
重
傷
事
故
は
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
減
少

傾
向
に
あ
り
、
平
成
一
〇
年
中
の
交
通
事
故
を
前
年
と
比

較
す
る
と
、
△
二
、
二
六
九
件

(△
二
･
八
%
)
と
三
年

連
続
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

死
亡
･
重
傷
事
故
の
推
移
を
事
故
類
型
別
に
み
る
と
、

車
両
単
独
事
故
が
増
加
な
い
し
横
ば
い
の
状
況
に
あ
り
、

平
成
一
〇
年
中
は
、
前
年
に
比
べ
減
少
し
た
。
他
の
事
故

類
型
で
は
概
ね
減
少
傾
向
に
あ
り
、
特
に
車
両
相
互
-
正

面
衝
突
の
減
少

(平
成
二
年
の
○
･
七
八
倍
)
が
顕
著
で

あ
る
。

③

軽
傷
事
故
は
、
追
突
事
故
が
特
に
増
加

軽
傷
事
故
は
一
貫
し
て
増
加
し
て
お
り
、
平
成
一
〇
年
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軽
傷
事
故
を
事
故
類
型
別
に
み
る
と
、
人
対
車
両
事
故

が
平
成
八
年
以
降
減
少
を
み
せ
て
お
り
、
中
で
も

｢そ
の

他
横
断
中
｣
の
事
故
類
型
が
減
少
傾
向
(平
成
二
年
の
○
･

八
四
倍
)
に
あ
る
。
一
方
、
他
の
事
故
類
型
は
、
追
突
事

故

(平
成
二
年
の
÷
五
四
倍
)、
出
合
頭
衝
突

(同
一
･

二
六
倍
)
の
増
加
が
高
く
な
っ
て
い
る

(表
2
)。

⑭

出
合
頭
衝
突
の
五
割
は
市
街
地
の
信
号
機
な
し
交
差

点
で
発
生

出
合
頭
衝
突
事
故
を
地
形
別
･
道
路
形
状
別
に
み
る
と

交
差
点
に
お
け
る
発
生
率
が
九
二
･
一
%
を
占
め
て
お
り

中
で
も

｢市
街
地
の
信
号
機
な
し
交
差
点
｣
に
お
け
る
事

故
の
発
生
率
が

(全
体
の
五
二
･
八
%
)
高
く
な
っ
て
い

る
。
前
年
と
比
較
す
る
と
、
特
に

｢市
街
地
の
信
号
機
な

し
交
差
点
｣
の
増
加

(十
二
、
一
八
六
件
、
十
二
･
0
%
)

が
顕
著
で
あ
る

(表
3
)。

三

第
一当
事
者
か
ら
み
短
交
通
事
故
の
特
徴

の

当
事
者

(種
別
)
別
に
み
た
特
徴

○
自
家
用
乗
用
車
が
増
加
、
自
家
用
貨
物
車
は
減
少

中
の
交
通
事
故
の
う
ち
軽
傷
事
故
を
前
年
と
比
較
す
る
と
十

二
万
五
、
七
四
八
件

(十
三
･
七
%
)
の
増
加
と
な
っ
て

が し る 故 ホ ニ 故 八 也 が い 二
み 旨の = 籏麦をので釜出 “)実 ( 酋撰翌軽お
釜義家当

一 致義剪璧且搏衾奉出憊義鐙断成傷 。

八 事
平
成
一
〇
年
中
の
交
通
事
故
を
当
事
者
(種
別
)別
に

み
る
と
、
自
家
用
乗
用
車
が
五
一
万
二
、
九
四
四
件
(構

成
率
六
三
･八
%
)
で
、
中
で
も
、
普
通
乗
用
車
が
(四

四
万
六
、
一
八
九
件
)
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
前

表 1 事故類型別交通事故件数の推移

年
事故類型

平成

2年
3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 lo年

増減数 増減率増減数 増減率
対 面 通 行 中
背 面 通 行 中

人 横 横 断 歩 道

断 轆断*鸚
道聞鮨

、 中 野笏価燭
小 計

車 路 上 遊 戯 中
路 上 作 業 中

両 路 上 停 止 中
そ の 他
人 対 車 両 計

3,510 3,490 3,581 3,649 3,549 3,844 3,732 3,737 3,850 113 3.O

背 面 通 行 中 6,438 6,621 6,839 6,844 6,760 7,049 6,784 6,930 7,036 106 1,5

横 横 断 歩 道
横断歩道付近
横断歩道橋付近
そ の 他

小 計

17,540
5,648
772

32,657

18,329
5,712
738

331 69

18,851
5,312
794

33,478

19,771
5,413
748

33,817

18-288
4,981
735

31,997

18,895
4,922
692

31,418

19,620
4,798
592

30,007

19,673
4,297
582

28,528

19,862
4 172
557

27,029

189
‐125
-25

‐1,499

1.0
-2.9
‐4.3
-5,3

56,617 57,948 58,435 59,749 56,001 55,927 55,017 53,080 51-620 -1,460 ‐2 8
路 上 遊 戯 中
路 上 作 業 中
路 上 停 止 中
そ の 他

2,205
l,345
2,010
7,509

2,205
1,382
2,099
7,563

1,784
1,359
2,142
8,092

上641
1,454
2,234
8,597

1,6ll
1,495
2,202
8,622

1,632
1,543
2,397
8,557

1,512
1,529
2,225
9,308

1,312
1,421
2,031
9,923

上221
1,501
2,039
10,229

-91
80
8

306

‐6.9
5.6
0.4
31

79,634 81,158 82,232 84,168 80,240 80,949 80,116 78,434 77,496 ‐938 ‐1,2
正 面 衝 突

車奨雙傷竃
両 小 計

相 鞄合選抜箋街衝突
互 す れ 違 い 時 衝 突

そ の 他
車 両 相 互 計

36,l59 36,423 37,143 37,179 35,245 33,624 33,620 32,384 41,954 -430 ‐1.3

追 進 行 中
突 そ の 他

小 計

25,533
128,720

25,574
134,360

26,133
142,353

27,118
153,797

28,019
159,456

27,796
173,578

28 675
182,578

29,206
188,956

30,817
203,552

1,611
l4,596

5.5
7･7

154,253 159,934 168,486 l80,915 187,745 201,374 211,253 218,162 234,369 16,207 7.4

出 合 頭 衝 突
追越 ･追抜時衝突
す れ 違 い 時 衝 突
そ の 他

177,536
12,026
5,811

141,314

184,643
11,260
5,951

144,283

195,642
11,506
6,432

152,644

204,862
lo,847
6,566

157,039

205,606
11,259
6,598

160,648

206,568
11,385
6,598

l78,303

210-305
1上582
6,779

174,020

212,168
11,907
7,369

176,035

215,932
11,575
7,442

180,841

3,764
‐332

73
4,806

1.8
‐2.8
L o
2.7

527,099 542,494 571,853 597,408 606,831 637,852 647,559 658,025 682,113 24,088 3.7

電 柱
識弄 曖 饑 報 笙

車 礪錺護弼鳶
熨 鰻屋‐満

両 そ の 他
小 計

駐 車 車 両 衝 突
単 路逸 運 転

外脱 そ の 他

独 転
小 計

倒
そ の 他
車 両 単 独 計

4,570
848

1,534
6,354
2,570
683

3,097

4,751
917

1'770
7,209
2,804
733

3,205

5,156
1,013
1,677
7,331
3,088
718

3,458

5,578
L 043
1,749
7,888
3,215
817

3,656

5,290
1,016
1,625
7,504
2,965
783

3,738

5,245
1,088
L 710
74 79
3,079
684

3,891

5,116
1,143
1,629
7,361
3,053
702

4,269

5,163
1,165
1,727
7,305
3,022
749

4,615

5,026
1,l20
1,709
7,476
2,971
703

4,740

‐137
‐45
‐18
171
‐51
1 6
125

‐2.7
-3.9
‐1･0
2.3

‐1･7
‐6.1
2,7

･ 計 19,656 21,389 22,441 23,946 22,921 23,176 23,273 23,746 23,745 -1 0.0

駐 車 車 両 衝 突 2,597 2,566 2,602 2,457 2,410 2,639 2,705 2,628 2,574 ‐54 ‐2.1

路逸 運 転
外脱 そ の 他

小 計

3,400
2,223

3,420
2,421

3,533
2,524

3,572
2,420

3,585
2,486

3,283
2,274

3,290
2,210

3,216
2,123

2,969
L 111

‐247
‐11

‐7.7
-0.5

5,623 5,841 6,057 5,992 6,071 5,557 5,500 5,339 5,081 ‐258 ‐4.8

転 倒
そ の 他

6,180
2,050

6,641
2,078

7,698
2,226

8,151
2,337

8,600
2,175

9,021
2,430

9,249
2,507

9,445
2,639

9,950
2,773

505
134

5.3
5,1

36,106 38,515 41,024 42,883 42,177 42,823 43,234 43,797 44,l23 326 0.7

列 連 258 221 236 216 209 l65 175 143 146 3 21

合 計 643,097 662,388 695,345 724,675 729,457 761,789 771,084 780,399 803,399 23,479 3,O

注 との比炙てある.
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年
と
比
較
す
る
と
自
家
用
乗
用
車
が
増
加

(十
二
万
七
、

一
六
四
件
、
十
五
･
六
%
)
し
、
自
家
用
貨
物
車

(△

二
、
八
七
二
件
、
△
一
･九
%
)
が
減
少
し
て
い
る
(図

1

･
表
4
)。

②

車
両
一
〇
万
台
当
た
り
の
事
故
発
生
状
況

○
車
両
一
〇
万
台
当
た
り
の
発
生
件
数
は
事
業
用
乗
用
車

が
高
い

原
付
以
上
の
第
一
当
事
者
の
当
事
者

(種
別
)
別
発

生
件
数
を
、
各
車
種
保
有
台
数
一
〇
万
台
当
た
り
の
発

生
件
数
で
み
る
と
、
事
業
用
乗
用
車
と
事
業
用
貨
物
車

が
他
の
当
事
者
者
別
と
比
べ
て
高
く
な
っ
て
い
る
。

最
近
の
推
移
を
み
る
と
、
事
業
乗
用
車

(平
成
二
年

の
マ

ニ
五
倍
)、
原
付
自
転
車

(同
一
･
四
一
倍
)
が

特
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。

③

自
動
車
走
行
一
〇
〇
万
総
当
た
り
の
事
故
発
生
状
況

○
自
動
車
走
行
一
〇
〇
万
如
当
た
り
の
発
生
件
数
は
自
家

用
乗
用
車
と
事
業
用
乗
用
車
が
高
い

原
付
以
上
の
第
一
当
事
者
の
当
事
者

(種
別
)
別
発

生
件
数
を
、
自
動
車
走
行
一
〇
〇
万
虹
当
た
り
の
発
生

件
数
で
み
る
と
、
自
家
用
乗
用
車
と
事
業
用
乗
用
車
と

事
業
用
貨
物
車
が
他
の
当
事
者
種
別
と
比
べ
て
高
く
な

っ
て
お
り
、
特
に
事
業
用
乗
用
車
は
増
加
傾
向
を
示
し

て

い
る
。

@

年
齢
別
第
一
当
事
者
の
免
許
人
口
当
た
り
の
事
故
発

生
状
況

○
死
亡
･
重
傷
事
故
は
若
者
が
特
に
減
少
傾
向

表 2 追突事故の地形別 ･道路形状別事故件数
地
形

年
道路形状

轍
畔

年うり 年 年にU 年 年 年 年 10年
増減数 増減中増減数 悩‘成求

有
無

近

ル

折
路

切
所

機
構
計
付
計
ネ

屈
単
計

場
計

嬬囎
小
款
鯏
ン1ヴ般
鰯
勧
地

交
差

交

交

ト

カ

ー
単

の
街

交
差
点

単

路

踏
そ
市

市

街

地

轆 此緘 競 離 騙 鯛 総 繊 鰡 燐 …“
22
,
059 24

,
880 26

,
516 28

,
607 28

,
576 30

,
005 32

,
226 34

,
279 35

,
641 1

,
362 4

.
0

交 差 点 付 近 29
,
065 28

,
234 29

,
275 30

,
454 30

,
691 33

,
041 33

,
573 34

,
203 38

,
173 3

,
970 11

,
6

51
,
124 53

,
114 55

,
791 59

,
061 59

,
267 63

,
046 65

,
799 68

,
482 73

,
814 5

,
332 7

.
8

ル

折
路

、

屈
単
計

ン〆
般
鰯

ト

カ

一
単

単

路
滋
鑓

滋
霧

蕊
綴

遂
綴

機
器

議
鰹

潮
縦

郡
霧

滋
霧

綿
臘
議

ワ‘
nU
QV
QU

.
･
･
.
･

身
5
l
7

57
,
485 59

,
210 63

,
944 69

,
206 72

,
303 77

,
936 8l

,
914 83

,
676 91

,
747 6

,
071 7

･
1

踏 切
そ の 他 の 場 所

船
脚

6
188

7
217

15
216

聡
241

馬
脚

18
371

22
417

21
528

'
1
m

,満
市 街 地 計 108

,
809 112

,
518 119

,
959 128

,
498 131

,
824 141

,
308 148

,
102 154

,
597 166 410 11

,
513 7

.
4

有
無

近

ル

折
路

切
所

鸚

計
付
計
ネ

屈
単
計

場
計

鵜嚥
小
惹
鰯
ン“ヴ般
務

御

交
差

交
交

ト

カ

ー
単

の
市

交
差
点

単

路

踏
そ
非

非

市

街

地

鯛 灘 緘 鯛 攪 鯛 鱗 '㈱
㈱

'窪
'
337
155

,
榴
芻

7
,
030 8

,
021 8

,
289 8

,
861 9

,
102 9

,
899 10

,
244 10

,
190 10

,
682 492 4

,
8

交 差 点 付 近 8
,
180 8

,
488 8

,
537 9

,
255 9

,
896 lo

,
054 lo

,
829 1l

,
462 12

,
268 806 7

･
0

交差点小計 15
,
210 16

,
509 16

,
826 18

,
116 18

,
998 19

,
953 21

,
073 21

,
652 22

,
950 1

,
298 6

.
O

ル

折
路

、

屈
単
計

ン
橋

ぎ

鮴

ト

力

一
単

単

路
釧
毅

霧
鱗

㈱議
猟

議
嶽

逮
輻

鐵
皺

'鐵
鰯

'瀦
潴

'趨
纖黎

而
癈
鯰

QJ
AU
庫生
り乙

.
･
･
.
･

約
乾
1
8

30
,
l32 30

,
784 31

,
586 繃 鰓 鯖 蝋 鰔 鱸 総

･
榔

踏 切
そ の 他 の 場 所

6
%

1
122

3
112

3
鼬

1
136

2
176

10
154

10
210

9
254

'
也
亀

,瑯
非 市 街 地 計 45

,
444 47

,
416 48

,
527 翔 攣 鱸 鰓 礪 鰄 嬬

･
濯

有
無

近

ル

折
路

切
所

屈
単
計

場
計

鸚

計
付
計
ネ

･

一言
旨

点
点

橋
ゞ

小

の

bn
LMP

小

窒
隆

ン

ラ
般
寄

ろ

点
内

′
ぬ
2

一

澱

篭

交
差

交
交
ト

カ

ー
単

の

交
差
点

単

路

踏
そ
合

市
街
地
･
非
市
街
地

蝋 鱗 鑓 鱗 総 鞠 鯛議 '瀦 範
燭

,
引
第

29
,
089 32

,
901 34

,
805 緘 鞠 鰍 駒 ㈱ 鰄 躍

,
僻

交 差 点 付 近 37
,
245 36

,
722 37

,
812 鞠 礪 纖 戦 鰕 章 碗 ,鯲

66
,
334 69

,
623 72

,
617 砺 鵺 緘 靴 '嬬 '鰊 '鰔

･
復

ル

折
路

ネ

屈
単
計

ン〆
轟

ト

カ

一
単

単

路
搬
鯛

嶺
鏡

潮
器

霧
霧

榔鱗 鷲
鱗

郷鱗 鰡讓 端
繃

“
褥

鰓

リム
にJ
AU
AU

.

･
･
.
･

ぬU
ワ‘
11
ワ‘

87
,
617 89

,
994 95

,
530

㈱鱗醐劇彌鱗 鰄
･
褶

踏 切
そ の 他 の 場 所

16
286

7
310

蜷
329

18
330

M
377

郎
486

芻
525

32
627

'
30
782

三

155
,湖

154
,
253 159

,
934 168

,
486

聯鱗黎勢牢㈱鰄
･
閖
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原
付
以
上
の
第
一
当
事
者
の
年
齢
別
発
生
件
数
を
、

免
許
保
有
者
人
ロ
ー
○
万
人
当
た
り
の
発
生
件
数
で
み

る
と
、
死
亡
･
重
傷
事
故
は
全
体
と
し
て
減
少
傾
向
で

あ
り
、
特
に
一
六
-
二
四
歳
の
年
齢
層
が
他
の
年
齢
層

と
比
較
し
て
高
く
な
っ
て
い
る
が
こ
の
と
こ
ろ
減
少
傾

向
が
顕
著
で
あ
る
。
一
方
、
軽
傷
事
故
を
み
る
と
全
て

の
年
齢
層
で
増
加
傾
向
に
あ
る
。

◎

法
令
違
反
別
に
み
た
特
徴

①

自
動
車
運
転
者
の
安
全
不
確
認
の
違
反
に
よ
る
事

故
が
増
加

平
成
一
○
年
中
の
原
付
以
上
の
運
転
者
が
起
こ
し
た
交

通
事
故
を
法
令
違
反
別
に
み
る
と
、
安
全
運
転
義
務
違
反

が
五
三
万
七
、
五
四
〇
件

(構
成
率
六
九
･
七
%
)
と
最

も
多
い
。
そ
の
中
で
も
、
安
全
不
確
認

(
一
九
万
九
、
九

九
八
件
、
構
成
率
二
五
･
九
%
)
と
脇
見
運
転

(
一
四
万

四
、
二
七
二
件
、
同
一
八
･
七
%
)
に
よ
る
事
故
が
突
出

し
て
い
る
(表
5
)
。

最
近
の
推
移
を
み
る
と
、
最
高
速
度
違
反
は
減
少
傾
向

(平
成
二
年
の
0
･
五
三
倍
)
に
あ
る
も
の
の
、
安
全
運

転
義
務
違
反
は
増
加
傾
向

(同
一
･
六
〇
倍
)
に
あ
る
。

②

危
険
認
知
速
度
別
で
は
低
速
は
増
加
、
高
速
は
減

少
原
付
以
上
の
車
両
が
第
一
当
事
者
と
な
っ
た
交
通
事
故

を
危
険
認
知
速
度

(運
転
者
が
危
険
を
認
知
し
た
時
点
の

速
度
)
別
に
み
る
と
、
即
畑
/
時
以
下
の
速
度
が
著
し
く
、

祖
如
/
時
以
上
の
高
速
時
の
減
少
が
顕
著
で
あ
る
。

表 3 出合頭衝突事故の地形別 ･道路形状別事故件数

地
形

年
道路形状

戦
婢

年リリ 年 年に･J 年AV 年 年RY 年 10年
増減数 構成率増減数 構成率

有
無

近

ル

折
路

切
所

屈
単

計

場
計

機
機
計
付
計
ト

号
愕
ー

款
州
え

喬

ト

リ

彪隔
腹
胴
ト
与
点
ン
オ
ブ
没
ん

‘
地

点
内

′
差
差

一
蒄

路

他

交
差

交

交

ト

カ

ー
単

の
街

交
差
点

単

路

踏
そ
市

折
り

豪胆

市

盆

j

飜 癜螂 幼鱗 鰔臓 鰡鰺 鯰鰄 硼鰡 勉励 鰡彰 議 搦
120

,
104 125

,
072 133

,
265 139

,
759 139

,
746 140

,
577 143

,
216 143

,
953 146

,
753 2

,
800 68

.
0

交 差 点 付 近 1
,
784 1

,
838 l

,
816 l

,
837 1

,
824 1

,
669 1

,
677 1

,
945 2

,
102 157 1

･
0

121
,
888 126

,
910 135

,
08l 141

,
596 14L 570 142

,
246 144

,
893 l45

,
898 148

,
855 2

,
957 68

.
9

ル

折
路

、

屈
単

計

橋
ゞ

小

ン

フ
役

′

一
蒄

路

ト

カ

一
単

単

路

“
滋

0
“

満

0
0

遼
,

遂
“
遼

0
“

遂

“
“

遷

“
“
遼

“
“

逐

2
悉
第
312

⑪
凹
肛
M

9
,
637 9

,
980 10

,
622 11

,
295 11

,
48l l1

,
444 11

,
782 11

,
770 12

,
101 331 5

.
6

踏 切
そ の 他 の 場 所

2
258

0
れ

ー
273

ー
363

3
358

3
381

2
483

5
590

2
㈱

3
69

卸
鯛

l31
,
785 137

,
161 145

,
977 153

,
255 153

,
412 154

,
074 157

,
l60 l58

,
263 161

,
617 3

,
354 74

.
8

有
無

近

ル

折
路

切
所

屈
単
計

場
計

機
機

十

付
十

･

号
号

誘
導

語
ネ
r

-呂
旨

点
門

橋
ブ
:
小

の
地

自
転
=

小
圭
席
ン

フ
受

点
内

′
義
差

一
舟

路

他
街

交
差

交

交

ト

カ

ー
単

の
市

交
差
点

単

路

踏
そ
非

非

市

街

地

鯛 皺 綴 礎 鰡 繃鷄 纖 器 緘 鵺
鱒 総

41
,
619 43

,
374 45

,
3l1 47

,
333 47

,
698 48

,
247 48

,
766 49

,
388 49

,
575 187 23

.
O

交 差 点 付 近 432 449 464 4l8 462 380 361 425 475 50 0
.
2

42
,
051 43

,
823 45

,
775 47

,
751 48

,
160 48

,
627 49

,
127 49

,
813 50

,
050 237 23

.
2

ル

折
路

、

屈
単
計

橋
ぶ

小

ン

フ
崑受

,

一
舟
路

ト

力

一
単

単

路

0
,

湖
み
湖

0
0

遷

0
0

湖
8

湖
き
鸚
鵡

,
“

遂
8

灘
,
“

報

也
也
6

118

側
伽
坦
野

3
,
580 3

,
537 3

,
733 洲 総 繊 翁 鰡 紬 107 蜷

踏 切
そ の 他 の 場 所

1
醇

2
120

1
156

0
152

0
凱

0
218

0
255

2
第

0
316

藝
邱

側
館

45
,
751 47

,
482 49

,
665 臓 轆 彌 鰯 蹴 鱗 卿 捌

有
無

近

ル

折
路

切
所

屈
単

計

場
計

機
構
十
付
f

-

号
号
言
確

言

ネ
ト

･

-目
言

点
点

橋
ブ
,
を

の

=朝
日
P

小
室

藝

ン

ラ
般
路

監

点
内

′
き
箒

一

角

交
差

交
交
ト

カ

ー
単

の

交
差
点

単

路

踏
そ
合

市
街
地
･
非
市
街
地

繍鯛 ●廓 総鱗 蹴幼灘綸廓遷鰡鞠 硼酵 礬 畿
16上723 168

,
446 178

,
576

臟鰍翠鰡鰍廓 獅 螂
交 差 点 付 近 2

,
216 2

,
287 2

,
280 勢 芻 猯 郷 幼 勾 207 乾

163
,
939 170

,
733 180

,
856

鰡蹴廓勃鰍螂 捌 翔
ル

折
路

ネ

屈
単

計

橋
ゞ

ン

フ
般

路

一

ト

カ

一
単

単

路

“
“

遼
き
硼

0
0

歳
ぬ
逐

,
“

遷
ば
遂

“
“
遼

“
“

遼

“
“

釧

お
も
"
㈱

側
側
儼
ね

13
,
217 13

,
517 14

,
355 硼 鰍 臟 臘 駝 ● 438 覆

踏 切
そ の 他 の 場 所

3
377

2
391

2
429

1
515

3
549

3
599

2
738

7
838

2
975

馬
蹄

鱒
髄

177
,
536 184

,
643 195

,
642

* 飜鰊鯖箏牢 洲 ◎

イ6 道行セ 99,3



(件)

600,000

･
鴬-自家用普乗

500,000

[十一自家用乗用

400･000

-◇‐自家用貨物享

300,000

200.000

"00･000

2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

図 1 第 1当事者別交通事故件数の推移

表 4 第 1当事者別交通事故件数
年

当事者種別
平成

2年
3年 4年 5年 6 年 7年 8年 9年 lo年

増減数 増減率増減数 増減率

自

家

用

乗

用

ノゞ ス 182 196 185 173 169 119 122 123 109 ‐14 ‐11.4
マ イ ク ロ 546 538 569 608 571 689 654 661 662 1 0 .2
普 通 326 ,747 343 ,072 364,382 384,920 387 ,614 408 006 418 ,330 426 ,531 446,189 19 ,658 4 .6
軽 自 動 車 16 ,951 24 ,065 30 ,939 36 ,963 40 ,854 46 ,500 52 ,755 58 ,475 65,994 7 ,519 12 .9
乗用車計 344,426 367 ,871 396,075 422 ,664 429 ,208 455 ,314 471,861 485 ,790 512,954 27 ,164 5 .6

貨

物

政 令 大 型 1,805 1,851 1,833 1,767 2 ,073 2 ,576 2 ,437 2 ,325 2 ,109 ‐216 ‐9.3
大 1,535 1 ,650 1,601 丸567 1,806 1,748 1,694 1,722 1,487 -235 ‐13,6
トレーフー 448 377 362 373 364 249 248 275 270 ‐5 ‐1.8
普 通 69 ,219 69,864 70,864 74,033 74 ,667 77,977 76 ,254 74 ,741 73,714 ‐1,027 ‐1.4
軽 自 動車 81 ,525 78,033 77,016 77,837 74 ,767 74 ,725 72 ,230 69斗54 67,765 ‐1,389 ‐2.O
貨物車計 154 ,532 151,740 15L 676 155,577 153 ,677 157,275 152 ,863 148,217 145,345 ‐2,872 ‐1.9

自 家 用 計･ 498 ,958 519 ,611 547,751 578,241 582 ,885 612 ,589 624 ,724 634,007 658,299 24 ,292 3 .8

乗

用

ノゞ ス 2 2 72 2 ,3l7 2 ,418 2 ,550 2 ,684 2 ,534 2 ,524 2,497 2,536 39 1 .6
マ イ ク ロ 50 33 53 43 51 155 193 227 269 42 18 .5
普 通 16 ,609 16 ,054 16,208 16 ,881 17 ,931 18 ,756 18 ,763 19 ,776 20 ,872 L O96 5 .5
乗用車計 18 ,931 18 ,404 18 679 19 ,474 20 ,666 21,445 21,480 22 ,500 23 ,677 1 '177 5 .2

貨

物

政 令 大 型 3,938 3 ,896 3 ,720 3,919 4 ,548 5 ,509 5 ,406 5 ,402 5,619 217 4 ,O
大 3 ,398 3 ,296 3 ,352 3,389 3 ,560 3 ,466 3,578 3 ,695 3,404 ‐291 ‐7.9
トレーフー 1,333 1,361 上420 1,387 1,550 上797 1,822 上902 1,800 ‐102 ‐5.4
普 通 15 ,299 14 ,843 15,202 15 ,563 16,456 17,068 17,296 17 ,454 17,263 ‐191 ‐1･1
軽 自 動 車 2 ,129 2 ,009 2,066 2 ,108 2,261 2 ,552 2,665 3 ,027 3,037 10 0 ,3
貨物車計 26,097 25 ,405 25,760 26 ,366 28 ,375 30 ,392 30 ,767 31,480 31,123 ‐357 ‐1･l

事 業 用言十 45,028 43 ,809 44,439 45 ,840 49 ,041 5上837 52 ,247 53 ,980 54,800 820 1.5
117 18 6 18 4 20 23 19 42 23 121.1

農耕‘同業用 215 228 253 212 266 217 194 213 216 3 1.4
大 型 233 235 268 275 302 327 396 297 276 ‐21 ‐7･1
小 型 148 155 126 151 147 182 191 171 202 31 18 .1
特殊車計 596 618 647 638 715 726 781 681 694 13 1.9

544 ,699 564,056 592 ,843 624,737 632 ,645 665,172 677,775 688 ,687 713 ,835 25,148 3 .7

目
小 型 一 輪 6,315 5,731 6,192 6,197 7 ,074 7,307 7,366 7,157 6 ,976 ‐181 ‐2.5
軽 一 輪 7 ,429 7,188 7,383 6,517 6 ,364 6 ,018 5 ,576 4,956 4 ,678 ‐278 ‐5.6
二種原付 4 ,776 4,674 4,798 4 863 4 ,863 5 ,289 5,060 5 ,033 5-023 ‐10 ‐0.2
目 一 計 18 ,520 17,593 18 ,373 17,577 18 301 18 ,614 18 ,002 17 ,146 16 ,677 ‐469 ‐2.7

原 付 38 ,245 38 ,796 39 ,904 39 ,143 38 ,704 39 ,901 39 ,411 40 ,474 40 ,514 40 0 ･1
一輪車計 56 ,765 56 ,389 58,277 56 ,720 57 ,005 58 ,515 57 ,413 57 ,620 57 ,191 ‐429 ‐0 ･7

601 ,464 620 ,445 651,120 681,457 689 ,650 723 ,687 735,188 746 ,307 771,026 24 .719 3.3
24 ,353 24,611 27,127 26,500 25,229 24 ,527 23,404 22 ,540 21,498 ‐1,042 ‐4.6

そ の 他 の 車 両 38 31 47 34 41 36 31 37 27 ‐lo ‐27.O
歩 行 者 14 ,641 14 ,572 14,319 13 ,733 11,697 10 ,856 9,333 8 ,054 6 ,949 ‐1,105 ‐13.7
不 明 2 ,601 2 ,729 2,732 2 ,951 2 ,840 2 ,683 3,126 3 ,461 4 ,378 917 26 .5

計‐ 643,097 662 ,388 695,345 724 ,675 729 ,457 761,789 77上084 780 ,399 803,878 23 ,479 3 .O
主 1 こ乙 3年までの政令大型の数値は、

増減数は、 前年との比較である。
る。
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表 5 自動車等 (原付以上) 運転者の違反別交通事故件数の推移 (第 1当事者)
平成

2年
3 4-む 4年 5 qむ 6≦fれ 7年 8年 9年 10年

増減数 増減率増減数 増減率
信 号 無 視 25 ,159 26,314 27 ,543 29,045 28 ,773 29 ,760 30 ,020 3Q 285 30 ,545 260 0.9
通行区分違反 10,169 10,175 10 ,468 10,435 9,213 9 ,541 8 ,932 8,562 8 ,035 ‐527 -6.2
最高速度違 反 14,675 15 ,508 15 ,049 13,449 11,933 10 ,806 9 ,035 7,774 7 ,826 52 0 7
横断 ･転回違反 12,584 1L 936 12 ,144 11,322 10 ,316 8 ,570 7,670 7'177 6 ,486 ‐691 -9 .6
車間距離不保持 6,958 7,337 8 ,510 7,153 7 ,079 6 ,729 6 ,388 5,102 5 ,916 814 16 .O
追い越 し違 反 6,799 6江48 6 ,233 5,617 5 ,496 4 ,950 4 ,428 4,282 3 ,801 ‐481 -11,2

踏 切 不 停 止 171 147 161 153 136 119 123 115 l07 -8 ‐7･0
右 折 違 反 8 ,296 8,028 8 ,279 7,646 6 ,734 7 ,426 6 ,358 5,812 5 ,917 105 1.8
左 折 違 反 10 ,629 9,668 10 ,095 9,093 8 ,702 9 ,107 8 ,262 7,538 7 ,339 ‐199 -2 .6
優先通行妨 害 30,611 28,946 30 ,543 29,795 28 ,059 26 ,425 23 ,006 21,373 20 ,311 ‐1,062 ‐5.O
交差点安全進行 33,056 34,070 35 ,469 36,344 36,413 37 ,977 35 ,535 37,222 38 ,725 1,503 4,O
歩 行者妨害等 16,767 17,230 17 ,673 17,632 15 ,906 16 ,059 16 ,030 15,425 15 ,442 l7 0 ･1
徐 行 違 反 19 ,899 20,322 20 ,965 20,630 20 ,403 20 ,812 20 ,733 20 ,243 20 ,077 ‐166 ‐0.8
一 時 不 停 止 45,344 47,485 48 ,862 49,569 48 ,830 49 ,496 48 ,056 46 ,057 45 ,160 -897 ‐1.9
整 備 不 良 285 253 225 272 253 237 188 158 147 ‐11 ‐7･0
酒 酷をも･ 運 転 3 ,092 2,939 2 ,609 2,255 1,958 1,664 1,358 1'171 1･101 ‐70 ‐6.O
過 労 等 運 転 1,951 1 7 20 上471 1,246 1,220 1,055 919 818 803 ‐15 ‐1.8

室臟癰警隻
運 脇 見 運 転
繋 動静不注視
務 安全不確認

漫 安 全 速 度
そ の 他

小 計

28 ,817 31,361 32 ,840 36,921 38 ,993 41,889 45 ,141 45,204 49 ,578 4 ,374 9 .7
漫 然 運 転 34,957 35 259 37 ,543 40,741 41,728 44 ,071 43 ,148 44,124 45 ,668 上544 3 .5
脇 見 運 転 103,471 108,518 11硯369 122,055 126 ,417 135 ,920 138 ,531 141,308 144 ,272 2,964 2 .1
重力前不注視 44,681 46,375 49 ,368 54,065 56 ,5l6 60 ,065 64 ,509 69 ,540 75 ,126 5,586 8 .O
安全不確認 103,821 1l1,433 l19 ,920 134,196 143 ,313 158 ,029 174 ,820 187,790 199 ,998 12,208 6 .5
安 全 速 度 12,185 12江87 11,325 11,738 12 ,786 15,967 17,453 15 ,813 15 ,361 ‐452 ‐2,9
そ の 他 7,787 8,505 10 ,047 10 ,703 9 ,706 7 ,615 7 ,384 7,503 7 ,537 34 0 .5

335 ,719 353,638 375 ,412 410 ,419 429 ,459 463 ,556 490 ,986 5l1 2 82 537 ,540 26,258 5 .1
その 他の違 反 18,838 18,223 18 ,945 18 ,758 18 ,195 18 ,400 16 ,244 15 ,150 14 ,898 ‐252 ‐1･7
違 反 不 明 462 358 464 624 542 998 917 761 850 89 11 ･7

計‐ 601,464 620,445 651,120 681,457 689 ,650 723,687 735,188 746 ,307 771,026 24,719 3 ,3
注 :増減数、 増減率は前年との比較である。

(件)

16,000

H -000

交 12,

通 ー0,

事
8,

故

件 6,

数 一,

を ま ぜ
2,

2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9 年 lo年

1口その他の違反囲信号無視趙駐車車両直前直後横断口走行車両直前直後横断口飛び出しl

図 2 歩行者 (第 1当事者) の違反別交通事故件数の推移
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③

歩
行
者
が
原
因
の
事
故
は
減
少

歩
行
者
が
第
一
当
事
者
と
な
っ
た
交
通
事
故
は
総
じ
て

減
少
し
て
お
り
、法
令
違
反
別
に
み
る
と
、特
に
駐
車
車
両

の
直
前
直
後
横
断
(平
成
二
年
の
○
･三
五
倍
)、走
行
車
両

の
直
前
直
後
横
断
(同
○
･四
〇
倍
)、
飛
び
出
し
(同
0
･

四
七
倍
)
等
の
減
少
が
顕
著
で
あ
る

(図
2
、
表
6
)。

四

交
通
事
故
死
傷
者
の
特
徴

○

自
動
車
乗
車
中
の
軽
傷
者
が
一
貫
し
て
増
加

状
態
別
死
傷
者
を
死
亡
･
重
傷
と
軽
傷
に
分
け
て
み
る

と
、
死
亡
･
重
傷
者
は
全
体
的
に
減
少
傾
向
を
み
せ
て
お

り
、
中
で
も
自
動
二
輪
車
乗
車
中
と
歩
行
中
の
減
少
が
顕

著
で
あ
る
。
一
方
、
軽
傷
者
は
、
自
動
二
輪
車
乗
車
中
で

減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
自
動
車
乗
車
中

(平
成
二
年

の
一
･
四
一
倍
)、
自
転
車
乗
車
中

(平
成
二
年
の
一
･三

四
倍
)
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。

②

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
非
着
用
死
傷
者
の
構
成
率
は
減
少
傾

向
自
動
車
乗
車
中
死
傷
者
を
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
の
有
無

別
に
み
る
と
、
死
亡
･
重
傷
者
は
、
平
成
五
年
か
ら
着
用

者
の
割
合
が
増
加
し
、
平
成
八
年
以
降
五
0
%
を
超
え
、

増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
軽
傷
者
は
非
着
用
者

に
比
べ
て
着
用
負
傷
者
が
多
く
、
着
用
負
傷
者
は
自
動
車

乗
車
中
死
傷
者
の
八
0
･
○
%
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
構

成
率
は
平
成
五
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る

(図
3
)。

表 6 歩行者の違反別交通事故件数 (第 1当事者) の推移

年
違 反 年

成

2
平

年 年 年 年 年ワ‘ 年 年QJ 10年
増減数 増減率増減数 増減率

信 号 無 視 1
,
997･ 2

,
111 2

,
094 2

,
092 1

,
771 l

,
755 1

,
563 1

,
394 1

,
205 ‐189 ‐13,

6

区
分

通
行

左 側 通 行 24 26 27 24 34 32 14 9 10 1 11 1
車 道 通 行 84 86 93 75 61 52 61 64 55 ‐9 ‐l4.

l
そ の 他 9 5 8 7 7 5 9 10 11 l lo

.
0

横
断
違
反

横 断 歩 道 意 外 664 7l6 752 834 648 674 543 462 473 1l 2
.
4

斜 め 横 断 336 229 293 275 241 l96 191 l39 115 ‐24 ‐17.
3

駐車車両の直前後 2
,
544 2

,
411 2

,
264 2

,
036 1

,
723 1

,
675 1

,
321 1

,
131 887 -244 ‐21.

6
走行車両の直前後 2

,
261 2

,
202 2 4 62 2

,
031 上695 1

,
522 1

,
250 1

,
071 9l5 ‐156 ‐14,

6
横 断 禁 止 場 所 738 701 648 640 626 587 522 460 391 儲 即幼 児 の ひ と り 歩 き 357 340 331 365 291 268 266 187 207 20 鰍踏 切 不 注 意 39 37 43 俎 31 19 22 " 12 う 獺酩 酊 徘 徊 345 302 292 269 222 郷 螂 127 128 11 鯛

路 上 遊 戯 398 384 350 308 263 224 199 脇 104 槻 榔路 上 作 業 36 33 45 お 潴 靴 39 卸 第 性 榔飛 び 出 し 4
,
640 4

,
759 4

,
734 榔 競 細 鰓 蘂 郷 期 癩そ の 他 の 違 反 167 167 181 178 150 161 213 191 郷 27 蛆不 明 2 2 2 リム イ畦 庫生 ぬU AU 自生 易 榔合 計 14

,
641 14

,
572 14

,
319 蹴 臓 螂 廓 纖 硼榔 癩

囮 不明 "囮シート勺ルトラE着用
‘□シートベルト着用

56.9

8年

　

　1

3　

年

楡

9

道

年フ
,

図 3 シートベルト着用有無別 自動車乗車中死亡 ･重傷者数の推移

41 240,741,6

死

傷

者

数

0

0

0

0

0

0

0

0

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　　

　　

　

　

(文
責

編
集
部
)

57.4 548

50.844.3

6年



新
都
市
像
(新
都
市
イ
メ
ー
ジ
図
)
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
▼に

つ
い
て

へ
答
申
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
国
民
合

意
形
成
の
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
諸
事
情
に
配
慮

し
、
東
京
都
と
の
比
較
考
量
を
通
じ
て
、
移
転
を
決

定
す
る
場
合
に
は
国
会
に
お
い
て
移
転
先
に
つ
い
て

総
理
府
国
会
等
移
転
審
議
会
事
務
局

別
に
法
律
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

三

新
都
市
イ
メ
ー
ジ
図
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
概
要

の

ね
ら
い

国
会
等
移
転
審
議
会
に
お
い
て
は
、
新
都
市
の
姿

を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
候
補
地
選
定
の
作
業
を
進
め
、

国
民
的
な
議
論
を
高
め
る
た
め
、
移
転
先
の
新
都
市

像
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
、
昨
年
四
月
に
公
表
し
た
中
間
と
り
ま
と
め

に
対
し
て
、
国
民
や
専
門
家
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見

を
踏
ま
え
、
イ
メ
ー
ジ
図
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に

内
容
の
充
実
を
図
り
、
平
成
三

年
一
月
に
新
都
市

像

(新
都
市
イ
メ
ー
ジ
図
)
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
作

成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
広
く
国
民
の
皆
様
に
御
覧

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
首
都
機

能
移
転
に
対
す
る
国
民
的
な
議
論
が
高
ま
り
、
よ
り

一
層
理
解
が
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

②

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
ポ
イ
ン
ト

○
臨
場
感
の
高
い
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
等
を
駆
使
す
る
な
ど
様
々

5 0 道々テセ 99.3

一
は
じ
め
に

国
会
等
移
転
審
議
会
で
は
、
①
国
政
全
般
の
改
革

の
促
進
、
②
東
京
一
極
集
中
の
是
正
、
③
国
土
の
災

害
対
応
力
の
強
化
を
図
る
首
都
機
能
移
転
に
つ
い
て
、

移
転
先
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
を
選
定
す
る
作
業
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
首
都
機
能
移
転
と
は
国
会
並
び

に
行
政
及
び
司
法
に
関
す
る
機
能
の
う
ち
、
中
枢
的

な
も
の
を
東
京
圏
以
外
の
地
域
に
移
す
こ
と
で
、
｢国

会
等
の
移
転
｣
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

分
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
国
会
や
衆
議
院
･
参
議

院
の
事
務
局
、
内
閣
や
政
府
の
中
枢
機
能
、
最
高
裁

判
所
を
移
転
す
る
こ
と
で
す
。

三

首
都
機
能
移
転
の
経
緯
･ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

平
成
二
年
に
国
会
決
議
が
行
わ
れ
て
以
降
、
議
員

立
法
の

｢国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
｣
に
基
づ

い
て
、
各
方
面
で
本
格
的
な
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

特
に
平
成
七
年
に
は
、
移
転
の
意
義
･
効
果
や
移

転
先
の
選
定
基
準
等
に
関
し
詳
細
な
と
り
ま
と
め
が

行
わ
れ
、
現
在
は
国
会
等
移
転
審
議
会

(総
理
の
諮

問
機
関
"
森
亘
会
長
)
で
移
転
先
に
ふ
さ
わ
し
い
地

域
を
選
定
す
る
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
2
年
11
月

衆
参
両
院
に
よ
る

｢国
会
等
の
移
転
に
関
す
る

決
議
｣

平
成
4
年
12
月

議
員
立
法
に
よ
り

｢国
会
等
の
移
転
に
関
す
る

法
律
｣
制
定

平
成
5
年
4
月

国
会
等
移
転
調
査
会
の
発
足

へ移
転
の
意
義
･

効
果
、
移
転
先
の
選
定
基
準
を
検
討
〉

平
成
7
年
12
月

同
調
査
会
の
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告

平
成
8
年
12
月

国
会
等
移
転
審
議
会
の
発
足

へ移
転
先
の
候
補

地
に
つ
い
て
調
査
審
議
中
〉

今
後
は
移
転
先
の
選
定
基
準
を
踏
ま
え
、
国
会
等

移
転
審
議
会
が
候
補
地
を
選
定
し
、
内
閣
総
理
大
臣



な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

○
新
都
市
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
明
ら
か
に

示
す
た
め
、
四
つ
の
基
本
的
コ
ン
セ
プ
ト
を
設

定
し
、
デ
ー
タ
等
を
示
し
つ
つ
、
イ
メ
ー
ジ
図

の
解
説
を
つ
け
て
い
ま
す
。

｢国
民
や
世
界
に
開
か
れ
た
政
治
･
行
政
｣

｢に
ぎ
わ
い
と
文
化
の
香
り
｣

｢
や
さ
し
さ
に
満
ち
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
｣

｢自
然
環
境
と
の
共
生
｣

○
首
都
機
能
都
市
と
し
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、

新
都
市
づ
く
り
の
基
本
的
な
考
え
方
な
ど
も
合

わ
せ
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

③

新
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
図
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
描
か
れ
て
い
る
新
都

市
イ
メ
ー
ジ
図
の
一
部
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

図
1
の
イ
メ
ー
ジ
図
は
山
の
彼
方
か
ら
春
の

朝
日
が
立
ち
上
る
新
都
市
の
鳥
轍
図
で
す
。
日

本
的
な
原
風
景
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
未
来
に
語

り
か
け
、
共
生
し
て
い
く
新
都
市
の
イ
メ
ー
ジ

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

滋
つ　

　
鰹

国
まれた

M
図

図
2
は
新
し
い
国
会
議
事
堂
前
の
イ
メ
ー
ジ

図
で
す
。
"国

民
に
開
か
れ
を
政
治
･行
政
"
の

シ
ン
ボ
ル
に
愚
さ
わ
し
く
、
威
圧
感
の
あ
る
外

観
を
避
け
、
国
民
が
親
し
み
や
す
さ
や
解
放
感

を
抱
け
る
デ
ザ
イ
ン
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

図 3 ゆたかな緑につつまれた
住宅街区

図
3
は
緑
と
水
に
つ
つ
ま
れ
を
住
宅
街
区
の

イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。
集
合
住
宅
と
戸
建
住
宅
が

混
在
し
左
、
ゆ
定
か
な
緑
に
つ
つ
ま
れ
を
住
宅

街
は
ゆ
と
り
と
う
る
お
い
に
満
ち
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、

首
都
機
能
移
転
に
関
し
て
、
新
時
代
の
国
家
像
、
社

会
像
、
価
値
観
を
リ
ー
ド
し
、
環
境
･
都
市
･
情
報

な
ど
の
各
種
技
術
、
生
活
様
式
な
ど
を
開
発
･
創
造

す
る
新
都
市
に
つ
い
て
、
そ
の
新
都
市
の
理
念
が
多

彩
な
イ
メ
ー
ジ
図
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

四

問
い
合
わ
せ
等

今
回
作
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
図
は
全
部
で
二
五
枚
あ

り
、
こ
れ
ら
は
首
都
機
能
移
転
に
関
す
る
色
々
な
情

報
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
(ア
ド

レ
ス

"
耳
汀

""
"
｣"
〆ミ
ロ
言
ね
o
'き
＼
Q
P
扇
げ
ミ
自
分
〆
耳
B
)
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
ま
た
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
希

望
の
方
は
、
二
四
〇
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒

(A
4
サ
イ
ズ
が
入
る
も
の
)
に
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名
を
ご
記
入
の
上
、
次
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お

送
り
下
さ
い
。

さ
ら
に
今
回
作
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
図
や
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
に
対
す
る
ご
意
見
･
ご
感
想
も
郵
送
、
F
A
X

に
て
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
是
非
、
国
会
等
移
転

審
議
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
下
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

国
会
等
移
転
審
議
会
事
務
局
担
当
“岡
、
日
置

〒
一
〇
0
-
八
九
七
二

千
代
田
区
霞
が
関
一
ー
ニ
ー
二

T
E
L

0
三
-
三
五
九
三
-
三
三

-
-

(内
線
七
六
七
八
、
七
六
七
五
)

F
A
X

0
三
-
三
五
0
-
-
五
四
八
一
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“卿
月
･
日

世

界

の

動

き

○
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会

(I
O
C
)
の
臨
時
理
事
会
が
、

二
〇
〇
二
年
の
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
シ
テ
ィ
冬
季
五
輪
招
致
で
買
収
疑

惑
の
あ
る
一
四
委
員

(う
ち
一
人
は
死
亡
)
の
う
ち
六
委
員
を
追

放
す
る
な
ど
の
処
分
案
を
決
定
。
三
月
の
臨
時
総
会
で
正
式
決
定
。

○
自
動
車
大
手
メ
ー
カ
ー
で
世
界
二
位
の
米
フ
ォ
ー
ド
が
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
で
世
界
一
六
位
の
ボ
ル
ボ
の
乗
用

車
部
門
を
約
六
四
億
五
、
○
○
0
万
ド
ル
(約
七
、
四
八
〇
億
円
)

で
買
収
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

○
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
が
、
二
0
○
○
会
計
年
度

(九
九
年
一

〇
月
-
二
0
○
○
年
九
月
)
の
予
算
教
書
を
発
表
。
歳
入
は
前
年

度
比
四
･
三
%
増
の
一
兆
八
、
八
三
〇
億
ド
ル
、
歳
出
は
同
二
･

三
%
増
の
一
兆
七
、
六
六
〇
億
ド
ル
で
、
財
政
収
支
は
一
、
一
七

〇
億
ド
ル
の
黒
字
を
予
想
し
て
い
る
。

○
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
に
対
す
る
弾
劾
裁
判
は
、
上
院
で
偽
証

と
司
法
妨
害
の
訴
追
二
項
目
に
つ
い
て
採
決
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ

も
無
罪
が
確
定
。

○
米
商
務
省
発
表
の
貿
易
統
計
に
よ
る
と
、
九
八
年
一
年
間
の
貿

易
赤
字
は
、
前
年
よ
り
五
三
･
0
%
増
の
一
、
六
八
五
億
九
、
0

0
0
万
ド
ル
に
の
ぼ
り
、
過
去
最
高
を
記
録
。

○
主
要
七
カ
国
蔵
相
･
中
央
銀
行
総
裁
会
議

(G
7
)
が
、
ド
イ

ツ
の
ボ
ン
で
開
か
れ
、
成
長
政
策
の
重
要
性
を
確
認
す
る
な
ど
の

共
同
声
明
を
採
決
し
て
閉
幕
。
日
本
は
総
合
的
な
景
気
対
策
を
説

明
、
九
九
年
度
の
○
･
五
%
成
長
実
現
を
公
約
し
た
。

事

項

纖
月
･
日

国

内

の

動

き

○
政
府
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部

(本
部
長
、
小
渕
首
相
)

が

｢中
央
省
庁
等
改
革
大
綱
｣
を
決
定
。
現
在
の
一
府
二
一
省
庁

を
一
府
三
一省
庁
に
変
え
る
法
案
な
ど
の
概
要
を
示
し
た
も
の
で
、

四
月
に
関
連
法
案
を
国
会
に
提
出
の
方
針
。

○
日
本
自
動
車
工
業
会
の
発
表
に
よ
る
と
、
九
八
年
の
国
内
自
動

車
メ
ー
カ
ー
一
一
社
の
生
産
台
数
は
一
、
0
0
四
万
九
、
七
九
二

台
で
、
前
年
比
八
･
四
%
減
。
前
年
を
下
回
っ
た
の
は
三
年
ぶ
り
。

特
に
ト
ラ
ッ
ク
は
二
0
･
0
%
の
落
ち
込
み
で
、
四
年
連
続
の
マ

イ
ナ
ス
。

○
政
府
が
閣
議
で

｢生
活
空
間
倍
増
戦
略
プ
ラ
ン
｣
と

｢産
業
再

生
計
画
｣
を
決
定
。
生
活
空
間
倍
増
プ
ラ
ン
は
住
宅
の
一
人
当
た

り
の
床
面
積
を
欧
州
レ
ベ
ル
に
拡
大
す
る
な
ど
が
目
標
。

○
日
本
銀
行
が
短
期
金
融
市
場
の
金
利
誘
導
目
標
に
つ
い
て
当
初

○
･
一
五
%
前
後
を
目
標
に
引
き
下
げ
、
そ
の
後
も
さ
ら
に
下
げ

て
い
く
と
の
意
向
を
表
明
。
長
期
金
利
の
上
昇
を
食
い
止
め
る
た

め
。

○
大
蔵
省
発
表
の
九
八
年
の
国
際
収
支
統
計
に
よ
る
と
、
経
営
収

支
の
黒
字
額
は
前
年
比
三
八
･
七
%
増
の
一
五
兆
八
、
六
〇
八
億

円
で
過
去
最
高
。

○
宮
沢
圭
三
蔵
相
が
三
月
発
行
予
定
の
一
〇
年
物
長
期
国
債
の
一

部
を
中
期
国
債
に
振
り
替
え
る
と
と
も
に
、
資
金
運
用
部
に
よ
る

国
債
の
買
い
入
れ
を
二
-
三
月
に
は
再
開
す
る
方
針
を
発
表
。
長

期
国
債
の
相
場
の
下
落
を
防
ぐ
な
ど
が
狙
い
。

事

項

刻鰄
月
･
日

道

路

行

政

の

動

き

○
渥
美
半
島
と
志
摩
半
島
を
結
ぶ
伊
勢
湾
ロ
道
路
の
整
備
効
果
を

考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
名
古
屋
市
内
の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た
。

0
I
T
S
の
本
格
的
な
実
用
化
に
向
け
、
道
路
局
長
の
私
的
諮
問

機
関
と
な
る
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
推
進
会
議
が
開
か
れ
た
。
六
月
を

目
途
に
実
用
化
に
向
け
た
提
言
を
ま
と
め
る
予
定
。

○
北
陸
自
動
車
道
上
越
I
C
-
朝
日
I
C

(延
長
五
○
･
四
如
)

の
四
車
線
化
に
伴
う
春
日
山
ト
ン
ネ
ル
が
貫
通
。

事

項
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古
今
東
西
、
戦
争
に
な
る
と
真
先
き
に
橋
が
破
壊

さ
れ
る
。
水
面
を
ワ
タ
ル
こ
と
が
如
何
に
大
変
な
こ

と
か
、
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
川
を
ワ
タ
ル
に

は
い
ろ
ノ
＼
な
方
法
が
考
え
ら
れ
、
同
時
に
そ
れ
に

相
応
し
い
文
字
が
作
ら
れ
た
。
特
に
象
形
文
字
の
場

合
は
、
見
た
だ
け
で
内
容
が
理
解
で
き
る
か
ら
便
利

で
あ
る
。
浅
い
川
な
ら
歩
い
て
ワ
タ
ル
。
こ
の
場
合

さ･･字
い

し上う

しょうが
い

は
ジ
と
歩
く
の
合
字
渉
を
使
う
。
渉
外
と
い
う
軌
盪
中

は
外
部
と
連
絡
す
る
こ
と
だ
が
、
乗
物
な
ど
を
使
わ

ず
に
歩
い
て
相
手
先
を
訪
ね
た
と
き
の
言
葉
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
道
具
を
使

っ
て
ワ
タ
ル
の
は
ジ
と
度
の

合
字
渡
を
使
う
。
度
は
度
量
衡
な
ど
と
い
う
よ
う
に

道
具
の
こ
と
で
、
舟
を
使
え
ば
渡
舟

(船
)
に
な
る

し
、
馬
な
ど
を
道
具
と
み
て
こ
れ
で
ワ
タ
れ
ば
渡
河

に
な
る
。
渡
船
を
表
し
た
文
字
は
も
う
一
つ
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
が
亙
と
い
う
。
こ
の
字
は
二

と
句

(舟
の
象
形
)
の
合
字
亙
で
、
二
は
両
岸
に
あ

る
乗
船
施
設
を
表
す
と
考
え
る
。
従
っ
て
亙
は
両
岸

の
間
を
常
時
往
来
す
る
渡
船
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
ゞ
こ
の
字
に
は
ジ
が
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
理
由
ば

か
り
で
は
な
い
が
、
亙
の
字
が
常
時
運
行
す
る
渡
船

の
象
形
化
だ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
常
に
と
い
う
意
味

りっしんべん

に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
心
を
意
味
す
る
小
を

を
つ
け
た
恆
は
、
｢心
変
ら
ず
常
な
る
こ
と
｣
と
い
う

観
念
的
な
語
に
な
る
。
亙
の
類
似
に
亘
が
あ
る
。
亘

に

か
い

に

は
二
と
回
と
の
合
字
亘
で
二
を
上
と
下
に
あ
る
も
の

と
み
、
そ
の
二
つ
の
も
の
･
間
を
め
ぐ
っ
て
物
を
モ

ト
メ
ル
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
亙
と
亘
は
も
と
/
＼

意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。
漢
和
辞
典
は

｢亙
を
俗
に

せ
ん

こう

亘
と
書
け
ど
亘
と
混
ず
る
が
故
に
亙
を
書
く
を
よ
し

と
す
る
｣
と
注
意
し
て
い
る
。
が
、
当
用
漢
字
音
訓

表
で
は
恒
と

(恆
)
を
同
音
同
意
の
譜
と
し
て
い
る
。

わ
ず

へき
えき

漢
字
の
字
画
の
煩
ら
わ
し
さ
に
群
易
し
て
、
混
用
を

認
め
た
と
言

っ
た
と
こ
ろ
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て

｢心
変
ら
ず
常
な
る
こ
と
｣
を
表
し
た
恆
の

字
は
、
自
然
現
象
に
使
わ
れ
る
と
天
地
の
恆
久
、
常

に
位
置
が
変
ら
な
い
恆
星
、
一
定
の
季
節
に
や
っ
て

来
る
貿
易
風
や
梅
雨
の
よ
う
な
恆
風
、
恆
雨
な
ど
、

常
に
変
ら
な
い
こ
と
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
｢心
変
ら
ず
常
な
る
こ
と
｣
こ
れ
を
人
間
関
係
と

し
て
把
え
た
と
き
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

親
子
、
師
弟
な
ど
思
い
浮
か
ぶ
が
、
こ
れ
と
て
当
人

達
の
間
だ
け
で
関
係
は
跡
絶
え
て
し
ま
う
。
い
さ
さ

か
観
念
的
だ
が
死
ん
だ
後
も
一
緒
、偕
老
同
穴
の
諺
が

あ
る
夫
婦
。
こ
れ
に
こ
そ
恆
の
｢心
変
ら
ず
常
な
る

こ
と
｣
の
精
神
が
活
か
さ
れ
る
関
係
は
外
に
な
い
。

易
の
雷
風
恆
と
い
う
卦
は
、
夫
婦
の
心
構
え
を
述
べ

た
卦
と
言
わ
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

で
は
こ
の
卦
は

一
体
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

か
、
長
く
な
る
の
で
数
回
に
分
け
て
説
明
し
た
い
。

陰

腸

さ
ん
ぎ

易
で
は

明
と

晒
の
マ
ー
ク
の
つ
い
た
算
木
と
い
う

本誌は、執筆者が個人の責任において自由に
書く建前をとっております。したがって意見
にわたる部分は個人の見解です。また肩書は
原稿執筆及び座談会実施時のものです。

道
具
を
使
う
。
三
本
一
組
の
m
-
の
組
合
せ
で
は
八

か
しまう

天

澤

･六

つ
の
象
が
出
来
る
こ
れ
を
卦
象
と
い
う
。
匝晝
間
晒
圏

一古

風

,水･
山

地

田
窪
間
難
醍

こ
れ
に
自
然
現
象
の
名
を
つ
け

た
の
を
八
卦
又
は
小
成
の
卦
。
更
に
も
う
一
つ
八
卦

を
重
ね
た
の
を
六
四
卦
又
は
大
成
の
卦
と
い
う
。
大

成
の
卦
の
一
つ
雷
風
恆
は
八
卦
の
雷
と
風
を
組
合
せ

雷
風
こう

た
も
の
で
算
木
で
表
す
と
盤
轄
恆
と
な
る
。
雷
は
空

気
層
の
中
に
発
生
す
る
放
電
作
用
で
あ
る
。
主
と
し

て
山
岳
地
帯
と
平
野
部
の
境
目
な
ど
に
発
生
す
る
が
、

そ
の
発
生
は
春
先
き
と
か
夏
な
ど
常
に
決
ま
っ
て
い

る
。
ま
た
風
も
気
ま
＼
に
吹
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

貿
易
風
や
春
を
告
げ
る
嵐
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
季
節

に
吹
く
の
で
あ
る
。
雷
も
風
も
一
見
無
秩
序
に
発
生

す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
年
間
を
通
し
て
み
る
と
恆

常
性
が
あ
る
。
従
っ
て
自
然
現
象
の
雷
と
風
を
組
合

せ
た
も
の
に
心
変
ら
ず
常
な
る
意
味
を
持
つ
恆
と
い

う
文
字
を
充
て
た
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
で
は
こ
の
卦
を
な
ぜ
夫
婦
の
卦
と
し
た
の
か
は

後
に
述
べ
る
。

-
地
雷
復
ー

振込銀行 :富士銀行虎ノ門支店
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｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣

…
九
九
八
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
ま
た
は
座
談
会
実
施
時
の
も
の
で
す
)

岡
皿

○
建
設
省
五
○
年
に
想
う
こ
と

道
路
広
報
セ
ン
タ

劉

杉
岡

浩

10
年
7
月
号
第
脚
号
)1
頁

会

○
年
頭
の
あ
い
さ
つ

道

路

局

長

井
上

啓
一

11
年
1
月
号
(第
鮖
号
)1
頁

平
成
十
一
年
度
道
路
関
係
重
点
施
策

○
平
成
十
一
年
度
重
点
施
策
に
つ
い
て

ー
21
世
紀
へ
の
展
望
を
開
く
活
力
あ
る
国
土
の

道
路
局
道
路
総
務
課

10
年
9
月
号
(第
102
号
)1
頁

構
築
ー

○
総
合
的
な
交
通
基
盤
の
形
成

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

10
年
9
月
号
(第
駝
号
)5
頁

○
自
立
的
な
地
域
社
会
の
形
成

道
路
局
地
方
道
課

10
年
9
月
号
(第
期
号
)8
頁

○
豊
か
な
生
活
空
間
づ
く
り
を
支
援
す
る
道
路
空
間

道
路
局
国
道
課

10
年
9
月
号
(第
靴
号
)n
頁

の
利
活
用

○
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度
情
報
化
(I
T
s
)
の

道
路
局
道
路
環
境
課

10
年
9
月
号
(第
102
号
)郎
頁

推
進

○
社
会
実
験
の
推
進

道
路
局
地
方
道
課

10
年
9
月
号
(第
期
号
)郎
頁

平
成
十
一
年
度
道
路
関
係
予
算

の
概
算
要
求

o
平
成
十
-
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

鎚
路
局
道
路
総
務
課

吉
田

光
市

10
年
10
月
号
(第
鵬
曇
1
頁

画

0
一般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

鯆
耕
轌虻
国
幅
課

上
野
進
-朗

10
年
め
月
号
第
鯰
号
遜
頁

　
　
　　
　

　
　

　
　

0
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

魂
曙
料機
嶺

伊
勢
田
敏

め
年
m
月
号
(第
鵬
号
)"
頁

　
　
　

　

　
　

　
　

　
　

0
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

巍
語鰡
巍語髓
課
縄
田

正

10
年
10
月
号
獲̂
禰
口豆
擬
頁

　　　　　　　　　　
　
　

　
　

②
予
算

0
平
成
十
一
年
度
道
路
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
道
路
総
務
課

吉
田

光
市

n
年
2
月
曼
葱
衝
呈
ー
頁

企

画

0
一般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

麹
評
語
悩
晦
課
上
野
進
-
郎

n
年
2
月
曼
第
期
号
)お
頁

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

o
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
の
概
要

繃費
愕
遠輻
議

後
藤

貞
二

は
年
2
月
旻
第
甥
)祖
頁

0
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

繃
路
曙
料繃
路
録
伊
勢
田

敏

u
年
2
月
長
第
期
号
)盤
頁

0
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

鯛
稲
轆
方覧
隷
縄
田

正

n
年
2
月
号
第
g

擬
頁

　　　　
　　　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　
　
　

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

○
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
概
要

道
路
局
企
画
課

10
年
7
月
号
第
肋
号
)7
頁

○
新
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

10
年
7
月
号
(第
100
号
)“
頁

画
に
つ
い
て

○
新
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
の
策
定
及
び

鰔翹鴬鎌鰈柵揆繃脇控糒囃待端置嵌鱒定珠
道
路
局
地
方
道
課

10
年
7
自
愛
第
則
号
)第
頁

つ
い
て

一道
路
議

会
答
申
等
-

○
よ
り
良
い
沿
道
環
境
の
実
現
に
向
け
て

道
路
局
道
路
環
境
課

11
年
1
月
号
(第
邸
号
)3
頁

○
直
轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

n
年
1
月
号
(第
臟
号
)n
頁

言
路
関
係
法
令
改
正
一

〇
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道

路
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

道
路
局
路
政
課

10
年
4
月
号
(第
野
号
)1
頁

つ
い
て

○
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
つ
い

道
路
局
路
政
課

10
年
4
月
号
(第
"
号
)ゆ
頁



0
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命

鎚
路聡
禮
政
隷
古
橋

季
良

m
年
4
月
号
第
穹
韮
頁

令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
に
つ
い
て

o
高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
-
部
を
改
正
す
る
法
律

繃
路粕
が
政
録
油
谷

充
寿

10
年
7
月
旻
第
則
号
頭
頁

に
つ
い
て
(上
)

o
高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
-
部
を
改
正
す
る
法
律

繃
路
粕
ギ
政
裸
油
谷

充
寿

10
年
8
月
曼
第
雌
号
滋
頁

に
つ
い
て
(下
)

o
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
等
の
-
部
を
改
正
す

漱
臣
舘
房
檄
策
裸
油
谷

充
寿

10
年
m
月
最
第
期
号
涌
頁

る
政
令
に
つ
い
て

共
同
溝
、
電
線
共
同
溝

o
鷲

溝
及
び
電
線
共
同
溝
の
制
度
の
概
要
に
つ
い

道
鷺
路
政
課
道
路
利
用
露
室

翠
n
月
号
(第
奪

責

○
共
同
溝
の
整
備

道
路
局
国
道
課

10
年
n
月
号
(第
瑚
号
)5
頁

○
電
線
類
地
中
化
の
推
進
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
環
境
課

10
年
11
月
号
(第
腿
号
)9
頁

○
都
市
活
動
を
支
え
る
共
同
溝
事
業

関
東
地
方
建
設
局
横
浜
国
道
工
事
事
務
所

10
年
u
月
号
(第
鳳
号
)M
頁

o
横
浜
み
な
と
み
ら
い
れ
の
供
給
管
共
同
溝

群
群
姉
龍
箒
獨
藤
江
干
瑞
め
年
封
号
釜

号
)即頁

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
支
援
す
る
道
路
整
備

○
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
支
援
す
る
道
路
整
備
に

道
路
局
国
道
課
道
路
整
備
調
整
室

10
年
12
月
号
(第
賄
号
)1
頁

つ
い
て

o
樅

市
“
お
け
,
中
心
市
街
地
活
性
化
の
取
り
組

松
江
市
都
市
建
設
部
中
心
市
街
地
整
鎌

撃
鬘

(希
邑
9頁

○
｢郡
山
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
｣
の
概
要

郡
山
市
中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
室

10
年
12
月
号
(第
鵤
号
)"
頁

夏
期
の
道
路
管
理

0
道
路
の
防
災
･
震
災
対
策

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
寒
塁

10
年
6
月
号
(第
“
号
)1
頁

0
平
成
…‐九
年
ム
ロ･風
-
九
号
に
よ
る
[国
道
二
二
六
号
前
…

剱酵繊肪離職競聴期
森
…

将
"彦
"

ぬ
年
6
月
号
(第
“
号
)に
J頁

之
浜
地
区
の
災
害

○
本
州
四
国
連
絡
橋
の
長
大
橋
管
理

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
維
持
施
設
部

10
年
6
月
号
(第
“
号
)n
頁

○
高
速
道
路
に
お
け
る
渋
滞
予
測

日
本
道
路
公
団
保
全
交
通
部

10
年
6
月
号
(第
芻
号
)"
頁

一鱗

の
道
路
管
理
一

0
北
海
~道
開
発
局
~の
冬
期
道
路
管
-理
の
取
り
組
-み

柳蕪艫細緘鰤鸚搬鰤
伊
ュ藤

清
…治

10
年
12
月
号
(第
肪
号
)盤
頁

0
中
国
地
建
に
よ
る
冬
期
の
道
路
管
理

中
国
地
方
建
設
局

朧
謡
幽
麟
鱗
籍
森
雑脇

広
±心

10
年
12
月
号
(第
肪
号
)鰡
玖頁

○
道
路
緑
化
等
を
活
か
し
た
自
然
に
や
さ
し
い
道
づ

道
路
局
道
路
環
境
課

10
年
8
月
号
(第
則
号
)9
頁

○
環
境
影
響
評
価
法
に
基
づ
く
主
務
省
令
の
公
布
.

道
路
局
路
政
課

10
年
8
月
号
(第
101
号
)約
頁

施
行
に
つ
い
て

○
住
民
参
加
の
道
路
緑
化
で
美
し
い
道
づ
く
り

埼
玉
県
杉
戸
土
木

事
務
所
道
路
環
境

山
ロ

稔

10
年
4
月
号
(第
坊
号
)俎
頁

第

二

課

長

脹飜概諦類噸蹴
鱒
鈴
木

敏

10
年
4
月
号
第
野
号
)第
頁

疎
襟臨
糺酵
講
題
杉
田
屋

宏

10
年
5
月
号
(第
窕
号
)犯
頁

○
景
観
舗
装
の
い
ろ
い
ろ

○
新
宿
区
の
街
路
樹

-道
路
の
行
事
等
【

○
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

10
年
7
月
号
(第
則
号
)伍
頁

○
｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課

10
年
7
月
号
(第
則
号
)"
頁

○
道
路
ポ
ス
タ
ー
作
品
集

10
年
8
月
号
第
則
号
)口
絵

○
｢道
の
日
｣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
堀

10
年
9
月
号
(第
期
号
)ロ
絵

○
平
成
一
○
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
報
告

道
路
局
道
路
総
務
課

蜷
年
9
月
号
(第
駝
号
)盟
頁

○
平
成
一
○
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
行
事
報

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

10
年
9
月
号
(第
102
号
)“
頁

告
○
地
方
行
事
報
告

北
海
道
開
発
局
.
各
地
方
建
設

10
年
9
月
号
(第
102
号
)第
頁

局
･
沖
縄
総
合
事
務
局

○
平
成
一
○
年
度

全
国
の

｢道
の
日
｣
行
事

道
路
局
道
路
総
務
課

10
年
12
月
号
(第
賄
号
)狙
頁

○
道
路
ポ
ス
タ
ー
制
作
の
経
緯
と
手
順

道
路
広
報
セ
ン
タ
ー

10
年
8
月
号
(第
則
号
)1
頁

○
〔対
談
〕
道
路
を
デ
ザ
イ
ン
す
れ
ば

道
路
広
報
セ
ン
タ
ー

11
年
3
月
号
(第
雌
号
)8
頁



○
平
成
一
一
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

語
の
募
集
に
つ
い
て

-明
石
海
峡
大
橋
…

○
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
通

○
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
通

一道
路
関
係
争
風

○
平
成
八
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て

(そ
の
2
)

○
川
崎
訴
訟
(第
二
次
ー
第
四
次
)地
裁
判
決
に
つ
い

○
車
両
の
大
型
化
へ
の
取
り
組
み

○
地
下
街
に
関
す
る
規
制
緩
和
に
つ
い
て

○
高
速
自
動
車
国
道
の
施
行
命
令
に
つ
い
て

0
21
世
紀
社
会
に
向
け
た
高
速
自
動
車
国
道
の
整
備

○
防
護
柵
の
設
置
基
準
の
改
訂
に
つ
い
て

○
新
道
路
技
術
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

0
道
路
特
定
財
源
制
度
に
つ
い
て

○
押
印
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
平
成
八
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
に
つ

い
て

○
平
成
九
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
に
つ

い
て

○
平
成
八
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
総
務
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
路
政
課
道
路
利

用
調
整
室
占
用
係
長

道
路
局
高
速
国
道
課

課

長

補

佐

道
路
局
高
速
国
道
課

道
路
局
道
路
環
境
課

南
雲

仁

近
藤

清
久

11
年
2
月
号
(第
期
号
)姫
頁

10
年
5
月
号
(第
堀
号
)口
絵

10
年
5
月
号
(第
班
号
)1
頁

10
年
4
月
号
(第
野
号
)笠
頁

10
年
め
月
号
(第
期
号
)第
頁

10
年
4
月
号
(第
錺
号
)銘
頁

め
年
4
月
号
(第
坊
号
)"
頁

10
年
5
月
号
(第
難
号
)銘
頁

u
年
1
月
号
(第
鮖
号
)灼
頁

11
年
1
月
号
(第
106
号
)盤
頁

○
伊
勢
湾
岸
道
路
開
通
に
つ
い
て

○
平
成
一
〇
年

国
土
建
設
の
現
況
(建
設
白
書
)
の

概
要

○
電
子
申
請
の
事
例
紹
介

福
岡
市
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
電
子
申
請
シ
ス
テ

足
立
区
に
お
け
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

○
ハ
イ
ウ
ェ
イ
花
咲
く
列
島
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

○
日
本
道
路
公
団
本
社
組
織
の
再
編

○
平
成
一
○
年
度

｢道
路
防
災
週
間
｣
に
つ
い
て

○
平
成
一
〇
年
中
の
交
通
事
故
の
発
生
状
況

○
北
欧
三
カ
国
の
道
路
事
情

○
足
立
区
が
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
等
禁
止
条
例

○
時
代
と
と
も
に
進
化
を
遂
げ
る

カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
･
シ
ス
テ
ム

○
宅
配
便
の
現
状
と
仕
組
み

○
マ
ン
ホ
ー
ル
の
デ
ザ
イ
ン

○
自
転
車
の
変
遷
と
流
行

○
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
い
ろ
い
ろ

○
首
都
機
能
移
転
先
の
新
都
市
イ
メ
ー
ジ
図
の
公
表

と
意
見
の
募
集

○
新
都
市
像
(新
都
市
イ
メ
ー
ジ
図
)
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
つ
い
て

一有
料
道
路
制
度
の
基
礎
知
識
-

○
有
料
道
路
制
度
の
概
要
(第
1
回
)

○
有
料
道
路
制
度
の
概
要
(第
2
回
)

0
有
料
道
路
制
度
の
概
要
(第
3
回
)

道
路
局
有
料
道
路
課

道
路
局
道
路
総
務
課

福
岡
市
土
木
局
管
理
部

道
路
管
理
課
長

東
京
都
足
立
区
土
木
部

道
路
管
理
課
占
用
係
長

日
本
道
路
公
団
サ
ー
ビ
ス
推
進
企
画
室

日
本
道
路
公
団
総
務
課

10
年
5
月
号
(第
舅
号
)雌
頁

10
年
8
月
号
(第
則
号
)節
頁

槽
原

勝
範

10
年
6
月
号
(第
"
号
)邪
頁

仙
波

茂

10
年
6
月
号
(第
"
号
)卸
頁

10
年
6
月
号
(第
剪
号
)鎖
頁

10
年
8
月
号
(第
101
号
)"
頁

穢
穐
瀞
嶺

松崎
薫

n
年
2
月
旻
第
凹
託

頁

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

道
路
局
路
政
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

n
年
3
月
号
(第
期
号
)1
頁

n
年
3
月
号
(第
雌
号
)絮
頁

10
年
5
月
号
(第
兜
号
)26
頁

n
年
3
月
号
(第
廊
号
)刻
責

10
年
8
月
号
(第
101
号
)靴
頁

騙
漉
す蟹

新宅
清人
m年
甘
友
第
嬰
蒸

警

察

庁

資

料

編

集

部

編

集

部

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

坂
崎

賢
俊

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

石
井
み
さ
よ

編

集

部

蓼
霰
化
記
タ農

高
橋
秀
雄

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

中
村

嘉
伸

国
会
等
移
転
審
議
会
事
務
局

国
会
等
移
転
審
議
会
事
務
局

有
料
道
路
制
度
研
究
会

有
料
道
路
制
度
研
究
会

有
料
道
路
制
度
研
究
会

11
年
3
月
号
(第
雌
号
)船
頁

11
年
1
月
号
(第
耶
号
)綿
頁

10
年
4
月
号
(第
館
号
)稀
頁

10
年
5
月
号
(第
兜
号
)得
頁

10
年
5
月
号
(第
舞
号
)$
頁

10
年
6
月
号
(第
"
号
)“
頁

n
年
1
月
号
(第
106
号
)伯
頁

虹
年
2
月
号
(第
鰡
号
)班
頁

10
年
6
月
号
(第
勢
号
)60
頁

n
年
3
月
号
(第
期
号
)即
頁

10
年
7
月
号
(第
則
号
)"
頁

10
年
8
月
号
(第
則
号
)鋭
頁

10
年
9
月
号
(第
雌
号
)亀
頁



○
有
料
道
路
の
償
還
制
度
(第
4
回
)

○
有
料
道
路
の
償
還
制
度
(第
5
回
)

○
有
料
道
路
の
償
還
制
度
(第
6
回
)

道
路
管
理
事
務
に
係
る
事
例
研
究

○
道
路
と
鉄
道
の
交
差
部
分
等
に
お
け
る
占
(便
)用

料
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
原
因
者
負
担
金
制
度
の
事
例
研
究

-道
路
管
理
事
務
担
当
者
便
り
-

○
宮
城
県
に
お
け
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
む
け
た

道
路
整
備

○
防
災
カ
ル
テ
を
活
用
し
た
パ
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
確

立
○
｢魅
力
あ
る
田
園
都
市
香
川
｣
の
形
成
を
目
指
し
た

道
路
整
備

○
｢親
し
み
と
潤
い
の
あ
る
道
づ
く
り
｣を
目
指
し
て

○
山
形
県
に
お
け
る
道
路
の
維
持
管
理

○
地
域
と
と
も
に
歩
む
道
づ
く
り
を
め
ざ
し
て

一地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
-

○
鳥
取
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
富
山
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
京
都
府
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
愛
知
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
高
知
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
広
島
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

有
料
道
路
制
度
研
究
会

有
料
道
路
制
度
研
究
会

有
料
道
路
制
度
研
究
会

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

宮
城
県
土
木
部
道
路
管
理
課

10
年
m
月
号
(第
期
号
)即
頁

10
年
11
月
号
(第
聰
号
)銘
頁

10
年
12
月
号
(第
鮖
号
)“
頁

10
年
約
月
号
(第
鵬
号
)弱
頁

11
年
1
月
号
(第
賄
号
)“
頁

10
年
6
月
号
(第
"
号
)第
頁

○
和
歌
山
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
静
岡
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

和
歌
山
県
土
木
部
道
路
建
設
課

静
岡
県
土
木
部
道
路
企
画
課

10
年
n
月
号
(第
麒
号
〕製
頁

10
年
12
月
号
(第
鵬
号
)野
頁

漱
繊
諦
粃
牀
鰡
後
総藤

徳
哉

10
年
7
月
号
(第
則
号
)"
…頁

香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課

10
年
9
月
号
(第
102
号
)瓢
頁

長
崎
県
土
木
部
道
路
維
持
課

山
形
県
土
木
部
道
路
維
持
課

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

鳥
取
県
土
木
部
道
路
課

富
山
県
土
木
部
道
路
課

京
都
府
土
木
建
築
部
道
路
建
設
課

愛
知
県
土
木
部
道
路
建
設
課

高
知
県
土
木
部
道
路
課

広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
建
設
課

10
年
11
月
号
(第
期
号
)節
頁

10
年
12
月
号
(第
肪
号
)靴
頁

11
年
2
月
号
(第
期
号
)税
頁

10
年
5
月
号
(第
郷
号
)印
頁

10
年
6
月
号
(第
“
号
)斑
頁

10
年
7
月
号
(第
則
号
)艶
頁

10
年
8
月
号
(第
期
号
)“
頁

10
年
9
月
号
(第
期
号
)秘
頁

10
年
m
月
号
(第
螂
号
)卸
頁


